








附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 機械電気工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 作 実 習 Ⅰ 2 2
工 作 実 習 Ⅱ 2 2
工 学 実 験 Ⅰ 1 1
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
電 気 回 路 Ⅰ 1 1
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 磁 気 学 2 2
材 料 力 学 Ⅰ 2 2
水 力 学 1 1
熱 力 学 Ⅰ 1 1
工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 10 10

履　修　単　位　計 28 2 2 7 7 10
機 械 の 基 礎 1 1
電 気 の 基 礎 1 1
技 術 発 達 史 論 1 1
知 的 財 産 権 1 1
技 術 者 倫 理 1 1
工 業 英 語 Ⅰ 1 1
工 業 英 語 Ⅱ 1 1
関 数 論 1 1
確 率 ・ 統 計 1 1
フ ー リ エ 変 換 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 基 礎 1 1
プログ ラミ ング 基礎 1 1
プログ ラミ ング 応用 2 2
人 工 知 能 1 1
電 気 回 路 Ⅱ 2 2
電 子 回 路 Ⅱ 1 1
モ ー タ 制 御 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 1 1
制 御 工 学 Ⅱ 2 2
計 測 工 学 2 2
機 構 学 1 1
工 業 力 学 1 1
機 械 力 学 Ⅰ 1 1
機 械 力 学 Ⅱ 1 1
加 工 学 1 1
材 料 学 Ⅰ 2 2
材 料 学 Ⅱ 1 1
材 料 力 学 Ⅱ 1 1
弾 塑 性 論 1 1
流 体 力 学 1 1
熱 力 学 Ⅱ 1 1
機 械 設 計 論 Ⅰ 1 1
機 械 設 計 論 Ⅱ 1 1
基 礎 設 計 製 図 Ⅰ 2 2
基 礎 設 計 製 図 Ⅱ 2 2
設 計 製 図 Ⅰ 1 1
設 計 製 図 Ⅱ 1 1
設 計 製 図 Ⅲ 1 1
創 造 演 習 Ⅰ 1 1
創 造 演 習 Ⅱ 1 1
創 造 製 作 Ⅰ 2 2
コ ン ピ ュ ー タ 制 御 2 2
創 造 製 作 Ⅱ 2 2

履　修　単　位　計 53 7 7 11 17 11

※

必
履
修
科
目

※

※
※
※
※

※
※

※

※
※

※

※
※
※
※
※
※

※
※
※

※
※

授業科目 単位数 学年別単位数 備　考

必
修
科
目

当該学年まで
に修得

卒業まで
に修得

※

※
※

令和５年度入学生用
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
総 合 実 地 演 習 １ 1 1
総 合 実 地 演 習 ２ 2 2
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
環 境 リ サ イ ク ル 論 1 1
一 般 物 理 1 1
数 値 計 算 1 1
流 体 機 械 1 1
伝 熱 工 学 1 1
有 限 要 素 法 1 1
ベンチャービジネス論 1 1
通 信 工 学 1 1
デ ー タ 解 析 1 1
特 別 講 義 1 1
海 外 研 修 2
基 礎 電 気 電 子 工 学 2 2 外国人留学生科目

基 礎 機 械 工 学 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  18 2 5 2 5 12
外国人留学生開設単位計  22 2 5 6 5 12
履　修　単　位　計  4 4

85 9 9 18 24 25

82 25 25 16 13 3
85 9 9 18 24 25
167 34 34 34 37 28

注①　総合実地演習１及び総合実地演習２は，重複して履修することができない。
　②　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

※
※

2

合　　　　　　　　計  

学年別単位数 備　考

選
択
科
目

※
※
※
※
※
※

授業科目 単位数

※

履　修　単　位　合　計  

一般科目履修単位合計  
専門科目履修単位合計  
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附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 情報電子工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
基 礎 電 気 回 路 2 2
基 礎 コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 2
コ ン ピ ュ ー タ の 基 礎 知 識 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ I 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ II 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ 演 習 1 1
電 子 工 学 実 験 4 4
コンピュータ シス テム 実験 4 4
創 造 演 習 1 1
創 造 製 作 1 1
電子情報通信 シス テム 実験 2 2
卒 業 研 究 10 10
履　修　単　位　計 30 8 0 4 5 13
電 気 数 学 1 1
集 合 と 論 理 1 1
知 的 財 産 論 1 1
情 報 数 学 2 2
フ ー リ エ ・ ラ プ ラ ス 変 換 1 1
確 率 1 1
統 計 学 1 1
情 報 理 論 2 2
デ ィ ジ タ ル 信 号 処 理 1 1
電 磁 気 学 2 2
数 値 解 析 1 1
情報システム と技 術者 倫理 1 1
電 気 回 路 2 2 　

計 測 工 学 2 2 　

ア ナ ロ グ 回 路 2 2 　

デ ィ ジ タ ル 回 路 2 2
情 報 通 信 工 学 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 応 用 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 演 習 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 1 1
コンピュータ シス テム 概論 1 1
アルゴリズム とデ ータ 構造 2 2
システムプロ グラ ミン グⅠ 1 1
システムプロ グラ ミン グⅡ 1 1
コンピュータアーキテクチャ 2 2
ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 2 2
デ ー タ ベ ー ス 2 2
オペレーティングシステムⅠ 1 1
オペレーティングシステムⅡ 1 1
ネットワークアーキテクチャ 2 2
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
英 語 講 読 2 2
特 別 講 義 1 1
履　修　単　位　計 51 1 9 14 19 8

※

※

※

※
※
※
※

必
履
修
科
目

※

※
※
※

※
※

※
※

授業科目 単位数 学年別単位数 備　考

必
修
科
目

卒業まで
に修得

※
※
※
※

令和５年度入学生用
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
集 積 回 路 設 計 I 2 2

集 積 回 路 設 計 II 1 1
集積回路設計Iを履修
していること

画 像 工 学 2 2
言 語 処 理 2 2
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 1 1
ｺ ﾝ ﾋ ﾟ ｭ ｰ ﾀ ｸ ﾞ ﾗ ﾌ ｨ ｯ ｸ ｽ 2 2
知 的 情 報 処 理 2 2
シ ス テ ム 数 理 工 学 2 2
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
海 外 研 修 2
ハ ー ド ウ エ ア 演 習 2 2 外国人留学生科目

ソ フ ト ウ エ ア 演 習 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  19 2 2 2 5 16
外国人留学生開設単位計  23 2 2 6 5 16
履　修　単　位　計  5 5

86 9 9 18 24 26

82 25 25 16 13 3
86 9 9 18 24 26
168 34 34 34 37 29

注　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

2

履　修　単　位　合　計  

一般科目履修単位合計  
専門科目履修単位合計  
合　　　　　　　　計  

備　考

選
択
科
目

※

※

※
※
※
※
※
※

授業科目 単位数 学年別単位数
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附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 土木建築工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
測 量 実 習 4 2 2
工学デザイ ン基 礎Ⅰ 2 2
工学デザイ ン基 礎Ⅱ 2 2
工学デザイ ン基 礎Ⅲ 2 2
基 礎 工 学 実 験 2 2
力 と 変 形 1 1
構 造 力 学 基 礎 4 2 2
環 境 工 学 1 1
技 術 者 倫 理 1 1
卒 業 研 究 10 10

履　修　単　位　計 29 3 6 8 1 11
土木工学デ ザイ ンⅠ 2 2
建築工学デ ザイ ンⅠ 2 2
土木工学デ ザイ ンⅡ 2 2
建築工学デ ザイ ンⅡ 2 2
土 木 創 造 演 習 2 1 1
建 築 創 造 演 習 2 1 1
土 木 工 学 実 験 Ⅰ 1 1
建 築 工 学 実 験 Ⅰ 1 1
土 木 工 学 実 験 Ⅱ 1 1
建 築 工 学 実 験 Ⅱ 1 1
土 木 Ｃ Ａ Ｄ 応 用 1 1
建 築 Ｃ Ａ Ｄ 応 用 1 1

開　設　単　位　計 18 10 8
履　修　単　位　計 9 5 4

※ 構 造 力 学 2 2
建 築 一 般 構 造 1 1

※ 鉄筋コンクリート工学 4 4
鋼 構 造 学 Ⅰ 1 1
地 盤 工 学 基 礎 2 2
水 理 学 基 礎 2 2
建 設 材 料 1 1

※ 建 設 先 端 材 料 1 1
西 洋 建 築 史 1 1
建 築 デ ザ イ ン 概 論 1 1
建 築 計 画 Ⅰ 2 2
都 市 計 画 2 2

※ 建 設 マ ネ ジ メ ン ト 1 1
情 報 処 理 5 2 1 2
Ｃ Ａ Ｄ 基 礎 1 1

※ 確 率 ・ 統 計 1 1
測 量 学 Ⅰ 2 2
測 量 学 Ⅱ 2 2

履　修　単　位　計 32 6 3 10 11 2

必
履
修
科
目

いずれかを卒業まで
に修得※

※ いずれかを卒業まで
に修得※

※ いずれかを卒業まで
に修得※

必
修
科
目

３学年までに修得

卒業まで
に修得※

※

選
択
必
修
科
目

※ いずれかを卒業まで
に修得※

※

※ いずれかを卒業まで
に修得※

いずれかを卒業まで
に修得

令和５年度入学生用

授業科目 単位数 学年別単位数 備　考
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
プレストレストコンクリート工学 1 1
鋼 構 造 学 Ⅱ 1 1
メ ン テ ナ ン ス 工 学 1 1
振 動 と 耐 震 1 1
道 路 工 学 Ⅰ 1 1
道 路 工 学 Ⅱ 1 1
地 盤 工 学 2 2
基 礎 構 造 学 1 1
水 理 学 2 2
河 海 工 学 Ⅰ 1 1
河 海 工 学 Ⅱ 1 1
水 環 境 工 学 1 1
火 薬 学 1 1
建 築 材 料 1 1
建 築 構 造 設 計 2 2
建 築 計 画 Ⅱ 2 2
日 本 建 築 史 1 1
近 代 建 築 史 1 1
建 築 環 境 工 学 1 1
建 築 環 境 工 学 演 習 1 1
建 築 設 備 2 2
土 木 法 規 1 1
建 築 法 規 1 1
土 木 施 工 法 1 1
建 築 施 工 法 1 1
応用プログ ラミ ング 1 1
測 量 学 特 論 1 1
特 別 講 義 1 1
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
海 外 研 修 2
特 別 測 量 実 習 2 2 外国人留学生科目

特 別 測 量 学 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  39 2 2 2 18 23
外国人留学生開設単位計  43 2 2 6 18 23
履　修　単　位　計  16 7 9

86 9 9 18 24 26

　
　

82 25 25 16 12 4
86 9 9 18 24 26
168 34 34 34 36 30

注　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

摘要（別表１・別表２）

令和５年４月　別表改正（令和５年度入学生から適用）

2

履　修　単　位　合　計

一般科目履修単位合計  
専門科目履修単位合計  
合　　　　　　　　計  

※
※
※
※
※

※
※
※
※
※
※

※

※

選
択
科
目

※
※

※

※

授業科目 単位数 学年別単位数 備　考

※
※
※
※
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附則別表第１（第１３条関係）
一般科目

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
国 語 総 合 Ⅰ 4 4
国 語 総 合 Ⅱ 4 2 2 外国人留学生除く

歴 史 4 2 2
倫 理 2 2
政 治 ・ 経 済 2 2
哲 学 2 2 外国人留学生除く

数 学 Ⅰ A 3 3
数 学 Ⅰ B 3 3
数 学 Ⅱ A 3 3
数 学 Ⅱ B 3 3
数 学 Ⅲ A 2 2
数 学 Ⅲ B 2 2
微 分 積 分 学 Ⅰ 1 1
微 分 積 分 学 Ⅱ 1 1
ベ ク ト ル 解 析 1 1 ＭＥ，ＩＥ

線 形 代 数 1 1 ＣＡ

ライフサイエンス・アースサイエンス 2 2
物 理 基 礎 1 1
物 理 Ⅰ 2 2
物 理 Ⅱ 2 2
応 用 物 理 2 2
化 学 基 礎 2 2
化 学 Ⅰ 1 1
化 学 Ⅱ 1 1
体 育 8 2 2 2 2
保 健 1 1
芸 術 2 2
基 礎 英 語 3 3
総 合 英 語 Ⅰ Ｒ 2 2
総 合 英 語 Ⅰ Ｗ 2 2
総 合 英 語 Ⅱ Ｒ 2 2 外国人留学生除く

総 合 英 語 Ⅱ Ｗ 1 1
総 合 英 語 演 習 Ⅰ 2 2 外国人留学生除く

総 合 英 語 演 習 Ⅱ 1 1
英 会 話 3 1 1 1
日 本 語 6 4 2 外国人留学生科目

日 本 事 情 2 2 外国人留学生科目

10 1 ＭＥ，ＩＥ

9 2 ＣＡ

日 本 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 1 1
中 国 文 学 1 1
歴 史 学 1 1
心 理 学 1 1
人 文 社 会 特 講 2 1 1
ド イ ツ 語 3 2 1
英 語 特 別 演 習 1 1
中 国 語 3 2 1

※ 生 物 学 1 1
※ 物 理 化 学 1 1
※ 自 然 科 学 特 講 1 1
※ 応 用 解 析 学 概 論 3 3
※ 応 用 数 物 演 習 1 1

語 学 研 修 2
開　設　単　位　計    22 2 2 15 9
履　修　単　位　計     5 3 2

13 3 ＭＥ，ＩＥ

12 4 ＣＡ

3 1 1 1

注①　４学年では人文・社会領域から２科目または外国語領域から１科目選択し，自然科学領域から
　　１科目選択する。
　　　ただし，応用解析学概論は，通年３単位，他科目は半期１単位で開講する。
　②　５学年では人文・社会領域から２科目または，人文・社会領域，外国語領域からそれぞれ１科
　　目選択する。ただし，ドイツ語及び中国語は４学年で履修した科目を継続する場合に限り選択す
　　ることができる。
ＭＥ：機械電気工学科　　ＩＥ：情報電子工学科　　ＣＡ：土木建築工学科

2

特　　別　　活　　動

25 25 16

選
択
科
目

人
文
・
社
会

外
国
語

自
然
科
学

※
※
※

※

履　修　単　位　合　計  82 25 25 16

令和４年度入学生用

授業科目 単位数
学年別単位数

備　考

必
履
修
科
目

履　修　単　位　計 77

※
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附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 機械電気工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 作 実 習 Ⅰ 2 2
工 作 実 習 Ⅱ 2 2
工 学 実 験 Ⅰ 1 1
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
電 気 回 路 Ⅰ 1 1
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 磁 気 学 2 2
材 料 力 学 Ⅰ 1 1
水 力 学 Ⅰ 1 1
熱 力 学 2 2
工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 8 8

履　修　単　位　計 26 2 2 6 8 8
機 械 の 基 礎 1 1
電 気 の 基 礎 1 1
技 術 発 達 史 論 1 1
知 的 財 産 権 1 1
技 術 者 倫 理 1 1
工 業 英 語 Ⅰ 1 1
工 業 英 語 Ⅱ 1 1
関 数 論 1 1
確 率 ・ 統 計 1 1
フ ー リ エ 変 換 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 基 礎 1 1
プ ロ グ ラ ミ ン グ 基 礎 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 応 用 1 1
数 値 計 算 1 1
電 気 回 路 Ⅱ 1 1
電 子 回 路 Ⅱ 1 1
ア ク チ ュ エ ー タ 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 1 1
制 御 工 学 Ⅱ 2 2
計 測 工 学 2 2
加 工 学 1 1
機 構 学 1 1
工 業 力 学 1 1
機 械 力 学 Ⅰ 1 1
機 械 力 学 Ⅱ 1 1
計 算 力 学 1 1
材 料 学 Ⅰ 2 2
材 料 学 Ⅱ 1 1
材 料 力 学 Ⅱ 2 2
弾 塑 性 論 1 1
水 力 学 Ⅱ 1 1
熱 機 関 1 1
機 械 設 計 論 Ⅰ 2 2
機 械 設 計 論 Ⅱ 1 1
基 礎 設 計 製 図 Ⅰ 2 2
基 礎 設 計 製 図 Ⅱ 2 2
設 計 製 図 Ⅰ 1 1
設 計 製 図 Ⅱ 1 1
設 計 製 図 Ⅲ 1 1
創 造 演 習 Ⅰ 1 1
創 造 演 習 Ⅱ 1 1
創 造 製 作 Ⅰ 2 2
コ ン ピ ュ ー タ 制 御 2 2
創 造 製 作 Ⅱ 2 2

履　修　単　位　計 55 7 7 12 15 14

※
※
※

※
※
※

必
履
修
科
目

※

※
※
※
※

※
※
※

※

※
※

※

※
※
※
※
※
※

授業科目 単位数
学年別単位数

備　考

必
修
科
目

当該学年まで
に修得

卒業まで
に修得

※

※
※

令和４年度入学生用
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
総 合 実 地 演 習 １ 1 1
総 合 実 地 演 習 ２ 2 2
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
環 境 リ サ イ ク ル 論 1 1
一 般 物 理 1 1
機 能 材 料 1 1
タ ー ボ 機 械 1 1
伝 熱 工 学 1 1
有 限 要 素 法 1 1
流 体 力 学 1 1
ベンチャービジネス論 1 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1
特 別 講 義 Ⅱ 1 1
海 外 研 修 2
基 礎 電 気 電 子 工 学 2 2 外国人留学生科目

基 礎 機 械 工 学 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  18 5 2 5 12
外国人留学生開設単位計  22 5 6 5 12
履　修　単　位　計  5 5

86 9 9 18 23 27

82 25 25 16 13 3
86 9 9 18 23 27
168 34 34 34 36 30

注①　総合実地演習１及び総合実地演習２は，重複して履修することができない。
　②　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

2

専門科目履修単位合計  
合　　　　　　　　計  

学年別単位数
備　考

選
択
科
目

※
※
※
※
※
※
※

授業科目 単位数

※

履　修　単　位　合　計  

一般科目履修単位合計  
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附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 情報電子工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
基 礎 電 気 回 路 2 2
基 礎 コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 2
コ ン ピ ュ ー タ の 基 礎 知 識 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ I 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ II 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ 演 習 1 1
電 子 工 学 実 験 4 4
コンピュータシステム実験 4 4
創 造 演 習 1 1
創 造 製 作 1 1
電子情報通信システム実験 2 2
卒 業 研 究 10 10
履　修　単　位　計 30 8 0 4 5 13
電 気 数 学 1 1
集 合 と 論 理 1 1
知 的 財 産 論 1 1
情 報 数 学 2 2
フ ー リ エ ・ ラ プ ラ ス 変 換 1 1
確 率 1 1
統 計 学 1 1
情 報 理 論 2 2
デ ィ ジ タ ル 信 号 処 理 1 1
電 磁 気 学 2 2
数 値 解 析 1 1
情報システムと技術者倫理 1 1
電 気 回 路 2 2 　

計 測 工 学 2 2 　

ア ナ ロ グ 回 路 2 2 　

デ ィ ジ タ ル 回 路 2 2
情 報 通 信 工 学 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 応 用 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 演 習 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 1 1
コンピュータシステム概論 1 1
アルゴリズムとデータ構造 2 2
システムプログラミングⅠ 1 1
システムプログラミングⅡ 1 1
コンピュータアーキテクチャ 2 2
ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 2 2
デ ー タ ベ ー ス 2 2
オペレーティングシステムⅠ 1 1
オペレーティングシステムⅡ 1 1
ネットワークアーキテクチャ 2 2
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
英 語 講 読 2 2
特 別 講 義 1 1
履　修　単　位　計 51 1 9 14 19 8

※

※

※

※
※
※
※

必
履
修
科
目

※

※
※
※

※
※

※
※

授業科目 単位数
学年別単位数

備　考

必
修
科
目

卒業まで
に修得

※
※
※
※

令和４年度入学生用
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
集 積 回 路 設 計 I 2 2

集 積 回 路 設 計 II 1 1
集積回路設計Iを履修
していること

画 像 工 学 2 2
言 語 処 理 2 2
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 1 1
ｺ ﾝ ﾋ ﾟ ｭ ｰ ﾀ ｸ ﾞ ﾗ ﾌ ｨ ｯ ｸ ｽ 2 2
知 的 情 報 処 理 2 2
シ ス テ ム 数 理 工 学 2 2
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
海 外 研 修 2
ハ ー ド ウ エ ア 演 習 2 2 外国人留学生科目

ソ フ ト ウ エ ア 演 習 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  19 2 2 5 16
外国人留学生開設単位計  23 2 6 5 16
履　修　単　位　計  5 5

86 9 9 18 24 26

82 25 25 16 13 3
86 9 9 18 24 26
168 34 34 34 37 29

注　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

2

履　修　単　位　合　計  

一般科目履修単位合計  
専門科目履修単位合計  
合　　　　　　　　計  

備　考

選
択
科
目

※

※

※
※
※
※
※
※

授業科目 単位数
学年別単位数
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附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 土木建築工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
測 量 実 習 4 2 2
工 学 デ ザ イ ン 基 礎 Ⅰ 2 2
工 学 デ ザ イ ン 基 礎 Ⅱ 2 2
工 学 デ ザ イ ン 基 礎 Ⅲ 2 2
基 礎 工 学 実 験 2 2
力 と 変 形 1 1
構 造 力 学 基 礎 4 2 2
環 境 工 学 1 1
技 術 者 倫 理 1 1
卒 業 研 究 10 10

履　修　単　位　計 29 3 6 8 1 11
土 木 工 学 デ ザ イ ン Ⅰ 2 2
建 築 工 学 デ ザ イ ン Ⅰ 2 2
土 木 工 学 デ ザ イ ン Ⅱ 2 2
建 築 工 学 デ ザ イ ン Ⅱ 2 2
土 木 創 造 演 習 2 1 1
建 築 創 造 演 習 2 1 1
土 木 工 学 実 験 Ⅰ 1 1
建 築 工 学 実 験 Ⅰ 1 1
土 木 工 学 実 験 Ⅱ 1 1
建 築 工 学 実 験 Ⅱ 1 1
土 木 Ｃ Ａ Ｄ 応 用 1 1
建 築 Ｃ Ａ Ｄ 応 用 1 1

開　設　単　位　計 18 10 8
履　修　単　位　計 9 5 4

※ 構 造 力 学 2 2
建 築 一 般 構 造 1 1

※ 鉄筋コンクリート工学 4 4
鋼 構 造 学 Ⅰ 1 1
地 盤 工 学 基 礎 2 2
水 理 学 基 礎 2 2
建 設 材 料 1 1

※ 建 設 先 端 材 料 1 1
西 洋 建 築 史 1 1
建 築 デ ザ イ ン 概 論 1 1
建 築 計 画 Ⅰ 2 2
都 市 計 画 2 2

※ 建 設 マ ネ ジ メ ン ト 1 1
情 報 処 理 5 2 1 2
Ｃ Ａ Ｄ 基 礎 1 1

※ 確 率 ・ 統 計 1 1
測 量 学 Ⅰ 2 2
測 量 学 Ⅱ 2 2

履　修　単　位　計 32 6 3 10 11 2

必
履
修
科
目

いずれかを卒業まで
に修得※

※ いずれかを卒業まで
に修得※

※ いずれかを卒業まで
に修得※

必
修
科
目

３学年までに修得

卒業まで
に修得※

※

選
択
必
修
科
目

※ いずれかを卒業まで
に修得※

※

※ いずれかを卒業まで
に修得※
いずれかを卒業まで
に修得

令和４年度入学生用

授業科目 単位数
学年別単位数

備　考
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
プレストレストコンクリート工学 1 1
鋼 構 造 学 Ⅱ 1 1
メ ン テ ナ ン ス 工 学 1 1
振 動 と 耐 震 1 1
道 路 工 学 Ⅰ 1 1
道 路 工 学 Ⅱ 1 1
地 盤 工 学 2 2
基 礎 構 造 学 1 1
水 理 学 2 2
河 海 工 学 Ⅰ 1 1
河 海 工 学 Ⅱ 1 1
水 環 境 工 学 1 1
火 薬 学 1 1
建 築 材 料 1 1
建 築 構 造 設 計 2 2
建 築 計 画 Ⅱ 2 2
日 本 建 築 史 1 1
近 代 建 築 史 1 1
建 築 環 境 工 学 1 1
建 築 環 境 工 学 演 習 1 1
建 築 設 備 2 2
土 木 法 規 1 1
建 築 法 規 1 1
土 木 施 工 法 1 1
建 築 施 工 法 1 1
応 用 プ ロ グ ラ ミ ン グ 1 1
測 量 学 特 論 1 1
特 別 講 義 1 1
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
海 外 研 修 2
特 別 測 量 実 習 2 2 外国人留学生科目

特 別 測 量 学 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  39 2 2 18 23
外国人留学生開設単位計  43 2 6 18 23
履　修　単　位　計  16 7 9

86 9 9 18 24 26

　
　

82 25 25 16 12 4
86 9 9 18 24 26
168 34 34 34 36 30

注　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

摘要（別表１・別表２）

令和４年４月　別表改正（令和４年度入学生から適用）
令和５年４月　別表１のうち，「総合英語Ⅰ」を「総合英語ⅠＲ」と「総合英語ⅠＷ」へ変更
令和５年４月　別表１「語学研修」を追加，別表２各学科に「海外研修」を追加

履　修　単　位　合　計

一般科目履修単位合計  
専門科目履修単位合計  
合　　　　　　　　計  

2

※
※
※
※
※

※
※
※
※
※
※

※
※
※
※

授業科目 単位数
学年別単位数

備　考

※
※

選
択
科
目

※
※

※

※
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附則別表第１（第１３条関係）
一般科目

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
国 語 総 合 Ⅰ 4 4
国 語 総 合 Ⅱ 4 2 2 外国人留学生除く

歴 史 4 2 2
倫 理 2 2
政 治 ・ 経 済 2 2
哲 学 2 2 外国人留学生除く

数 学 Ⅰ A 3 3
数 学 Ⅰ B 3 3
数 学 Ⅱ A 3 3
数 学 Ⅱ B 3 3
数 学 Ⅲ A 2 2
数 学 Ⅲ B 2 2
微 分 積 分 学 Ⅰ 1 1
微 分 積 分 学 Ⅱ 1 1
ベ ク ト ル 解 析 1 1 ＭＥ，ＩＥ

線 形 代 数 1 1 ＣＡ

ライフサイエンス・アースサイエンス 2 2
物 理 基 礎 1 1
物 理 Ⅰ 2 2
物 理 Ⅱ 2 2
応 用 物 理 2 2
化 学 基 礎 2 2
化 学 Ⅰ 1 1
化 学 Ⅱ 1 1
体 育 8 2 2 2 2
保 健 1 1
芸 術 2 2
基 礎 英 語 3 3
総 合 英 語 Ⅰ 4 4
総 合 英 語 Ⅱ Ｒ 2 2 外国人留学生除く

総 合 英 語 Ⅱ Ｗ 1 1
総 合 英 語 演 習 Ⅰ 2 2 外国人留学生除く

総 合 英 語 演 習 Ⅱ 1 1
英 会 話 3 1 1 1
日 本 語 6 4 2 外国人留学生科目

日 本 事 情 2 2 外国人留学生科目

10 1 ＭＥ，ＩＥ

9 2 ＣＡ

日 本 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 1 1
中 国 文 学 1 1
歴 史 学 1 1
心 理 学 1 1
人 文 社 会 特 講 2 1 1
ド イ ツ 語 3 2 1
英 語 特 別 演 習 1 1
中 国 語 3 2 1

※ 生 物 学 1 1
※ 物 理 化 学 1 1
※ 自 然 科 学 特 講 1 1
※ 応 用 解 析 学 概 論 3 3
※ 応 用 数 物 演 習 1 1

語 学 研 修 2
開　設　単　位　計    22 2 15 9
履　修　単　位　計     5 3 2

13 3 ＭＥ，ＩＥ

12 4 ＣＡ
3 1 1 1

注①　４学年では人文・社会領域から２科目または外国語領域から１科目選択し，自然科学領域から
　　１科目選択する。
　　　ただし，応用解析学概論は，通年３単位，他科目は半期１単位で開講する。
　②　５学年では人文・社会領域から２科目または，人文・社会領域，外国語領域からそれぞれ１科
　　目選択する。ただし，ドイツ語及び中国語は４学年で履修した科目を継続する場合に限り選択す
　　ることができる。

ＭＥ：機械電気工学科　　ＩＥ：情報電子工学科　　ＣＡ：土木建築工学科

令和３年度入学生用

授業科目 単位数
学年別単位数

備　考

必
履
修
科
目

履　修　単　位　計 77

※
※
※
※

※

履　修　単　位　合　計  82 25 25 16

2

特　　別　　活　　動

25 25 16

選
択
科
目

人
文
・
社
会
外
国
語

自
然
科
学
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附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 機械電気工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 作 実 習 Ⅰ 2 2
工 作 実 習 Ⅱ 2 2
工 学 実 験 Ⅰ 1 1
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
電 気 回 路 Ⅰ 1 1
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 磁 気 学 2 2
材 料 力 学 Ⅰ 1 1
水 力 学 Ⅰ 1 1
熱 力 学 2 2
工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 8 8

履　修　単　位　計 26 2 2 6 8 8
機 械 の 基 礎 1 1
電 気 の 基 礎 1 1
技 術 発 達 史 論 1 1
知 的 財 産 権 1 1
技 術 者 倫 理 1 1
工 業 英 語 Ⅰ 1 1
工 業 英 語 Ⅱ 1 1
関 数 論 1 1
確 率 ・ 統 計 1 1
フ ー リ エ 変 換 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 基 礎 1 1
プ ロ グ ラ ミ ン グ 基 礎 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 応 用 1 1
数 値 計 算 1 1
電 気 回 路 Ⅱ 1 1
電 子 回 路 Ⅱ 1 1
ア ク チ ュ エ ー タ 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 1 1
制 御 工 学 Ⅱ 2 2
計 測 工 学 2 2
加 工 学 1 1
機 構 学 1 1
工 業 力 学 1 1
機 械 力 学 Ⅰ 1 1
機 械 力 学 Ⅱ 1 1
計 算 力 学 1 1
材 料 学 Ⅰ 2 2
材 料 学 Ⅱ 1 1
材 料 力 学 Ⅱ 2 2
弾 塑 性 論 1 1
水 力 学 Ⅱ 1 1
熱 機 関 1 1
機 械 設 計 論 Ⅰ 2 2
機 械 設 計 論 Ⅱ 1 1
基 礎 設 計 製 図 Ⅰ 2 2
基 礎 設 計 製 図 Ⅱ 2 2
設 計 製 図 Ⅰ 1 1
設 計 製 図 Ⅱ 1 1
設 計 製 図 Ⅲ 1 1
創 造 演 習 Ⅰ 1 1
創 造 演 習 Ⅱ 1 1
創 造 製 作 Ⅰ 2 2
コ ン ピ ュ ー タ 制 御 2 2
創 造 製 作 Ⅱ 2 2

履　修　単　位　計 55 7 7 12 15 14

授業科目 単位数
学年別単位数

令和３年度入学生用

備　考

必
修
科
目

当該学年
までに修得

卒業まで
に修得

※

※
※

※
※

※
※
※

※

※
※

※

※
※
※
※
※
※

※
※
※

※
※
※

必
履
修
科
目

※

※
※
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
総 合 実 地 演 習 １ 1 1
総 合 実 地 演 習 ２ 2 2
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
環 境 リ サ イ ク ル 論 1 1
一 般 物 理 1 1
機 能 材 料 1 1
タ ー ボ 機 械 1 1
伝 熱 工 学 1 1
有 限 要 素 法 1 1
流 体 力 学 1 1
ベンチャービジネス論 1 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1
特 別 講 義 Ⅱ 1 1
海 外 研 修 2
基 礎 電 気 電 子 工 学 2 2 外国人留学生科目

基 礎 機 械 工 学 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  18 3 2 5 12
外国人留学生開設単位計  22 3 6 5 12
履　修　単　位　計  5 5

86 9 9 18 23 27

82 25 25 16 13 3
86 9 9 18 23 27
168 34 34 34 36 30

注①　総合実地演習１及び総合実地演習２は，重複して履修することができない。
　②　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

専門科目履修単位合計  
合　　　　　　　　計  

学年別単位数
備　考

選
択
科
目

※
※
※
※
※
※
※

授業科目 単位数

※

履　修　単　位　合　計  

一般科目履修単位合計  

2
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附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 情報電子工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
基 礎 電 気 回 路 2 2
基 礎 コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 2
コ ン ピ ュ ー タ の 基 礎 知 識 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ I 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ II 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ 演 習 1 1
電 子 工 学 実 験 4 4
コンピュータシステム実験 4 4
創 造 演 習 1 1
創 造 製 作 1 1
電子情報通信システム実験 2 2
卒 業 研 究 10 10
履　修　単　位　計 30 8 4 5 13
電 気 数 学 1 1
集 合 と 論 理 1 1
知 的 財 産 論 1 1
情 報 数 学 2 2
フ ー リ エ ・ ラ プ ラ ス 変 換 1 1
確 率 1 1
統 計 学 1 1
情 報 理 論 2 2
デ ィ ジ タ ル 信 号 処 理 1 1
電 磁 気 学 2 2
数 値 解 析 1 1
情報システムと技術者倫理 1 1
電 気 回 路 2 2 　

計 測 工 学 2 2 　

ア ナ ロ グ 回 路 2 2 　

デ ィ ジ タ ル 回 路 2 2
情 報 通 信 工 学 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 応 用 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 演 習 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 1 1
コンピュータシステム概論 1 1
アルゴリズムとデータ構造 2 2
システムプログラミングⅠ 1 1
システムプログラミングⅡ 1 1
コンピュータアーキテクチャ 2 2
ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 2 2
デ ー タ ベ ー ス 2 2
オペレーティングシステムⅠ 1 1
オペレーティングシステムⅡ 1 1
ネットワークアーキテクチャ 2 2
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
英 語 講 読 2 2
特 別 講 義 1 1
履　修　単　位　計 51 1 9 14 19 8

令和３年度入学生用

授業科目 単位数
学年別単位数

備　考

必
修
科
目

卒業まで
に修得

※
※
※
※

※

※
※
※
※

必
履
修
科
目

※

※
※
※

※
※

※
※

※

※
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
※ 集 積 回 路 設 計 I 2 2

※ 集 積 回 路 設 計 II 1 1
集積回路設計I
を履修している
こと

画 像 工 学 2 2
言 語 処 理 2 2
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 1 1
ｺ ﾝ ﾋ ﾟ ｭ ｰ ﾀ ｸ ﾞ ﾗ ﾌ ｨ ｯ ｸ ｽ 2 2
知 的 情 報 処 理 2 2
シ ス テ ム 数 理 工 学 2 2
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
海 外 研 修 2
ハ ー ド ウ エ ア 演 習 2 2 外国人留学生科目

ソ フ ト ウ エ ア 演 習 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  19 2 5 16
外国人留学生開設単位計  23 6 5 16
履　修　単　位　計  5 5

86 9 9 18 24 26

82 25 25 16 13 3
86 9 9 18 24 26
168 34 34 34 37 29

注　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

備　考

選
択
科
目

※
※
※
※
※
※

授業科目 単位数
学年別単位数

2

履　修　単　位　合　計  

一般科目履修単位合計  
専門科目履修単位合計  
合　　　　　　　　計  
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附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 土木建築工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
測 量 実 習 4 2 2
工 学 デ ザ イ ン 基 礎 Ⅰ 2 2
工 学 デ ザ イ ン 基 礎 Ⅱ 2 2
工 学 デ ザ イ ン 基 礎 Ⅲ 2 2
基 礎 工 学 実 験 2 2
力 と 変 形 1 1
構 造 力 学 基 礎 4 1 3
技 術 者 倫 理 1 1
工 学 デ ザ イ ン Ⅰ 2 2
工 学 デ ザ イ ン Ⅱ 2 2
創 造 演 習 2 1 1
工 学 実 験 Ⅰ 1 1
工 学 実 験 Ⅱ 1 1
卒 業 研 究 8 8

履　修　単　位　計 34 3 5 9 4 13
構 造 力 学 2 2
建 築 一 般 構 造 1 1
鉄筋コンクリート工学 2 2
鋼 構 造 学 Ⅰ 1 1
建 築 構 造 設 計 2 2
地 盤 工 学 基 礎 2 2
地 盤 工 学 2 2
基 礎 構 造 学 1 1
水 理 学 基 礎 2 2
建 設 材 料 1 1
建 設 先 端 材 料 1 1
西 洋 建 築 史 1 1
建 築 デ ザ イ ン 概 論 1 1
建 築 計 画 Ⅰ 2 2
都 市 計 画 2 2
建 設 マ ネ ジ メ ン ト 1 1
情 報 処 理 5 2 1 2
Ｃ Ａ Ｄ 基 礎 1 1
Ｃ Ａ Ｄ 応 用 1 1
確 率 ・ 統 計 1 1
測 量 学 Ⅰ 2 2
測 量 学 Ⅱ 2 2
測 量 学 Ⅲ 1 1
測 量 学 特 論 1 1

履　修　単　位　計 38 6 4 10 12 6

令和３年度入学生用

授業科目 単位数 学年別単位数 備　考

必
修
科
目

３学年まで
に修得

卒業まで
に修得

※
※
※
※
※
※

必
履
修
科
目

※

※

※

※

※

※

※
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
プレストレストコンクリート工学 1 1
鋼 構 造 学 Ⅱ 1 1
鋼 構 造 学 Ⅲ 1 1
振 動 工 学 1 1
道 路 工 学 Ⅰ 1 1
道 路 工 学 Ⅱ 1 1
水 理 学 2 2
河 海 工 学 Ⅰ 1 1
河 海 工 学 Ⅱ 1 1
環 境 衛 生 工 学 1 1
火 薬 学 1 1
建 築 材 料 1 1
建 築 計 画 Ⅱ 2 2
日 本 建 築 史 1 1
近 代 建 築 史 1 1
建 築 環 境 工 学 1 1
建 築 環 境 工 学 演 習 1 1
建 築 設 備 2 2
土 木 法 規 1 1
建 築 法 規 1 1
土 木 施 工 法 1 1
建 築 施 工 法 1 1
応 用 プ ロ グ ラ ミ ン グ 1 1
特 別 講 義 1 1
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
海 外 研 修 2
特 別 測 量 実 習 2 2 外国人留学生科目

特 別 測 量 学 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  33 2 17 18
外国人留学生開設単位計  37 6 17 18
履　修　単　位　計  14 7 7

86 9 9 19 23 26
　
　

82 25 25 16 12 4
86 9 9 19 23 26
168 34 34 35 35 30

注　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

摘要（別表１・別表２）

令和３年４月　別表改正（令和３年度入学生から適用）
令和４年４月　別表１のうち，「総合英語Ⅱ」を「総合英語ⅡＲ」と「総合英語ⅡＷ」へ変更
令和５年４月　別表１「語学研修」を追加，別表２各学科に「海外研修」を追加

2

学年別単位数
備　考

選
択
科
目

※
※

※

※

※
※
※
※
※
※

※
※
※
※
※
※

授業科目 単位数

合　　　　　　　　計  

履　修　単　位　合　計

一般科目履修単位合計  
専門科目履修単位合計  

※
※
※
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附則別表第１（第１３条関係）
一般科目

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
国 語 総 合 Ⅰ 4 4
国 語 総 合 Ⅱ 4 2 2 外国人留学生除く

歴 史 4 2 2
倫 理 2 2
政 治 ・ 経 済 2 2
哲 学 2 2 外国人留学生除く

数 学 Ⅰ A 3 3
数 学 Ⅰ B 3 3
数 学 Ⅱ A 3 3
数 学 Ⅱ B 3 3
数 学 Ⅲ A 2 2
数 学 Ⅲ B 2 2
微 分 積 分 学 Ⅰ 1 1
微 分 積 分 学 Ⅱ 1 1
ベ ク ト ル 解 析 1 1 ＭＥ，ＩＥ

線 形 代 数 1 1 ＣＡ

ライフサイエンス・アースサイエンス 2 2
物 理 基 礎 1 1
物 理 Ⅰ 2 2
物 理 Ⅱ 2 2
応 用 物 理 2 2
化 学 基 礎 2 2
化 学 Ⅰ 1 1
化 学 Ⅱ 1 1
体 育 8 2 2 2 2
保 健 1 1
芸 術 2 2
基 礎 英 語 3 3
総 合 英 語 Ⅰ 4 4
総 合 英 語 Ⅱ Ｒ 2 2 外国人留学生除く

総 合 英 語 Ⅱ Ｗ 1 1
総 合 英 語 演 習 Ⅰ 2 2 外国人留学生除く

総 合 英 語 演 習 Ⅱ 1 1
英 会 話 3 1 1 1
日 本 語 6 4 2 外国人留学生科目

日 本 事 情 2 2 外国人留学生科目

10 1 ＭＥ，ＩＥ

9 2 ＣＡ

日 本 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 1 1
中 国 文 学 1 1
歴 史 学 1 1
心 理 学 1 1
人 文 社 会 特 講 2 1 1
ド イ ツ 語 3 2 1
英 語 特 別 演 習 1 1
中 国 語 3 2 1

※ 生 物 学 1 1
※ 物 理 化 学 1 1
※ 自 然 科 学 特 講 1 1
※ 応 用 解 析 学 概 論 3 3
※ 応 用 数 物 演 習 1 1

語 学 研 修 2
開　設　単　位　計    22 15 9
履　修　単　位　計     5 3 2

13 3 ＭＥ，ＩＥ

12 4 ＣＡ
3 1 1 1

注①　４学年では人文・社会領域から２科目または外国語領域から１科目選択し，自然科学領域から
　　１科目選択する。
　　　ただし，応用解析学概論は，通年３単位，他科目は半期１単位で開講する。
　②　５学年では人文・社会領域から２科目または，人文・社会領域，外国語領域からそれぞれ１科
　　目選択する。ただし，ドイツ語及び中国語は４学年で履修した科目を継続する場合に限り選択す
　　ることができる。

ＭＥ：機械電気工学科　　ＩＥ：情報電子工学科　　ＣＡ：土木建築工学科

2

令和２年度入学生用

授業科目 単位数
学年別単位数

備　考

必
履
修
科
目

履　修　単　位　計 77

※
※
※
※

※

履　修　単　位　合　計  82 25 25 16

特　　別　　活　　動

25 25 16

選
択
科
目

人
文
・
社
会
外
国
語

自
然
科
学
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附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 機械電気工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
工 作 実 習 Ⅰ 2 2
工 作 実 習 Ⅱ 2 2
工 学 実 験 Ⅰ 1 1
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
電 気 回 路 Ⅰ 1 1
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 磁 気 学 2 2
材 料 力 学 Ⅰ 1 1
水 力 学 Ⅰ 1 1
熱 力 学 2 2
工 学 実 験 Ⅱ 3 3
卒 業 研 究 8 8

履　修　単　位　計 26 2 2 6 8 8
機 械 の 基 礎 1 1
電 気 の 基 礎 1 1
技 術 発 達 史 論 1 1
知 的 財 産 権 1 1
技 術 者 倫 理 1 1
工 業 英 語 Ⅰ 1 1
工 業 英 語 Ⅱ 1 1
関 数 論 1 1
確 率 ・ 統 計 1 1
フ ー リ エ 変 換 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 基 礎 1 1
プ ロ グ ラ ミ ン グ 基 礎 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 応 用 1 1
数 値 計 算 1 1
電 気 回 路 Ⅱ 1 1
電 子 回 路 Ⅱ 1 1
ア ク チ ュ エ ー タ 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 1 1
制 御 工 学 Ⅱ 2 2
計 測 工 学 2 2
加 工 学 1 1
機 構 学 1 1
工 業 力 学 1 1
機 械 力 学 Ⅰ 1 1
機 械 力 学 Ⅱ 1 1
計 算 力 学 1 1
材 料 学 Ⅰ 2 2
材 料 学 Ⅱ 1 1
材 料 力 学 Ⅱ 2 2
弾 塑 性 論 1 1
水 力 学 Ⅱ 1 1
熱 機 関 1 1
機 械 設 計 論 Ⅰ 2 2
機 械 設 計 論 Ⅱ 1 1
基 礎 設 計 製 図 Ⅰ 2 2
基 礎 設 計 製 図 Ⅱ 2 2
設 計 製 図 Ⅰ 1 1
設 計 製 図 Ⅱ 1 1
設 計 製 図 Ⅲ 1 1
創 造 演 習 Ⅰ 1 1
創 造 演 習 Ⅱ 1 1
創 造 製 作 Ⅰ 2 2
コ ン ピ ュ ー タ 制 御 2 2
創 造 製 作 Ⅱ 2 2

履　修　単　位　計 55 7 7 12 15 14

授業科目 単位数
学年別単位数

令和２年度入学生用

備　考

必
修
科
目

当該学年
までに修得

卒業まで
に修得

※

※
※

※
※

※
※
※

※

※
※

※

※
※
※
※
※
※

※
※
※

※
※
※

必
履
修
科
目

※

※
※
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
総 合 実 地 演 習 １ 1 1
総 合 実 地 演 習 ２ 2 2
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
環 境 リ サ イ ク ル 論 1 1
一 般 物 理 1 1
機 能 材 料 1 1
タ ー ボ 機 械 1 1
伝 熱 工 学 1 1
有 限 要 素 法 1 1
流 体 力 学 1 1
ベンチャービジネス論 1 1
特 別 講 義 Ⅰ 1 1
特 別 講 義 Ⅱ 1 1
海 外 研 修 2
基 礎 電 気 電 子 工 学 2 2 外国人留学生科目

基 礎 機 械 工 学 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  18 3 5 12
外国人留学生開設単位計  22 3 4 5 12
履　修　単　位　計  5 5

86 9 9 18 23 27

82 25 25 16 13 3
86 9 9 18 23 27
168 34 34 34 36 30

注①　総合実地演習１及び総合実地演習２は，重複して履修することができない。
　②　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

専門科目履修単位合計  
合　　　　　　　　計  

学年別単位数
備　考

選
択
科
目

※
※
※
※
※
※
※

授業科目 単位数

※

履　修　単　位　合　計  

一般科目履修単位合計  

2
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附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 情報電子工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
基 礎 電 気 回 路 2 2
基 礎 コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 2
コ ン ピ ュ ー タ の 基 礎 知 識 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ I 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ II 1 1
基 礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ 演 習 1 1
電 子 工 学 実 験 4 4
コンピュータシステム実験 4 4
創 造 演 習 1 1
創 造 製 作 1 1
電子情報通信システム実験 2 2
卒 業 研 究 10 10
履　修　単　位　計 30 8 4 5 13
電 気 数 学 1 1
集 合 と 論 理 1 1
知 的 財 産 論 1 1
情 報 数 学 2 2
フ ー リ エ ・ ラ プ ラ ス 変 換 1 1
確 率 1 1
統 計 学 1 1
情 報 理 論 2 2
デ ィ ジ タ ル 信 号 処 理 1 1
電 磁 気 学 2 2
数 値 解 析 1 1
情報システムと技術者倫理 1 1
電 気 回 路 2 2 　

計 測 工 学 2 2 　

ア ナ ロ グ 回 路 2 2 　

デ ィ ジ タ ル 回 路 2 2
情 報 通 信 工 学 2 2
デ ィ ジ タ ル 回 路 応 用 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 演 習 1 1
コ ン ピ ュ ー タ 工 学 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2
プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 1 1
コンピュータシステム概論 1 1
アルゴリズムとデータ構造 2 2
システムプログラミングⅠ 1 1
システムプログラミングⅡ 1 1
コンピュータアーキテクチャ 2 2
ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 2 2
デ ー タ ベ ー ス 2 2
オペレーティングシステムⅠ 1 1
オペレーティングシステムⅡ 1 1
ネットワークアーキテクチャ 2 2
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
英 語 講 読 2 2
特 別 講 義 1 1
履　修　単　位　計 51 1 9 14 19 8

令和２年度入学生用

授業科目 単位数
学年別単位数

備　考

必
修
科
目

卒業まで
に修得

※
※
※
※

※

※
※
※
※

必
履
修
科
目

※

※
※
※

※
※

※
※

※

※
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
※ 集 積 回 路 設 計 I 2 2

※ 集 積 回 路 設 計 II 1 1
集積回路設計I
を履修している
こと

画 像 工 学 2 2
言 語 処 理 2 2
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 1 1
ｺ ﾝ ﾋ ﾟ ｭ ｰ ﾀ ｸ ﾞ ﾗ ﾌ ｨ ｯ ｸ ｽ 2 2
知 的 情 報 処 理 2 2
シ ス テ ム 数 理 工 学 2 2
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
海 外 研 修 2
ハ ー ド ウ エ ア 演 習 2 2 外国人留学生科目

ソ フ ト ウ エ ア 演 習 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  19 5 16
外国人留学生開設単位計  23 4 5 16
履　修　単　位　計  5 5

86 9 9 18 24 26

82 25 25 16 13 3
86 9 9 18 24 26
168 34 34 34 37 29

注　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

備　考

選
択
科
目

※
※
※
※
※
※

授業科目 単位数
学年別単位数

2

履　修　単　位　合　計  

一般科目履修単位合計  
専門科目履修単位合計  
合　　　　　　　　計  
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附則別表第２（第１３条関係）
専門科目 土木建築工学科

※印は学則第１４条第２項に定める単位を示す。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
測 量 実 習 4 2 2
工 学 デ ザ イ ン 基 礎 Ⅰ 2 2
工 学 デ ザ イ ン 基 礎 Ⅱ 2 2
工 学 デ ザ イ ン 基 礎 Ⅲ 2 2
基 礎 工 学 実 験 2 2
力 と 変 形 1 1
構 造 力 学 基 礎 4 1 3
技 術 者 倫 理 1 1
工 学 デ ザ イ ン Ⅰ 2 2
工 学 デ ザ イ ン Ⅱ 2 2
創 造 演 習 2 1 1
工 学 実 験 Ⅰ 1 1
工 学 実 験 Ⅱ 1 1
卒 業 研 究 8 8

履　修　単　位　計 34 3 5 9 4 13
構 造 力 学 2 2
建 築 一 般 構 造 1 1
鉄筋コンクリート工学 2 2
鋼 構 造 学 Ⅰ 1 1
建 築 構 造 設 計 2 2
地 盤 工 学 基 礎 2 2
地 盤 工 学 2 2
基 礎 構 造 学 1 1
水 理 学 基 礎 2 2
建 設 材 料 1 1
建 設 先 端 材 料 1 1
西 洋 建 築 史 1 1
建 築 デ ザ イ ン 概 論 1 1
建 築 計 画 Ⅰ 2 2
都 市 計 画 2 2
建 設 マ ネ ジ メ ン ト 1 1
情 報 処 理 5 2 1 2
Ｃ Ａ Ｄ 基 礎 1 1
Ｃ Ａ Ｄ 応 用 1 1
確 率 ・ 統 計 1 1
測 量 学 Ⅰ 2 2
測 量 学 Ⅱ 2 2
測 量 学 Ⅲ 1 1
測 量 学 特 論 1 1

履　修　単　位　計 38 6 4 10 12 6

令和２年度入学生用

授業科目 単位数 学年別単位数 備　考

必
修
科
目

３学年まで
に修得

卒業まで
に修得

※
※
※
※
※
※

必
履
修
科
目

※

※

※

※

※

※

※
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年
プレストレストコンクリート工学 1 1
鋼 構 造 学 Ⅱ 1 1
鋼 構 造 学 Ⅲ 1 1
振 動 工 学 1 1
道 路 工 学 Ⅰ 1 1
道 路 工 学 Ⅱ 1 1
水 理 学 2 2
河 海 工 学 Ⅰ 1 1
河 海 工 学 Ⅱ 1 1
環 境 衛 生 工 学 1 1
火 薬 学 1 1
建 築 材 料 1 1
建 築 計 画 Ⅱ 2 2
日 本 建 築 史 1 1
近 代 建 築 史 1 1
建 築 環 境 工 学 1 1
建 築 環 境 工 学 演 習 1 1
建 築 設 備 2 2
土 木 法 規 1 1
建 築 法 規 1 1
土 木 施 工 法 1 1
建 築 施 工 法 1 1
応 用 プ ロ グ ラ ミ ン グ 1 1
特 別 講 義 1 1
工 学 セ ミ ナ ー 1 1
校 外 実 習 １ 1 1
校 外 実 習 ２ 2 2
海 外 研 修 2
特 別 測 量 実 習 2 2 外国人留学生科目

特 別 測 量 学 2 2 外国人留学生科目

開　設　単　位　計  33 17 18
外国人留学生開設単位計  37 4 17 18
履　修　単　位　計  14 7 7

86 9 9 19 23 26
　
　

82 25 25 16 12 4
86 9 9 19 23 26
168 34 34 35 35 30

注　校外実習１及び校外実習２は，重複して履修することができない。

摘要（別表１・別表２）

令和２年４月　別表改正（令和２年度入学生から適用）
令和３年４月　別表２のうち，専門科目　土木建築工学科の科目を変更
令和４年４月　別表１のうち，「総合英語Ⅱ」を「総合英語ⅡＲ」と「総合英語ⅡＷ」へ変更
令和５年４月　別表１「語学研修」を追加，別表２各学科に「海外研修」を追加

2

学年別単位数
備　考

選
択
科
目

※
※

※

※

※
※
※
※
※
※

※
※
※
※
※
※

授業科目 単位数

合　　　　　　　　計  

履　修　単　位　合　計

一般科目履修単位合計  
専門科目履修単位合計  

※
※
※
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附則別表第３（第３３条関係）
機械制御工学専攻開設科目

１年 ２年
日 本 語 表 現 法 2 2
科 学 英 語 表 現 法 2 2
技 術 者 の 倫 理 2 2
国 際 比 較 文 化 論 2 2
総 合 英 語 2 2
産 業 論 2 2
経 営 管 理 2 2
安 全 工 学 概 論 2 2
（ 教 養 必 修 科 目 小 計 ） 16 8 8
経 営 工 学 2 2
英 会 話 2 2
（ 教 養 選 択 科 目 小 計 ） 4 4
（ 教 養 科 目 計 ） 20 8 12
一 般 化 学 2 2
物 理 科 学 2 2
生 命 科 学 2 2
機 械 制 御 工 学 専 攻 英 語 講 読 2 2
( 専 門 基 礎 必 修 科 目 小 計 ） 8 6 2
応 用 統 計 学 2 2
工 学 解 析 2 2
離 散 数 学 2 2
Engineering Mathematics 2 2
（ 専 門 基 礎 選 択 科 目 計 ） 8 4 4
（ 専 門 基 礎 科 目 計 ） 16 10 6
イ ン タ ー ン シ ッ プ 6 6
機 械 制 御 工 学 専 攻 総 合 実 験 2 2
コ ン ピ ュ ー タ 総 合 演 習 2 2
機 械 制 御 工 学 専 攻 総 合 演 習 2 2
応 用 研 究 2 2
特 別 研 究 6 6
（ 専 門 必 修 科 目 小 計 ） 20 12 8
弾 性 力 学 2 2
材 料 強 度 学 2 2
生 体 機 械 力 学 2 2

＃ 材 料 設 計 工 学 2 2
流 体 制 御 工 学 2 2

＃ 熱 流 体 工 学 2 2
＃ Ｃ Ａ Ｅ 2 2

応 用 計 測 工 学 2 2
回 路 応 用 設 計 2 2
応 用 電 磁 気 学 2 2 ※
電 気 音 響 工 学 2 2 ※
電 気 電 子 工 学 特 論 2 2 ※
情 報 工 学 特 論 2 2 ※
シ ス テ ム 制 御 工 学 2 2

＃ シ ス テ ム 設 計 工 学 2 2
＃ ロ ボ ッ ト 制 御 工 学 2 2

半 導 体 電 子 工 学 2 2
8 18

8 ※
20 26

8 ※
38 44

8 ※

　専攻科修得単位数　６６単位以上修得
　【必修４４単位（教養科目１６単位，　専門基礎科目８単位，　専門科目２０単位），　
  　選択２２単位以上（専門基礎科目２単位以上，専門科目２０単位以上，
　　ただし総合科目（＃印）を４単位以上修得すること）】
　　※は，いずれかの学年で開設（隔年開講）

令和４年度入学生用

区分 授 　 業　  科　  目 単位数
学年別開設単位数

教
養
科
目

必
　
修

選
　
択

専
門
基
礎
科
目

必
　
修

選
　
択

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

必
　
修

選
　
択
　
科
　
目

（ 専 門 選 択 科 目 小 計 ） 34

（ 専 門 科 目 計 ） 54

合 計 90

− 78 −



附則別表第３（第３３条関係）
情報電子工学専攻開設科目

１年 ２年
日 本 語 表 現 法 2 2
科 学 英 語 表 現 法 2 2
技 術 者 の 倫 理 2 2
国 際 比 較 文 化 論 2 2
総 合 英 語 2 2
産 業 論 2 2
経 営 管 理 2 2
安 全 工 学 概 論 2 2
（ 教 養 必 修 科 目 小 計 ） 16 8 8
経 営 工 学 2 2
英 会 話 2 2
（ 教 養 選 択 科 目 小 計 ） 4 4
（ 教 養 科 目 計 ） 20 8 12
一 般 化 学 2 2
物 理 科 学 2 2
生 命 科 学 2 2
情 報 電 子 工 学 専 攻 英 語 講 読 2 2
( 専 門 基 礎 必 修 科 目 小 計 ） 8 6 2
応 用 統 計 学 2 2
工 学 解 析 2 2  
離 散 数 学 2 2
Engineering Mathematics 2 2
（ 専 門 基 礎 選 択 科 目 計 ） 8 4 4
（ 専 門 基 礎 科 目 計 ） 16 10 6
イ ン タ ー ン シ ッ プ 6 6
情 報 電 子 工 学 専 攻 総 合 実 験 2 2  
論 理 設 計 2 2  
情 報 電 子 工 学 専 攻 総 合 演 習 2 2
応 用 研 究 2 2
特 別 研 究 6 6
（ 専 門 必 修 科 目 小 計 ） 20 12 8
オ ー ト マ ト ン と 計 算 論 2 2  
情 報 論 理 学 2 2

＃ 自 然 言 語 処 理 2 2
分 散 シ ス テ ム 概 論 2 2
通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 工 学 2 2

＃ コンピュータネットワークプロトコル 2 2
光 情 報 処 理 2 2
生 体 情 報 工 学 2 2  

＃ コ ン ピ ュ ー タ 構 成 学 2 2
半 導 体 電 子 工 学 2 2
シ ス テ ム 計 測 工 学 2 2  

＃ メ デ ィ ア 信 号 処 理 2 2
フ ィ ー ド バ ッ ク 制 御 概 論 2 2
シ ス テ ム 制 御 工 学 2 2
（ 専 門 選 択 科 目 小 計 ） 28 10 18
（ 専 門 科 目 計 ） 48 22 26

84 40 44

　専攻科修得単位数　６６単位以上修得
　【必修４４単位（教養科目１６単位，　専門基礎科目８単位，　専門科目２０単位），　
  　選択２２単位以上（専門基礎科目２単位以上，専門科目２０単位以上，
　　ただし総合科目（＃印）を４単位以上修得すること）】

令和４年度入学生用

単位数
学年別開設単位数

教
養
科
目

必
　
修

選
　
択

合 計

区分 授 　 業　  科　  目

専
門
基
礎
科
目

必
　
修

選
　
択

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

必
　
修

選
　
択
　
科
　
目
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附則別表第３（第３３条関係）
環境建設工学専攻開設科目

１年 ２年
日 本 語 表 現 法 2 2
科 学 英 語 表 現 法 2 2
技 術 者 の 倫 理 2 2
国 際 比 較 文 化 論 2 2
総 合 英 語 2 2
産 業 論 2 2
経 営 管 理 2 2
安 全 工 学 概 論 2 2
（ 教 養 必 修 科 目 小 計 ） 16 8 8
経 営 工 学 2 2
英 会 話 2 2
（ 教 養 選 択 科 目 小 計 ） 4 4
（ 教 養 科 目 計 ） 20 8 12
一 般 化 学 2 2
物 理 科 学 2 2
生 命 科 学 2 2
環 境 建 設 工 学 専 攻 英 語 講 読 2 2
( 専 門 基 礎 必 修 科 目 小 計 ） 8 6 2
応 用 統 計 学 2 2
工 学 解 析 2 2
離 散 数 学 2 2
Engineering Mathematics 2 2
（ 専 門 基 礎 選 択 科 目 計 ） 8 4 4
（ 専 門 基 礎 科 目 計 ） 16 10 6
イ ン タ ー ン シ ッ プ 6 6
環 境 建 設 工 学 専 攻 総 合 実 験 2 2
建 設 プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 2
環 境 建 設 工 学 専 攻 総 合 演 習 2 2
応 用 研 究 2 2
特 別 研 究 6 6
（ 専 門 必 修 科 目 小 計 ） 20 12 8

＃ 耐 震 工 学 2 2
鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 特 論 2 2
構 造 設 計 論 2 2
維 持 管 理 工 学 2 2
計 算 工 学 2 2
土 質 力 学 2 2
建 築 生 産 論 2 2

＃ 耐 震 基 礎 構 造 学 2 2
水 理 科 学 2 2
応 用 水 理 学 2 2

＃ 環 境 シ ス テ ム 工 学 2 2
＃ 住 宅 計 画 学 2 2
＃ 都 市 環 境 計 画 学 2 2
＃ 建 築 設 計 計 画 学 2 2

（ 専 門 選 択 科 目 小 計 ） 28 12 16
（ 専 門 科 目 計 ） 48 24 24

84 42 42

　専攻科修得単位数　６６単位以上修得
　【必修４４単位（教養科目１６単位，　専門基礎科目８単位，　専門科目２０単位），　
  　選択２２単位以上（専門基礎科目２単位以上，専門科目２０単位以上，
　　ただし総合科目（＃印）を４単位以上修得すること）】

令和４年度入学生用

区分 授 　 業　  科　  目 単位数
学年別開設単位数

合 計

専
門
基
礎
科
目

必
　
修

選
　
択

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

必
　
修

選
　
択
　
科
　
目

教
養
科
目

必
　
修

選
　
択
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学則別表第４ (R4) 

附則別表第４（第３７条関係）

開設単位 開設単位 開設単位

履修科目

　教養科目

　　必　　　修 16 16 16 16 16 16

　　選　　　択 4 0 4 0 4 0

　専門基礎科目

　　必　　　修 8 8 8 8 8 8

　　選　　　択 8 2 8 2 8 2

　専門科目

　　必　　　修 20 20 20 20 20 20

　　選　　　択 34 20 ※ 28 20 ※ 28 20 ※

　　合　　　計 90 66 以上 84 66 以上 84 66 以上

※　専門科目（選択）は、総合科目（＃印）を４単位以上修得すること。

摘要（別表３・別表４）

令和４年４月　別表改正（令和４年度入学生から適用）
令和５年４月　別表３機械制御工学専攻の学年別解説単位数の表示を改めた

修 了 に 必 要 な 単 位 数 等

区　　分

機械制御工学専攻 情報電子工学専攻 環境建設工学専攻

修得単位 修得単位 修得単位

令和４年度入学生用
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徳山工業高等専門学校学生準則

　　　　第１章

　�（目的）

第１条　この準則は，徳山工業高等専門学校（以下「本校」という。）学則第４９条

の規定により，本校の学生が遵守すべき事項を定めることを目的とする。

　�（規則の遵守）

第２条　学生は，学則，学生準則，その他の規則を遵守し本校学生としての本分を全

うするよう常に心がけなければならない。

　　　　第２章　誓約書及び保護者等

　�（誓約書）

第３条　入学を許可された者は，所定の期日までに，本人及び保護者等が連署した入

学誓約書（第１号様式）を提出しなければならない。

　�（保護者等）

第４条　保護者等は，独立行政法人国立高等専門学校機構保護者等に関する取扱要項

（令和３年２月１８日理事長裁定）第２条に定められた者とする。

第５条　保護者等に異動があるとき，又は他の保護者等を定めたときには，第３条の

入学誓約書（第１号様式）を改めて提出しなければならない。

　　　　第３章　学生証

　�（学生証）

第６条　学生は，毎学年の始めに学生証の交付を受けて常時これを携帯し，本校職員

の請求があったときは，いつでもこれを提示しなければならない。

第７条　学生証は，その有効期間を終了したとき，又は退学するときは，速やかに返

納しなければならない。

第８条　学生証を紛失し，又はき損したときは，速やかに学生証再交付願（第３号様

式）を提出し，再交付を受けなければならない。

　　　　第４章　休学，退学，欠席等

　�（休学願）

第９条　学生は，疾病その他の理由により継続して３か月以上修学することができな

い見込のときは，休学願（第４号様式）に医師の診断書又は詳細な理由書を添え，

学級担任（専攻科学生にあっては「各専攻幹事」と読み替える。以下同じ。）を経て

校長に提出し，その許可を受けなければならない。

　�（復学願）

第１０条　休学した者が，休学の理由がなくなったことにより復学しようとするとき

は，復学願（第５号様式）を学級担任を経て校長に提出し，その許可を受けなけれ

ばならない。この場合，疾病により休学した者は，医師の診断書を添えなければな

らない。

　�（退学願）

第１１条　学生が退学しようとするときは，退学願（第６号様式）を学級担任を経て

校長に提出し，その許可を受けなければならない。
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　�（身上異動届）

第１２条　学生は，改姓名その他一身上の異動があったときは，直ちに身上異動届

（第７号様式）を校長に提出しなければならない。

　�（住所届）

第１３条　学生は，校長に学生住所届（第８号様式）を提出しなければならない。

２　学生が住居を変更したときは，直ちに学生住所変更届（第９号様式）を提出しな

ければならない。

　�（欠席届等）

第１４条　学生が，欠席，欠課，遅刻又は早退しようとするときは，事前に理由を明

記した欠席（欠課，遅刻，早退）届（第１０号様式）を学級担任を経て校長に提出

し，その許可を受けなければならない。ただし，やむを得ない理由により事前に提

出できないときは，事後直ちに提出しなければならない。

２　疾病のため引続き１週間以上欠席するときは，医師の診断書を添えなければなら

ない。

　�（忌引届）

第１５条　父母近親の喪に服するときは，忌引届（第１１号様式）を学級担任を経て

校長に提出し，その許可を受けなければならない。忌引の期間は，父母７日，祖父

母・兄弟姉妹３日，曾祖父母・伯叔父母１日とする。

　　　　第５章　服装等

　�（服装等）

第１６条　学生の制服その他身だしなみについては，学生生活心得による。

　　　　第６章　健康診断

　�（健康診断）

第１７条　学生は，毎年本校で行う定期又は臨時の健康診断及び予防接種を受けなけ

ればならない。

　�（治療の命令）

第１８条　校長は，必要に応じて，学生に治療を命ずることがある。

　　　　第７章　学生会等

　�（学生会）

第１９条　本校に学生会を置く。

２　学生会は，次に掲げる事項を遵守するとともに，法令及び学則その他学校の定め

る諸規則に違反してはならない。

　（1）　学校の教育方針にのっとり，学校の教育使命の達成に寄与すること。

　（2）　学校の秩序を乱すような活動を行わないこと。

　（3）�　学生の総意に基づいて運営され，個人の思想，良心等に関する基本的な自由を

侵さないこと。

　（4）　活動は，正課の時間外の時間に行うこと。

　（5）　校外で活動を行う場合には，学校の承認と指導を受けること。

　（6）�　学校が学生会の目的使命の達成に必要があり，かつ，その自主性が阻害され

ないと認めて承認した場合に限り，校外団体に加入することができる。

３　学生会についての必要事項は，別に定める。
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　�（学生会の指導）

第２０条　学生会の指導については，校長の命を受けて，学生主事が総括する。

２　学生会の活動を円滑に運営するために指導教員を置き，その活動の指導に当たる。

　�（校内団体の結成）

第２１条　学生が，本校の学生をもって学生会以外の団体を結成しようとするときは，

学生団体結成願（第１２号様式）に団体の規約及び会員の名簿を添え，学生主事を

経て校長に提出し，その許可を受けなければならない。

第２２条　前条の団体の行為が本校の目的に反すると認められるときは，校長はその

解散を命ずることがある。

　�（校外団体参加）

第２３条　学生が，校外団体に参加しようとするときは，校外団体参加願（第１３号

様式）に校外団体の規約及び役員名簿を添え，学生主事を経て校長に提出し，その

　許可を受けなければならない。

第２４条　前条の校外団体の行為が本校の目的に反すると認められるときは，校長は

許可を取り消すことがある。

　　　　第８章　集会等

　�（集会，行事）

第２５条　学生が，校内外において集会，催物，その他の行事を行おうとする場合に

は，集会許可願（第１４号様式）を１週間以前に責任者を決めて学生主事を経て校

長に提出し，その許可を受けなければならない。この場合の実施に関しては，学生

主事の指示に従うものとする。

第２６条　前条の場合，本校学生の本分に反するような行為が認められるときは，校

長はその中止を命ずることがある。

　　　　第９章　印刷物の発行，配布及び販売

　�（印刷物等）

第２７条　学生が，校内外において雑誌，新聞，パンフレット等の印刷物を発行，配

布し，又は販売しようとするときは，印刷物発行（販売）許可願（第１５号様式）

にその印刷物２部を添え，学生主事を経て校長に提出し，その許可を受けなければ

ならない。

　　　　第１０章　掲示

　�（掲示）

第２８条　学生が，校内においてビラ，ポスター等を掲示しようとするときは，当該

掲示物を学生主事を経て校長に提出し，その許可を受ければならない。

２　校内に掲示するときは，本校所定の掲示場に掲示しなければならない。

３　前項の掲示の期間は，原則として１週間以内とする。

４　校外において，本校名を使用してビラ，ポスター等を掲示しようとするときも第

１項に準ずる。

　　　　第１１章　施設，設備の使用

　�（施設，設備の使用）

第２９条　学生が，本校の施設，設備を使用しようとする場合には，施設・設備使用

願（第１６号様式）を，学生主事を経て校長に提出し，その許可を受けなければな
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らない。ただし，日常その使用を認められた施設，設備については，この限りでは

ない。

　　　　第１２章　雑則

　�（施行細則）

第３０条　この準則施行に際して必要あるときは，さらに施行細則を定める。

　　　附　則

　この準則は，昭和４９年６月７日から施行し，昭和４９年４月１日から適用する。

　　　附　則

　この準則は，昭和５１年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この準則は，昭和５２年９月１日から施行する。

　　　附　則

　この準則は，昭和５７年６月１０日から施行する。

　　　附　則

　この準則は，平成５年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この準則は，平成１１年１月５日から施行する。

　　　附　則

　この準則は，平成１３年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この準則は，平成２０年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２５年２月１４日一部改正）

　この準則は，平成２５年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２９年３月３０日一部改正）

　この準則は，平成２９年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この準則は，令和３年４月１日から施行する。
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 下

記
の

と
お

り
一

身
上

に
異

動
が

あ
り

ま
し

た
の

で
，

お
届

け
し

ま
す

。
 

 

 

記
 

 

  
１

 
改

姓
名

 

 
 

 
 

旧
氏

名
 

 
 

 
 

新
氏

名
 

 
２

 
そ

の
他

 

     
備

考
 

１
．

書
式

中
に

は
，

決
裁

欄
な

ど
を

適
宜

設
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
．

特
に

指
定

が
無

い
場

合
の

各
氏

名
欄

は
，

必
ず

本
人

，
保

護
者

の
欄

は
そ

れ
ぞ

れ
 

自
署

さ
せ

る
こ

と
。
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〒〒

　

〒〒

　　

順路

1.　書式中には，決裁欄などを適宜設けることができる。

備

考

　― 住所から学校までの略図 ―

　6. 通学経路の略図(経路朱線)は、こ

機 関 等 の 名 称 及 び  　　の様式の裏面に記入すること。
総所要時間 時間 分利 用 区 間

他 に 利 用 で き る 交 通 総通学距離 km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
　5. 住所に変更がある場合は、住所変

 　　更届を学生支援係まで提出すること。
６ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
　 　ること。

　4. 所要時間は、明確に記入すること。
５ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
　3. 往路と帰路と異なる場合は、裏面

 　　(備考)欄にその旨と理由を記入す
４ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
 　　書の交付欄は、該当するものに○

　 　印をつける。
３ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

km 時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
 　　実情のみを記入すること。

　2. 住所の種別、通学方法、通学証明

通学方法の別

km

区　　　　　　　間 距　離 所要時間

２ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで

１ 住居　から(　　　経由)　　　　　　まで

通学証明書の交付
〔記入上の注意〕

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
　1. この届には通常行っている通学の

通学方法(複数も可) 電車 バス 自転車 徒歩 その他(　　　　　　　　　)

保
氏 名 本人との続柄

護

現 住 所

その他(　　　　　　　　　)

〒〒
者

電　 話

人 帰 省 先 電　 話

住 所 の 種 別 自宅 親戚 下宿 間借 学寮

第８号様式 学　生　住　所　届　 
　　　年　　　月　　　日

工学科　　　年　　　番 氏　名 生年月日  　　年　　月　　日生

本 現 住 所 電　 話

　

〒〒

　

〒〒

　　

順路

1.　書式中には，決裁欄などを適宜設けることができる。

備

考

　― 住所から学校までの略図 ―

　6. 通学経路の略図(経路朱線)は、こ

機 関 等 の 名 称 及 び  　　の様式の裏面に記入すること。
総所要時間 時間 分利 用 区 間

他 に 利 用 で き る 交 通 総通学距離 km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
　5. 住所に変更がある場合は、住所変

 　　更届を学生支援係まで提出すること。
６ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
　 　ること。

　4. 所要時間は、明確に記入すること。
５ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
　3. 往路と帰路と異なる場合は、裏面

 　　(備考)欄にその旨と理由を記入す
４ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
 　　書の交付欄は、該当するものに○

　 　印をつける。
３ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

km 時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
 　　実情のみを記入すること。

　2. 住所の種別、通学方法、通学証明

通学方法の別

km

区　　　　　　　間 距　離 所要時間

２ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで

１ 住居　から(　　　経由)　　　　　　まで

通学証明書の交付
〔記入上の注意〕

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
　1. この届には通常行っている通学の

通学方法(複数も可) 電車 バス 自転車 徒歩 その他(　　　　　　　　　)

保
氏 名 本人との続柄

護

現 住 所

その他(　　　　　　　　　)

〒〒
者

電　 話

人 帰 省 先 電　 話

住 所 の 種 別 自宅 親戚 下宿 間借 学寮

第８号様式 学　生　住　所　届　 
　　　年　　　月　　　日

工学科　　　年　　　番 氏　名 生年月日  　　年　　月　　日生

本 現 住 所 電　 話

（表）

（裏）
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　 新 〒〒

本 住所 種別

　 旧 〒〒

人 帰省 新 〒〒

先 旧 〒〒

保 氏 名

護 住 新 〒〒

者 所 旧 〒〒

順路

1.　書式中には，決裁欄などを適宜設けることができる。

備

考

利 用 区 間

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期

　― 住所から学校までの略図 ―

 

学 生 住 所 変 更 届

  　の様式の裏面に記入すること。
機 関 等 の 名 称 及 び

総所要時間 時間 分

 4. 所要時間は、明確に記入すること。

 5. 通学経路の略図(経路朱線)は、こ
６ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

他 に 利 用 で き る 交 通 総通学距離 km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
 　 (備考)欄にその旨と理由を記入す

 　 ること。
５ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
  　印をつける。

 3. 往路と帰路と異なる場合は、裏面
４ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
 2. 住所の種別、通学方法、通学証明

 　 書の交付欄は、該当するものに○
３ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
 1. この届には通常行っている通学の

  　実情のみを記入すること。
２ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

住居　から(　　　経由)　　　　　　まで km 時間　　分 鉄道定期　　　バス定期

通学証明書の交付距　離 所要時間

通学方法(複数も可) 電車 バス

通学方法の別 区　　　　　　　間

自転車

 〔記入上の注意〕
１

下宿 間借

徒歩 その他(　　　　　　　　　)

本人との続柄

電　 話

生年月日

学寮 その他(　　　　　　　　　)

電　 話

自宅 親戚

第９号様式

　　　　　　 年  　　月  　　日

　　　　年　　月　　日生

電　 話

工学科　　　年　　　番 氏　名　 新 〒〒

本 住所 種別

　 旧 〒〒

人 帰省 新 〒〒

先 旧 〒〒

保 氏 名

護 住 新 〒〒

者 所 旧 〒〒

順路

1.　書式中には，決裁欄などを適宜設けることができる。

備

考

利 用 区 間

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期

　― 住所から学校までの略図 ―

 

学 生 住 所 変 更 届

  　の様式の裏面に記入すること。
機 関 等 の 名 称 及 び

総所要時間 時間 分

 4. 所要時間は、明確に記入すること。

 5. 通学経路の略図(経路朱線)は、こ
６ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

他 に 利 用 で き る 交 通 総通学距離 km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
 　 (備考)欄にその旨と理由を記入す

 　 ること。
５ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
  　印をつける。

 3. 往路と帰路と異なる場合は、裏面
４ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
 2. 住所の種別、通学方法、通学証明

 　 書の交付欄は、該当するものに○
３ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

時間　　分 鉄道定期　　　バス定期
 1. この届には通常行っている通学の

  　実情のみを記入すること。
２ 　　　から(　　　経由)　　　　　　まで km

住居　から(　　　経由)　　　　　　まで km 時間　　分 鉄道定期　　　バス定期

通学証明書の交付距　離 所要時間

通学方法(複数も可) 電車 バス

通学方法の別 区　　　　　　　間

自転車

 〔記入上の注意〕
１

下宿 間借

徒歩 その他(　　　　　　　　　)

本人との続柄

電　 話

生年月日

学寮 その他(　　　　　　　　　)

電　 話

自宅 親戚

第９号様式

　　　　　　 年  　　月  　　日

　　　　年　　月　　日生

電　 話

工学科　　　年　　　番 氏　名

（表）

（裏）
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第
１

０
号

様
式

 

 

欠
席

，
欠

課
，

遅
刻

，
早

退
届

 

   
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

   
徳

山
工

業
高

等
専

門
学

校
長

 
殿

 

   
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

学
科

 
  
 
  
 
 学

年
 

 
組

 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 氏

 
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 現

 
住

 
所

 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  

(※
注

２
)保

護
者
氏

名
  
  
 
  
 
  
  
  
  
 
  
 
 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 

   
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
し

 
た

 
 
  
 

 
 
 下

記
の

と
お

り
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
の

で
お

届
け

し
ま

す
。

 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
し

た
い

 
 
  
 

 

記
 

 

  
  
 
 

理
 

由
 

  
  
 
  
期

 
間

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

（
 

曜
）

第
 

 
時

限
か

ら
 

  
  
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

（
 

曜
）

第
 

 
時

限
ま

で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
間

 

  
  
 
  
科

目
名

等
 

    

注
１

．
引

続
き

１
週

間
以

上
欠

席
の

と
き

は
医

師
の

診
断

書
添

付
。

 

注
２

．
長

期
欠

席
以

外
の

場
合

は
，

保
護

者
の

署
名

を
要

し
な

い
。

 

  

備
考

 
１

．
書

式
中

に
は

，
決

裁
欄

な
ど

を
適

宜
設

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
．

特
に

指
定

が
無

い
場

合
の

各
氏

名
欄

は
，

必
ず

本
人

，
保

護
者

の
欄

は
そ

れ
ぞ

れ
 

自
署

さ
せ

る
こ

と
。

 

 

第
１

１
号

様
式

 

 

忌
 

 
 

 
引

 
 

 
 

届
 

   
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

   
徳

山
工

業
高

等
専

門
学

校
長

 
殿

 

   
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

学
科

 
  
 
  
 
 学

年
 

 
組

 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 氏

 
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 現

 
住

 
所

 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
保
護

者
氏

名
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 

  
 
 下

記
に

よ
っ

て
忌

引
し

た
い

の
で

ご
許

可
く

だ
さ

る
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

 

 

 

記
 

 

  
 

 
理

 
由

 

  
 

 
期

 
間

 

 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

か
ら

 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 

日
間

 

 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

 

       
 

 
 

備
考

 
１

．
書

式
中

に
は

，
決

裁
欄

な
ど

を
適

宜
設

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
．

特
に

指
定

が
無

い
場

合
の

各
氏

名
欄

は
，

必
ず

本
人

，
保

護
者

の
欄

は
そ

れ
ぞ

れ
 

自
署

さ
せ

る
こ

と
。
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会
 員

 名
 簿

 

 名
称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
学
科
・
学
年
 

氏
 
 
 
 

名
 

備
 
 
 
 
 
 
 
考
 

責
 
任
 者

 
 

 
 

責
 
任
 者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
 

２
つ
以
上
の
ク
ラ
ブ
・
同
好
会
に
所
属
す
る
学
生
は
、
備
考
欄
に
ク
ラ
ブ
・
同
好
会
名
を

 

記
入
し
、
ま
た
、
男
子
と
女
子
は
区
別
し
て
記
入
す
る
こ
と
。
 

第
１

２
号
様
式
 

学
 
生
 

団
 
体

 
結
 

成
 
願

 
 

 
 

年
 

 
月
 
 
日
 

  

徳
山

工
業
高
等
専
門
学
校
長
 
殿
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
科

 
 
学

年
 
 
組
 

責
 
任

 者
 

氏
 

 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
学

科
 

 
学
年
 

 
組
 

氏
 

 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

下
記
の
と
お
り
団
体
を
結
成
し

た
い
の

で
ご
許

可
く

だ
さ
る

よ
う
お

願
い
し

ま
す

。
 

 

記
 

 

１
．

名
 
 
 
 

称
 

 

２
．

目
 
 
 
 

的
 

 

３
．

事
 
 
 
 

業
 

 

４
．

指
導
教
員
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

５
．

そ
  
 
の
  
 
他
 

  

（
備

考
）
会
員
名
簿
、
規
約
を
添
付
す

る
こ
と

。
 

※
 
書
式
中
に
は
，
決
裁
欄
な
ど
を

適
宜
設

け
る
こ

と
が

で
き
る

。
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第
１
４
号
様
式
 

集
 

会
 

許
 
可
 

願
 

 

 
 
年
 

 
月
 

 
日
 

  

徳
山
工
業
高
等
専
門
学
校
長
 
殿
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
科
 
 
学
年

 
 
組
 

責
 
任
 者

 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

下
記
の
と
お
り
集
会
を
催
し
た
い
の
で
ご
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

１
．
目

的
 

 

２
．
内

容
 

 

３
．
日

時
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日
（
 
 
曜
）
 

時
 
 
分
か
ら
 
 
 

時
 
 

分
ま
で
 

 

４
．
場

所
 

 ５
．
参
加
者
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

※
 

書
式
中
に
は
，
決
裁
欄
な
ど
を
適
宜
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
１

３
号
様
式
 

校
 
外
 

団
 
体

 
参
 

加
 
願

 
 

 
 

年
 

 
月
 
 
日
 

  

徳
山

工
業
高
等
専
門
学
校
長
 
殿
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
科

 
 
学

年
 
 

組
 

責
 
任

 者
 

氏
 

 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

下
記
の
と
お
り
校
外
団
体
に
参
加

し
た

い
の
で

ご
許

可
く
だ

さ
る
よ

う
お
願

い
し

ま
す
。

 

 

記
 

 

１
．

校
外
団
体
名
称
 

 

２
．
参

加
の

目
的

 

 

３
．
参

加
者

数
 

 

４
．
そ

の
他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

（
備

考
）
校
外
団
体
の
規
約
、
役
員
名

簿
を
添

付
す

る
こ
と

。
 

※
 
書
式
中
に
は
，
決
裁
欄
な

ど
を

適
宜
設

け
る
こ

と
が

で
き
る

。
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備
使

用
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記
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よ

う
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願
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し
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。

 

 

記
 

 

使
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場
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使
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日
（

 
 

 
）
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分

か
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時
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ま
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分

ま
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考

 
集
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提
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し
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の
使

用
願
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は

必
要

で
な

い
。
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独立行政法人国立高等専門学校機構で定める授業料の額

� （学則第46条関係）

入�学�年�度 授　業　料�（年額）

平�成�29�年度 ２３４，６００円

平�成�30�年度 〃�　　　

平�成�31�年度 〃�　　　

令�和�２�年度 〃�　　　

令�和�３�年度 〃�　　　

令�和�４�年度 〃�　　　

令�和�５�年度 〃�　　　
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独立行政法人国立高等専門学校機構保護者等に関する取扱要項

理事長裁定制定

令和３年２月１８日

�　（目的）

第１条　この要項は，国立高等専門学校（以下「学校」という。）に在学する学生が

教育研究活動を円滑に遂行していくうえで，学校と連携し，学生を指導・支援する

立場にある者（以下「保護者等」という。）に関して，必要な事項を定めるものと

する。

　�（保護者等の要件）

第２条　保護者等とすることができる者は，学生が未成年の場合においてはその親権

者又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条，第６条の４及び第７条で

定める学生を監護する者若しくは監護する施設等の長とする。また，学生が成年の

場合においては３親等以内の親族とする。

２　前項の要件に合った保護者等が選定できない場合は，独立の生計を営む成年者で

あり，学生の指導・支援への意向のある者とする。

�　（保護者等による入学時の誓約）

第３条　学生は，入学時に，学校で定めた誓約書により保護者等の連署を得て，入学

する学校の校長に提出するものとする。

２　前項の誓約書は別紙様式１を基に学校で作成するものとする。

３　学生は，誓約書に連署した保護者等を変更する場合又は保護者等の住所等変更が

あった場合は，学校の定める様式により，保護者等の連署を得て，速やかに学校に

提出するものとする。

�　（保護者等の義務）

第４条　保護者等は，学生の在学中における行為について，学則等の諸規則を遵守す

るよう学生を指導・監督する責任を負う。

２　保護者等は，学生が在学中に事件・事故等により，その生命若しくは身体に危険

を及ぼし，又は財産に重大な損害を及ぼす時若しくはその恐れのある時には，学校

と連携して，学生の保護に努めなければならない。

�　（学生の身分異動等）

第５条　学校は，学生が次に掲げる事項について学校に許可又は届け出を行う場合に

ついては，学校の定める様式により，保護者等の連署を得て，学校に提出させるも

のとし，その許可状況等について保護者等に通知するものとする。

　一　退学

　二　休学
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　三　復学

　四　転学

　五　留学

　六　転学科

　七　授業料免除申請（徴収猶予を含む。）

　八　入寮申請

　九　改姓及び改名

　十　その他学生の身分異動に関すること

�　（保護者等への通知）

第６条　学校は次に掲げる学生の情報について，特段の事情がない限り，保護者等に

通知するものとする。

　一　学業成績

　二　出席情報

　三　健康診断情報

　四　学生が学校から表彰された場合

　五　学生が学校から懲戒を受けた場合又は懲戒に準ずる指導を受けた場合

　六　学生が問題行動等を起こした場合

　七　学生が在学時に怪我や病気等になった場合

　八　その他学生に対する支援又は指導が必要な場合

�　（緊急時の連絡）

第７条　保護者等は緊急時に学校からの連絡を受けることができる連絡手段をあらか

じめ学校に伝えるものとする。

２　学校は，学生が事件事故等により被害にあった場合又はその恐れのある場合等の

緊急時には，前項に定める連絡手段を用いて，直ちに保護者等に連絡しなければな

らない。

�　（保護者等への情報提供）

第８条　学校は，保護者等に対し，学校の広報誌，学事日程等必要な情報について，

原則情報提供するものとする。

�　（保護者等による入寮時の誓約）

第９条　学校の寄宿舎に入寮する学生（以下「寮生」という。）は，学校で定めた入

寮誓約書により保護者等の連署を得て，校長に提出するものとする。

２　前項の誓約書は別紙様式２を基に学校で作成するものとする。

３　学生は，保護者等を変更する場合又は保護者等の住所等変更があった場合は，学

校の定める様式により，保護者等の連署を得て，速やかに学校に提出するものとす

る。
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�　（寮生の保護者等の義務）

第１０条　保護者等は，寮生の在寮中における行為について，学則及び学生寮の諸規

則を遵守するよう寮生を指導・監督する責任を負う。

２　保護者等は，寮生が在寮中に事件・事故等により，その生命若しくは身体に危険

を及ぼし，又は財産に重大な損害を及ぼす時，若しくはその恐れのある時には，学

校と連携して，寮生の保護に努めなければならない。

　�（寮生の保護者等への通知）

第１１条　学校は次に掲げる寮生の情報について，特段の事情がない限り，保護者等

に通知するものとする。

　一　寮生が在寮時に学校から懲戒を受けた場合又は懲戒に準ずる指導を受けた場合

　二　寮生が在寮時に問題行動を起こした場合

　三　寮生が在寮時に怪我や病気等になった場合

　四　寮生の継続入寮等に関する事項

　五　その他寮生に対する支援又は指導が必要な場合

　�（緊急時の連絡）

第１２条　保護者等は緊急時に学校からの連絡を受けることができる連絡手段をあら

かじめ学校に伝えるものとする。

２　学校は，寮生が事件事故等により被害にあった場合又はその恐れのある場合等の

緊急時には，前項に定める連絡手段を用いて，直ちに保護者等に連絡しなければな

らない。

�　（寮生の保護者への情報提供）

第１３条　学校は，寮生の保護者等に対し，学生寮の行事，取り組み等必要な情報に

ついて，原則情報提供するものとする。

�　（雑則）

第１４条　この要項に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

　　　附　則（令和３年２月１８日制定）

１　この要項は，令和３年２月１８日から施行する。ただし，第３条及び第９条の規

定は，令和３年度入学者及び入寮者から適用する。
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徳山工業高等専門学校教務規則

第１条　本校の教務に関しては，学則その他別に定めるもののほかこの規則による。

�　（欠席等の取扱い）

第２条　欠席等は次の場合をいう。

　（1）　欠席とは，出席すべき日に出校しない場合

　（2）　欠課とは，各授業時間を20分以上欠いた場合

　（3）　遅刻とは，各授業時間に20分未満遅れた場合

　（4）　早退とは，20分未満各授業時間の中途で退出した場合

　（5）　忌引とは，学生準則第15条に定められた場合

第３条　欠席等の特殊な取扱いについては，次の各号のとおりとする。

　（1）�　災害，交通事故，その他不可抗力的理由による欠席等は，その事実が確認され

た場合に限り，本人の手続きをまって出席の取扱いとする。

　（2）�　対外試合出場及び就職事務その他特に認められたものについては，所定の手続

きを経て校長の許可があった場合に限り，公認の欠席として出席の取扱いをす

る。

　（3）�　公傷と認められた場合の欠席等は，所定の手続きを経て出席の取扱いとするこ

とができる。

　（4）�　遠隔授業が認められた場合については別に定める。

　（5）�　学則第25条による出席停止及び忌引は，公認の欠席として出席の取扱いをする。

　�（試験）

第４条　定期試験は，前期末及び学年末に実施し，中間試験は，学期の中間に実施す

る。

第５条　定期試験又は中間試験を受けなかった者で，その理由がやむを得ないと認め

られた者に対しては，追試験を行うことができる。

２　学則に定める履修した科目が修得できなかった者に対して，原則として再試験を

行う。

　�（履修単位・学修単位）

第６条　「履修単位」とは学則第14条第１項に定める単位をいい，「学修単位」とは同

条第２項に定める単位をいう。

２　本校が定める学修単位の授業時間数は，次の各号の基準により単位数を計算する。

　（1）　講義及び演習については，15時間又は30時間の授業をもって１単位とする。

　（2）　実験，実習及び実技については，30時間の授業をもって１単位とする。

　�（履修）

第７条　出席時数が年間授業時数の２／３以上の科目については，当該科目を履修し

たものと認定する。

２　履修と認定された科目について学年評価を行う。

　�（評価）

第８条　学期又は学年における学業成績は，その期間中の試験成績及び学習状況等を

総合して評価する。
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第９条　評価は，優・良・可・不可をもって，次の評点区分による。

　　　　　優　　８０点～１００点　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　良　　７０点～　７９点　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　可　　６０点～　６９点　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　不可　　０点～　５９点　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　各科目毎に欠課時数が授業時数の１／５をこえる者の学年評価は原則として不可

の評価とする。

３　Grade�Point�Average（以下「ＧＰＡ」）という。）により学業成績を評価する場合

については，別に定める。

４　外部機関へ提出する学業成績に関する証明書については，当該機関が指定する評

価区分がある場合は，指定された評価区分によって証明書を作成することができる。

第10条　やむを得ないと認められる理由により試験を受けられなかった者については，

平常成績，出席状況及び他の学期の成績等を考慮して評価することができる。

第11条　答案を提出しなかった者，又停学中のため試験を受けることができなかった

者の当該時間の試験成績は，０点とする。

２　試験中不正行為をした者に対しては，当該時間以後の試験を受けさせず，又その

試験期間の全科目の試験成績は，０点とする。

第12条　学期又は学年における学業成績については，成績通知日に個票を配布する。

通知された成績の内容に疑義がある場合，当該学生は教務係に申立てることができ

る。この疑義に関する申立て期間は，成績通知日から起算し，５日以内とする。

　�（課程の修了）

第13条　各学年における課程の修了の認定は，修了認定会議において審議のうえ，校

長が行う。

２　次の各号のすべてに該当する者は，原則として課程の修了を認める。

　（1）　学則別表に定める当該学年の所定の科目をすべて履修している者。

　（2）　学則別表に基づき修得した単位数の合計が，次の表の単位数以上であること。

学年 単位数

1 25

2 60

3 96

4 132

5 167（ただし，一般科目75単位，専門科目82単位を含む）

　（3）　第３学年については，第２学年までの必修科目を修得している者。

　（4）�　第５学年については，全学年の必修科目及び選択必修科目を修得し，かつ，選

択科目は学則第�13条第２項に規定する別表第１及び別表第２において定められ

た単位数以上を修得している者。

　（5）　第３学年以下については，特別活動を履修した者。

　（6）�　欠席日数が原則として年間25日以内の者。ただし，遅刻及び早退２回を欠課１

時間に，欠課８時間を欠席１日に換算して取扱う。

３　第４学年に編入学した者及び第３学年に編入学した外国人留学生については，当
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該学科の前学年までの開講単位は修得したものとみなす。

４　他の高等専門学校から転学した者については，当該学科の前学年までの開講単位

を修得したものとみなす。

　�（留年）

第14条　学年の課程修了を認定されない者は，原学年に留まる。この場合において，

原学年で修得した単位はすべて無効の扱いとなり，原学年の課程の再履修を必要と

する。

　　ただし，特別に認められた科目については単位の修得を認め，再履修を免除する

ことができるものとする。

２　原学年に留まった者が，当該学年の単位が認定される前に学籍を離れることとな

った場合は，前項で無効とした直近の取扱いを解除するものとする。

　�（卒業）

第15条　卒業の認定は，卒業認定会議において審議のうえ，校長が行う。

２　第５学年までの各学年の課程を修了した者で，授業科目を167単位以上（一般科目

については75単位以上，専門科目については82単位以上とする。）修得した者は，原

則として卒業を認める。

　�（補則）

第16条　この規則の実施について，必要な事項は別に定める。

　　　附　則

　この規則は，昭和50年４月１日から施行する。

�（略）

　　　附　則（令和６年３月14日一部改正）

　この規則は，令和６年４月１日から施行し，第13条第４項については，令和５年４

月１日から適用する。
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徳山工業高等専門学校専攻科の授業科目の

履修等に関する規程（抄）

　�（趣　旨）

第１条　徳山工業高等専門学校（以下「本校」という。）学則第37条第３項及び第39条の規

定に基づき，本校専攻科（以下「専攻科」という。）の授業科目の履修方法及び成績の評

価並びに修了の認定に関し必要な事項を定める。

　�（単位の計算方法）

第２条　各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に

必要な学修等を考慮して，次の各号の基準により単位数を計算するものとする。

　（1）講義については，15時間の授業をもって１単位とする。

　（2）演習については，30時間の授業をもって１単位とする。

　（3）実験及び実習については，30時間の授業をもって１単位とする。

　�（履修方法）

第３条　専攻科に開設する授業科目の履修にあたっては，年度当初に当該年度の受講科目履

修届を所定の期日までに提出しなければならない。

　�（指導教員）

第４条　専攻科の学生は，各専攻の指導教員から授業科目の履修及び特別研究の指導を受け

るものとする。

２　特別研究の指導については，専攻科委員会の承認を得て教育研究分野に関連のある他専

攻の指導教員の指導を受けることができるものとする。

　�（試験）

第５条　専攻科の試験は，定期試験及び追試験（以下「定期試験等」という。）とする。

２　定期試験は，各学期末に実施する。

３　追試験は，次の各号の一に該当する者のうち，追試験受験願（別紙第２号様式）を所定

の期日までに提出し，その許可を得た者に対し実施する。

　（1）病気（医師の証明がある場合に限る。）

　（2）忌引

　（3）その他やむを得ない事由があると校長が認めた場合

　�（再履修）

第６条　定期試験等で不合格になった授業科目は，再履修することができる。

２　前項で定める再履修は，第３条の規定を準用する。

第７条　試験中の不正行為については，当該科目の評価は不可とし，第５条の適用は認めな

い。

　（成績の評価）

第８条　授業科目の評価は，原則として当該科目担当教員が，定期試験の成績及び出席状況

等平素の学業成績を総合して行うものとする。

２　特別研究の評価は，特別研究論文を提出し，特別研究発表会で発表を行った者に対して

行う。

３　前項の特別研究論文に関しては，原則として，学会又は協会における発表を前提とする

ものとする。
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第９条　成績の評価は，優，良，可，不可の評語をもってし，次の評点区分による。ただ

し，特別研究は評価区分を行わない。

評語 評　点　区　分

優 １００～８０

良 　７９～７０

可 　６９～６０

不可 　５９～　０

２　Grade Point Average（以下「ＧＰＡ」という。）により学業成績を評価する場合につい

ては，別に定める。

３　外部機関へ提出する学業成績に関する証明書については，当該機関が指定する評価区分

がある場合は，指定された評価区分によって証明書を作成することができる。

第10条　各授業科目とも欠課時数が授業時数の１／５を超えるものに対しては，評価は行わ

ない。この場合において，遅刻及び早退は，３回をもって欠課１回とする。

　�（単位の認定）

第11条　前条第９条の規定に基づき，優，良及び可に評価された授業科目については，当該

科目を修得したものとして，単位を認定する。

２　不可科目については，当該学期内に再試験を実施することができる。ただし，評点の最

高は60点とする。

　�（他専攻の授業科目履修）

第12条　他の専攻で開設されている科目の履修を希望する学生は，あらかじめ指導教員の許

可を得たうえで当該年度の受講科目履修届を学生課へ提出しなければならない。これによ

り修得した単位は10単位を限度で当該専攻における単位として認定することができる。

　�（他の教育施設で履修した単位認定）

第13条　他の教育施設で修得した単位は，16単位を超えない範囲で，専攻科における授業科

目の履修とみなし，単位の修得を認定することができる。

２　他の教育施設で修得した単位の認定は，別に定める。

　�（専攻科の修了）

第14条　専攻科課程の修了の認定は，本校学則及びこの規程に基づき，専攻科修了認定会議

において審議の上校長が行う。

　　　附　則

　この規程は，平成７年４月１日から施行する。

�（中略）

　　　附　則

　この規程は，平成18年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和４年３月10日一部改正）

　この規程は，令和４年４月１日から施行する。

別紙第1号様式は廃止する。
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徳山工業高等専門学校専攻科の他大学等における
修得単位認定に関する規則

　�（趣旨）

第１条　この規則は，徳山工業高等専門学校学則（以下「学則」という。）第

３８条において準用する第１４条の３に規定する大学等における学修による

単位の認定（以下「単位認定」という。）について必要な事項を定める。

　�（単位認定の対象とする学修）

第２条　次の各号に掲げる学修の全部又は一部を単位認定の対象とすることが

できる。

　�（1）大学又は短期大学（専攻科を含む。）における学修

　�（2）他の高等専門学校専攻科における学修

　�（3）その他専攻科委員会において教育上特に有益と認める学修

　�（申請手続）

第３条　単位認定を受けようとする学生（以下「申請者」という。）は原則と

して学期終了時に，大学等において習得した単位に係る単位認定申請書（別

記様式第１号）に成績証明書その他必要書類を添えて専攻科長に提出するも

のとする。

　�（単位認定）

第４条　前条の申請があったときは，専攻科委員会で審議し，学校長が単位を

認定する。

２　専攻科委員会は，審議に当たって，必要と認める場合には，委員会以外の

者の出席を求めて，意見を聴することができる。

３　専攻科委員会は，審議に当たって，必要と認める場合には，申請者に対し

試問を行い又は必要な資料の提出，口頭若しくは筆記による試験の受験等を

求めることができる。

　�（申請者への通知）

第５条　学校長は，単位認定の結果を，大学等において修得した単位に係る単

位認定通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。

　�（評語及び修了要件に係る取扱い）

第６条　認定された学修に係る成績評価は「認定」とする。

２　認定された学修は，専攻科の修了に必要となる単位数には含まれない。

３　認定できる単位数は１６単位を限度とする。

４　成績原簿への登記並びに部外への諸証明は，修得科目名及び認定単位数を

表記する。
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　　　附　則（平成２６年３月７日制定）

　この規則は，平成２６年３月７日から施行し，平成２５年４月１日に在学す

る者から適用する。
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徳山工業高等専門学校「設計情報工学」プログラムの
履修等に関する規程

　�（趣旨）

第�１条　徳山工業高等専門学校（以下「本校」という。）における「設計情報工学」プ

ログラム（以下「プログラム」という。）の履修及び修了（以下「履修等」という。）

に関し必要な事項を定める。

　�（プログラム構成）

第�２条　プログラムを構成する科目は，徳山工業高等専門学校学則別表第１及び第２に

掲げる科目のうち第４学年及び第５学年に配当された科目並びに別表第３に掲げる科

目とする。

　�（履修対象期間）

第�３条　プログラムの履修対象期間は，本科第４学年から専攻科第２学年までの４年間

とする。

　�（履修対象者）

第�４条　プログラムの履修対象者は，専攻科に入学したすべての学生とする。

２�　本校以外の高等専門学校及び大学等（以下「他の高等教育機関等」という。）から

本校専攻科に入学した学生に係る学修については，別に定める取扱いに基づき，他の

高等教育機関等で修得した単位及び学習時間を認定する。

　�（修了要件）

第５条　プログラム修了要件は，次の各号のすべてを満たすものとする。

　（1�）専攻科において６６単位以上，本科第４学年・第５学年を含めて１２８単位以上

修得すること。

　（2�）本科第４学年・第５学年を含めて，数学４科目以上，基礎工学５科目群（設計・

システム系科目群，情報・論理系科目群，材料・バイオ系科目群，力学系科目群，

社会技術系科目群）の各群から少なくとも１科目，合計６科目以上，情報技術科目

１科目以上，実験科目１科目以上，各専門工学で定めた科目（総合科目２科目以上

を含む。）及び問題発見解決科目１科目以上を修得すること。

　（3）学協会での発表を行うこと。

　（4）学士の学位を取得すること。

　�（修了の認定）

第�６条　プログラム修了の認定は，専攻科修了認定会議において審議の上，校長が行う。

２�　前条各号に掲げる修了要件のうち，同条第４号のみを満たすことのできなかった者

が，専攻科修了後学士の学位を取得し，プログラム修了の認定を申請した場合は，学

位を取得した日をもってプログラムの修了を認定する。ただし，これにより難い場合

は，専攻科委員会において審議の上，校長が決定する。

３　校長は，プログラムの修了を認定した者に対し，修了証を授与する。
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　�（雑則）

第７�条　この規程に定めるもののほか，プログラムの履修等に関し必要な事項は，別に

定める。

　　　附　則（平成２３年９月１４日制定）

　この規程は，平成２３年９月１４日から施行する。

　　　附　則（平成２３年９月１４日一部改正）

１　この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

２�　施行日の前日において在学している者に係る，第５条第４号の適用については，改

正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。

　　　附　則（平成２４年３月８日一部改正）

１　この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

２�　施行日の前日において在学している者に係る，第５条第１号の適用については，改

正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。

　　　附　則（平成２６年９月１８日一部改正）

　�　この規程は，平成２６年９月１８日から施行し，平成２６年４月１日に在学する者

から適用する。

　　　附　則（平成２７年３月９日一部改正）

　�　この規程は，平成２７年３月９日から施行し，平成２６年４月１日に在学する者か

ら適用する。

　　　附則（平成３１年３月１４日一部改正）

１　この規程は，平成３１年４月１日から施行する。

２�　施行日の前日において在学している者に係る，第５条第２号の適用については，改

正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。
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他の教育機関において修得した科目及び単位の取扱いについて

１　科目及び単位の取扱い

　�　専攻科に在籍する者が他の教育機関において修得した科目及び単位については，本取扱い

の定めるところにより，「設計情報工学」プログラムの修得科目及び修得単位と見なすこと

ができる。

２　申　請

　�　１の取扱いを受けようとする者（以下「申請者」という。）は，様式１により，学校長に

申請しなければならない。

３　対象となる科目及び単位

　�　対象となる科目及び単位は，本科４年に相当する学年以上の学年において修得したものの

うち，６０点以上の成績をもって修得したものとする。

４　取扱いの手順

　　１の取扱いは，専攻科委員会の審議を経て，学校長が行う。

　�　専攻科委員会は，審議に当たって，必要と認める場合には，委員以外の者の出席を求めて，

意見を聴することができる。

　�　専攻科委員会は，審議に当たって，必要と認める場合には，申請者に対し，資料の提出，

口頭若しくは筆記による試験の受験等を求めることができる。

５　結果の通知

　�　学校長は，１の取扱いを行った場合には，その旨を，また，１の取扱いを行わない場合に

はその理由を，申請者に通知しなければならない。

６　この取扱いは，平成１９年４月１日から施行する。
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徳山工業高等専門学校研究生規則

　�（趣　　旨）

第�１条　徳山工業高等専門学校学則第54条の規定に基づき，徳山工業高等専門学校研究生

（以下「研究生」という。）については，この規則の定めるところによる。

　�（入学資格）

第２条　研究生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

　（1）高等専門学校を卒業した者

　（2）本校が前号に準ずる研究能力及び学力があると認めた者

　�（入学志願の手続）

第�３条　入学志願者は，原則として，学年又は学期の開始の２週間前までに次の各号に掲げ

る書類に検定料を添えて，校長に願い出なければならない。

　（1）願書（別紙様式）

　（2）履歴書

　（3）資格を証明し得る書類（最終学校の卒業証明書，修了証明書，成績証明書等）

　（4）健康診断書

　（5）現に職を有している者は，勤務先の長の許可書

　�（入学許可）

第４条　入学志願者に対しては，選考の上，校長が入学を許可するものとする。

２�　入学を許可された者は，所定の期日までに，誓約書及び校長が定めた書類を提出しなけ

ればならない。

　�（入学の時期）

第５条　入学の時期は，学年又は学期の始めとする。

　�（入学料及び授業料の納付）

第６条　入学をする者は，所定の期日までに，入学料を納付しなければならない。

２�　授業料は，所定の期日までに，研究期間に係る全額を納付しなければならない。ただ

し，研究期間が６か月を超える場合には，初めの６か月とこれを超える期間に分けて，そ

れぞれ，当該期間に係る額を納付することができる。

３　授業料を納めない者は，除籍する。

　�（検定料，入学料及び授業料の額）

第�７条　第３条の検定料，前条第１項の入学料及び同条第２項の授業料の額は，独立行政法

人国立工業高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則（平成16年規則第

35号）に定められた額とする。

２　既納の検定料，入学料及び授業料は，返還しない。

　�（研究期間）

第８条　研究生の研究の期間は，６か月以上１年以内とする。

２�　研究の継続を希望する者は，研究の期間の延期を願い出ることができる。

３　研究の期間の延期は，校長が許可する。

　�（指導教員）
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第９条　校長は，研究生に対する指導教員を定める。

２　研究生は，指導教員の指示を受け，研究に従事するものとする。

　�（講義，演習，実験及び実習等の履修）

第�10条　指導教員が研究生の研究上必要があると認めるときは，講義，演習，実験及び実習

を指定して履修させることができる。

　�（費用の負担）

第11条　研究に必要な特別の費用は，研究生の負担とする。

　�（他の業務への従事）

第�12条　研究生が他の業務に従事しようとするときは，校長の許可を受けなければならない。

　�（研究の修了）

第�13条　研究生は，研究期間が終了したときは，研究修了報告書を校長に提出しなければな

らない。

　�（修了証書の交付）

第14条　校長は，所定の研究を修了した研究生に対して，審議の上，修了証書を交付する。

　�（退　　学）

第�15条　本規則に違背した者又は疾病その他やむを得ない事情により，成業の見込みがない

者に対しては，校長は退学を命ずることがある。

　�（準用規定）

第16条　本校の学生に関する諸規則は，特別な事項を除き研究生に準用する。

　　　　附　　　則

　　この規則は，昭和57年６月10日から施行する。

　　　　附　　　則

　　この規則は，平成16年４月１日から施行する。

　　　　附　　　則

　　この規則は，令和３年４月１日から施行する。
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徳山工業高等専門学校聴講生規則

　�（趣　　旨）

第�１条　徳山工業高等専門学校学則第55条の規定に基づき，徳山工業高等専門学校聴講生

（以下「聴講生」という。）については，この規則の定めるところによる。

　�（入学資格）

第２条　聴講生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

　（1）高等学校を卒業した者

　（2）本校において，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

　�（入学志願の手続）

第�３条　聴講を希望する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて，校長に願い出なけ

ればならない。

　（1）願書（別紙様式）

　（2）履歴書

　（3）資格を証明し得る書類（最終学校の卒業又は修了証明書等）

　（4）健康診断書

　（5）現に職を有している者は，勤務先の長の許可書

　�（願書の受付）

第�４条　願書の受付期間は，次のとおりとする。

　前学期　３月20日から３月31日まで

　後学期　９月20日から９月30日まで

　�（入学許可）

第５条��聴講を希望する者に対しては，選考の上，校長が入学を許可するものとする。

　�（入学の時期）

第６条��入学の時期は，学年又は学期の始めとする。

　�（入学料及び授業料の納付）

第�７条　聴講を許可された者は，所定の期日までに，入学料及び授業料を納付しなければな

らない。

２　授業料を納めない者は除籍する。

　�（検定料，入学料及び授業料の額）

第�８条　第３条の検定料，前条第１項の入学料及び授業料の額は，独立行政法人国立高等専

門学校機構における授業料その他の費用に関する規則（平成16年規則第35号）に定められ

た額とする。

２　既納の検定料，入学料及び授業料は，返還しない。

　�（聴講期間）

第９条　聴講期間は，原則として，１学期又は１年とする。

　�（指導教員）

第10条　校長は，聴講生に対する指導教員を定める。

　�（履修単位の認定）
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第11条　聴講生の履修単位は，審査の上，校長が認定する。

２　聴講生には，願い出により，聴講した科目の履修証明書を交付することができる。

　�（退　　学）

第�12条　本規則に違背した者又は疾病その他やむを得ない事情により，成業の見込みがない

者に対しては，校長は退学を命ずることがある。

　�（準用規定）

第13条　本校の学生に関する諸規則は，特別な事項を除き，聴講生に準用する。

　　　　附　　　則

　　この規則は，昭和57年６月10日から施行する。

　　　　附　　　則

　　この規則は，平成16年４月１日から施行する。

　　　　附　　　則

　　この規則は，令和３年４月１日から施行する。
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別紙様式

聴 講 生 入 学 願

年 月 日

徳山工業高等専門学校長 殿

現住所

氏 名

貴校聴講生として下記のとおり聴講したいので、許可くださるようお願いします。

記

期 間 年 月 日から 年 月 日まで（ 年 か月）

聴 講 科 目 単 位 教 員 名 曜日 時限 備 考
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徳山工業高等専門学校科目等履修生規則

　�（趣　　旨）

第�１条　徳山工業高等専門学校学則第55条の２第３項の規定に基づき，科目等履修生に関し

必要な事項は，この規則の定めるところによる。

　�（入学資格）

第２条　科目等履修生として入学することができる者は，次の各号の一に該当する者とする。

　（1）高等学校を卒業した者

　（2）本校が前号と同等以上の学力があると認めた者

２�　専攻科の科目等履修生として入学することができる者は，次の各号の一に該当する者と

する。

　（1）高等学校を卒業した者

　（2）本校が前号と同等以上の学力があると認めた者

　�（入学志願の手続）

第�３条　科目等履修生として入学志願する者は，学年又は学期の開始の２週間前までに次の

各号に掲げる書類に検定料を添えて，校長に願い出なければならない。

　（1）科目等履修生入学願書（別紙様式１）

　（2）履歴書

　（3）�履歴書に記載された学歴等確認し得る書類（最終学校の卒業証明書又は修了証明書，

成績証明書等）

　（4）健康診断書

　（5）勤務先所属長の承諾書（現に職を有している者に限る。）

�　（入学許可）

第４条　入学志願者に対しては，選考の上，校長が入学を許可する。

２�　入学の許可に際しては，所定の期日までに入学料を納付しなければならない。

３�　入学を許可された者は，所定の期日までに誓約書（別紙様式２）を提出しなければなら

ない。

　�（入学の時期）

第５条　入学の時期は，原則として，学年又は学期の始めとする。

　�（履修期間）

第�６条　履修期間は，１年以内とし，入学した年度を超えないものとする。ただし願い出に

より，校長が必要と認めるときは，１年以内に限りその期間を延長することができる。

２�　前項だたし書の規定により履修期間を延長しようとする場合は，履修期間延長願（別紙

様式３）を提出しなければならない。この場合において，現に職を有する者は，勤務先所

属長の承諾書を添付するものとする。

　�（履修科目）

第�７条　科目等履修生が履修できる科目は，校長が本校の教育上支障がないと認めた科目と

する。

− 118 −



　�（指導教員）

第�８条　校長は，科目等履修生に対し必要な指導助言を与えるため，指導教員を置くことが

できる。

　�（単位の修得）

第�９条　科目等履修生の単位の修得については，徳山工業高等専門学校教務規則（昭和50年

規則第1号）又は徳山工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規程（平成6年

規程第1号）を準用する。

　�（履修証明書）

第�10条　前条の規定に基づき，単位の修得が認められた授業科目については，願い出により

履修証明書を交付する。

　�（検定料，入学料及び授業料）

第�11条　検定料，入学料及び授業料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における授

業料その他の費用に関する規則（平成16年規則第35号）に定められた額とする。

２　既納の検定料，入学料及び授業料は，返納しない。

３�　授業料は，所定の期日までに，履修を許可された授業科目に係る額を納付しなければな

らない。

　�（退　　学）

第�12条　この規則に違背した者又は疾病その他やむを得ない事情により成業の見込みがない

者に対しては，校長は退学を命ずることがある。

　�（準用規定）

第�13条　この規則に定めるもののほか，科目等履修生に関し必要な事項は，学則及び学内諸

規則を準用する。

　　　　附　　　則

　　この規則は，平成10年４月１日から施行する。

　　　　附　　　則

　　この規則は，平成16年４月１日から施行する。

　　　　附　　　則

　　この規則は，令和３年４月１日から施行する。
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徳山工業高等専門学校体育施設管理運営規則

第１章　総　　　則

　�（趣旨）

第１条　徳山工業高等専門学校（以下「本校」という。）における体育施設の管理運営につ

いては，法令その他に定めのあるもののほか，この規則の定めるところによる。

　�（目的）

第２条　この規則は，本校体育施設の管理運営に関する必要な事項を定め，適正かつ円滑に

実施することを目的とする。

　�（定義）

第３条　この規則で体育施設の使用とは，授業及び学校行事以外のために体育施設を使用す

ることをいう。

　�（体育施設の種類）

第４条　本校の体育施設は，次のとおりとする。

　（1）屋外体育施設

　　ア　陸上競技場

　　イ　野球場

　　ウ　テニスコート

　　エ　水泳プール

　　オ　ハンドボールコート

　　カ　アーチェリー場

　（2）屋内体育施設

　　ア　第１体育館及び第２体育館（以下「体育館」という。）

　　イ　剣道場及び柔道場（以下「武道場」という。）

　�（管理運営担当者）

第５条　事務部長，体育教員等は，校長の命を受け，体育施設の管理運営に関する次の事項

を担当する。

　（1）事務部長は，体育施設の整備及び維持にあたる。

　（2）体育教員は，体育施設の整備及び維持に関することを担当し，その運営にあたる。

　（3�）顧問教員は，部活動における体育施設の整備，維持及び運営に関し，前号の体育教員

の業務を分担する。

　（4�）体育施設の管理運営の庶務に関することは，学生課学生支援係において処理する。

　�（使用者の範囲）

第６条　体育施設を使用できる者は，次に掲げる者とする。

　（1）本校の学生及び教職員

　（2）部外者で，校長の許可を得た者

　�（使用手続）

第７条　体育施設を使用しようとする場合は，学生にあっては学生準則第29条に規定する施

設・設備使用許可願を，教職員にあっては体育施設使用許可願を，部外者にあっては施設・
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設備一時使用許可願を，それぞれ校長に提出し，許可を受けるものとする。

第８条　体育施設の使用を許可した場合は，体育施設使用台帳に記録するものとする。

　�（使用上の注意）

第９条　学生が部活動に体育施設を使用する場合は，顧問教員は体育施設の管理運営上必要

とする体育教員の指示に協力するとともに，事故防止のために必要な処置をとるものとす

る。

２　教職員及び部外者が体育施設を使用する場合は，当該責任者は体育施設の管理運営上必

要とする体育教員の指示に協力するとともに，事故防止に必要な処置をとるものとする。

第10条　体育施設を使用する者は，施設及び備品の取り扱いに十分注意し，使用後は，整備，

整頓，清掃等を行い，施設の保全に努めるものとする。

２　体育施設の使用者が，施設及び設備を破損若しくは亡失した場合は，事情により，一部

あるいは全部の費用を弁償させることがある。

３　体育施設の使用者に不当の行為があった場合は，校長は，その使用を禁止することがあ

る。

第２章　屋外体育施設

　第１節　陸上競技場等

　�（使用）

第11条　陸上競技場，野球場，テニスコート，ハンドボールコート及びアーチェリー場の使

用は19時を限度とし，特別の事情がある場合は，これを変更することがある。

　�（鍵の管理及び使用）

第12条　テニスコートについては，使用時間外は扉に鍵をかけ閉鎖するものとする。鍵は常

時学生課学生支援係で保管し，顧問教員又はこれに準ずる責任者が開閉する。ただし，勤

務時間外にあっては宿日直者が鍵を保管する。

　第２節　水泳プール

　�（使用の期間及び時間）

第13条　水泳プール（以下「プール」という。）の使用期間及び時間は，次のとおりとする。

ただし，特別の事情がある場合は，これを変更することがある。

　（1）使用期間　　４月１日から９月30日

　（2）使用時間　　日没までを限度とする。

　�（使用の禁止）

第14条　監視員のいない場合は，使用を禁止する。

２�プールの施設の補修，換水，水温の低下，水質基準に不適合の場合等は，使用を禁止す

ることがある。この使用禁止の場合は，プール入口に表示する。

　�（鍵の管理及び使用）

第15条　プールの使用時間外は，扉に鍵をかけ，厳重に閉鎖するものとする。鍵は学生課学

生支援係で保管し，顧問教員又はこれに準ずる責任者が開閉する。ただし，勤務時間外に

あっては，宿日直者が鍵を保管する。

　�（水質基準）

第16条　プールの水質基準は，次のとおりとする。
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　（1）給水原水

　　　飲料水の基準に適合するものとする。

　（2）水温

　　　水温は18℃以上25℃以下を適温とする。

　（3）透明度

　　　プール底の表示線が明確に見える程度とする。

　（4）遊離残留塩素

　　　使用中，常に0.4ppm～0.7ppmの範囲

　（5）過マンガン酸カリウム消費量

　　　12ppm以下とする。

　（6）大腸菌群

　　　プール内５か所で10mlずつ検水して陽性が２か所以上発見されないこと。

　（7）一般細菌数

　　　検水1ml中200以内

　�（水質検査）

第17条　プール水の水質検査は，学校薬剤師の指示により，日常検査と臨時検査に分け，次

のとおり実施するものとする。

　（1）日常検査

　　　残留塩素及び透明度について実施する。

　（2）臨時検査

　　　大腸菌群，一般細菌数等について必要に応じ実施する。

　�（プール水の消毒）

第18条　プール水の消毒は，塩素消毒の方法により塩素ガス，次亜塩素酸ナトリウム液及び

次亜塩素酸カルシューム液のいずれかとする。

　�（換水）

第19条　プール水は，第16条第３号，第５号，第６号及び第７号に定める基準に不適合の場

合は，換水するものとする。

２　換水期には，藻草類発生予防のため硫酸銅を投入するものとする。

　�（使用欠格）

第20条　伝染性疾患及びその疑いのある者，病気等により医師から水泳，その他過激な運動

を禁止されている者は，プールの使用はできない。

２　水泳のできない者は，単独でプールの使用はできない。

３　プール使用上の指示事項に違反した者については，教員，監視員がプールから退場を命

ずることがある。

　�（救命具の設備）

第21条　事故防止のため，プールに救命具等必要なものを備えなければならない。

　�（記録）

第22条　プール水の水質検査，換水及び使用状況等については，プール管理日誌に記録する

ものとする。
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第３章　屋内体育施設

　�（使用）

第23条　体育館及び武道場の使用は19時を限度とし，特別の事情がある場合はこれを変更す

ることがある。

　�（火気の注意）

第24条　体育館及び武道場を使用する者は，火気に十分注意するものとする。

　�（鍵の管理及び使用）

第25条　体育館及び武道場は，使用時間外は出入口に鍵をかけ厳重に閉鎖するものとする。

鍵は常時体育教員が保管し，顧問教員又はこれに準ずる責任者が開閉する。ただし，勤務

時間外にあっては，宿日直者が鍵を保管する。

　　　　附　則

　　この規則は昭和52年４月１日から施行する。

　　　　附　則

　　この規則は平成16年４月１日から施行する。

　　　　附　則

　　この規則は平成20年４月１日から施行する。

　　　　附　則（平成29年３月30日一部改正）

　　この規則は，平成29年４月１日から施行する。
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徳山工業高等専門学校水泳プール使用心得

１．許可された時間以外は使用できない。

２．監視員のいない場合は使用できない。

３．使用にあたっては下記事項に留意し，事故防止，清潔整頓につとめること。

　（1）教員・監視員の指示に従うこと。

　（2）プール内に危険物を持ち込まないこと。

　（3）プールやプールサイドには土足で入らないこと。

　（4）プール内に貴重品を持ち込まないこと。

　（5）清潔な水着を使用すること。

　（6）使用前にシャワーで身体を洗い，準備運動後入水すること。

　（7）使用の前後にはプール更衣室に備え付けの使用簿に所定の事項を記入すること。

　（8）飛込み事故を起こさないよう十分留意すること。

　（9）たん，つば，鼻汁を処理するときは，必ずオーバーフロー用の溝ですること。

　（10）プールの使用は，まじめな態度で行い，他人に迷惑のかかる行為をしないこと。

　（11）使用後は，うがい，洗眼，洗体を十分行うこと。

　（12）プール使用禁止の表示のある時は，絶対に使用しないこと。

４�．伝染病及びその他の疾病（呼吸器官系疾患，心臓及び腎臓疾患，トラコーマ，結膜炎，

皮膚疾患，脚気，てんかん，発熱，その他水泳に不適当と認められる疾病）のある者は使

用できない。

５�．各自危険防止につとめ，万一事故発生の時は，臨機の処置をとるとともに，指導教員等

関係者に報告し，その指示に従うこと。

６．その他担当教員の指示に従うこと。

７．以上の指示事項を守らない者に対しては退場もしくは使用を禁止することがある。
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徳山工業高等専門学校福利厚生センター管理運営規則

　�（趣旨）

第１条　徳山工業高等専門学校福利厚生センター（以下「福利厚生センター」という。）の

管理運営については，法令その他別に定めるもののほか，この規則の定めるところによる。

　�（目的）

第２条　福利厚生センターは，本校学生及び職員の研修等に使用することを目的とする。

　�（管理運営）

第３条　校長は，福利厚生センターの管理運営に関し総括する。

２　学生主事は，校長の命を受けて，福利厚生センターの運営に当たり，その事務は，学生

課学生支援係（以下「学生支援係」という。）が行うものとする。

　�（使用者及び使用の範囲）

第４条　福利厚生センターを使用できる者は，次のとおりとする。

　（1）本校の学生及び職員

　（2）その他，校長が特に認めた者

２　福利厚生センターの研修室（第一・第二），小研修室（第一，第二），集会室（第一，第二），

作法室（和室）及び軽音楽練習室（以下「研修室等」という。）の使用範囲は，次のとお

りとする。

　（1）共同利用による学生会活動

　（2）職員の研修

　（3）その他，校長が許可したもの

　�（指導教員）

第５条　研修室等を学生会活動に使用する場合は，指導教員又は顧問教員が指導監督に当た

るものとする。

　�（使用時間）

第６条　研修室等の使用時間は，８時３０分から２０時までとする。ただし，校長が特に許

可した場合は，この限りでない。

　�（使用手続き等）

第７条　研修室等の使用を希望する者は，使用開始の原則として３日前までに所定の様式に

よる使用許可願を学生支援係に提出し，校長の許可を受けなければならない。

２　前項の規定により使用許可を受けた後，都合によりその使用を取り消し，又は使用日時

等の変更をしようとするときは，速やかに学生支援係に届け出なければならない。

３　研修室等の使用期間は，１週間以内とする。

　�（使用許可の取り消し）

第８条　福利厚生センターの使用については，この規則のほか別に定める細則を遵守しなけ

ればならない。

２　前項に違反する行為があった場合，並びに福利厚生センター管理上支障があると認めら

れるときは，使用を取り消すことがある。
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　　　　附　則

　　この規則は，昭和５７年５月１４日から施行する。

　　　　附　則

　　この規則は，平成５年４月１日から施行する。

　　　　附　則

　　この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

　　　　附　則（平成２９年３月３０日一部改正）

　　この規則は，平成２９年４月１日から施行する。

− 128 −



徳山工業高等専門学校福利厚生センター使用細則

　�（趣　旨）

第１条　徳山工業高等専門学校福利厚生センター管理運営規則（以下「規則」という。）第

８条の規定に基づき，この細則を定める。

　�（提出書類）

第２条　規則第７条による所定の提出書類は，次のとおりとする。

　（1）学生会活動に使用する場合は，学生準則第29条に規定する施設・設備使用許可願

　�（第16号様式）

　（2）職員が使用する場合は，別に定める使用許可願（別紙様式）

　（鍵の取扱い）

第３条　福利厚生センターの鍵は，学生支援係で保管する。ただし，勤務時間外及び休日は，

宿日直者が保管する。

２　学生会活動に使用する場合は，指導教員又は顧問教員，（職員が使用する場合は使用責

任者）が使用開始及び使用終了の都度学生支援係と鍵の受渡しを行うこと。ただし，勤務

時間外及び休日は，宿日直者と行うこと。

　�（使用上の注意）

第４条　研修室の使用にあたっては，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

　（1）施設・設備及び備品を大切に取り扱うこと。

　（2）火気の取扱いについては，十分注意すること。

　（3）秩序を乱し，他人の迷惑になるような行為をしないこと。

　（4�）使用後は，毎日必ず室内の清掃，備品類の整理整頓，火気の点検，消灯及び戸締りを

　　厳重に行うこと。

　（5）電気，ガス及び水道の使用にあたっては，極力節約に努めること。

　（6）その他，使用にあたっては特に指示されたこと。

　（7）施設・設備及び備品を破損したときは，ただちに学生支援係へ届け出ること。

　�（弁償責任）

第５条　使用者が故意又は過失により，施設・設備及び備品を破損，若しくは紛失した場合

は，使用者の責任において弁償しなければならない。

　　　　附　　　則

　　この細則は，昭和57年５月14日から施行する。

　　　　附　　　則

　　この細則は，平成11年１月５日から施行する。

　　　　附　　　則

　　この細則は，平成20年４月１日から施行する。

　　　　附　　　則（平成29年３月30日一部改正）

　　この細則は，平成29年４月１日から施行する。
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徳山工業高等専門学校学生食堂利用内規

　�（趣　旨）

第１条　この内規は，徳山工業高等専門学校の学生食堂（以下「食堂」という。）の利用に

ついて必要な事項を定め，適正かつ円滑なる運用と，学生及び教職員の福祉を図ることを

目的とする。

　�（対　象）

第２条　食堂の利用者は，学生，教職員及び本校に関係ある外来者とする。

　�（営業日）

第３条　食堂の営業日は，土曜日，日曜日，祝祭日及び学校の定める休業日以外の日と定め

る。ただし，休業日に該当する場合であっても，校長が特に必要と認めた日は営業するも

のとする。

　�（営業時間）

第４条　食堂の営業時間は，原則として11時から13時30分までとする。

　�（利用方法）

第５条　食堂を利用する者は，次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

　（1）食堂における飲食はすべてセルフサービスとする。

　（2）食堂の供する飲食物は必ず食堂内で飲食し，他の場所へ移動して飲食してはならない。

　（3）営業時間内は，個人又は団体が食堂本来の目的を超えて利用することはできない。

　（4）その他，食堂の管理運営上指示された事項

　�（営業時間外の使用）

第６条　営業時間外に食堂を使用する場合は，次のとおりとする。

　（1�）学生にあっては，使用の都度１週間前までに学生準則第29条に規定する施設・設備使

用許可願を学生主事を経て校長に提出し，その許可を受けなければならない。

　（2）教職員にあっては，別に定めるところによる。

　�（休業日の使用）

第７条　休業日に食堂を使用しようとするときは，前条に準ずるものとし，給食を依頼する

場合は，「臨時給食依頼書」を併せて提出し，許可を受けなければならない。

　�（使用禁止の範囲）

第８条　食堂を使用する場合で，次の各号に該当するときは使用を禁止する。

　（1）食堂の厨房を使用するとき。

　（2）風紀衛生上不適当と認めるもの。

　（3）食堂の管理運営上支障があると認められるもの。

　（4）第１条に定める目的の範囲を著しく超えるもの。

　（5）営利を目的とするもの。

　（6）その他校長が不適当と認めるもの。

　　　　附　　　則

　　この内規は，昭和54年６月15日から施行する。
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徳山工業高等専門学校合宿研修施設管理運営規則

　�（趣旨）

第１条　徳山工業高等専門学校合宿研修施設（以下「研修施設」という。）の管理運営につ

いては，法令の定めによるもののほか，この規則の定めるところによる。

　�（目的）

第２条　研修施設は，徳山工業高等専門学校（以下「本校」という。）の学生が，規律ある

集団生活を通して，心身を錬磨し，円満な人格と協調融和の精神を養い，豊かな人間性を

育成するための合宿・研修等の行事に使用することを目的とする。

　�（管理運営）

第３条　校長は，研修施設の管理運営に関し統括する。

２　学生主事は，校長の命を受けて，研修の運営に当たり，その事務は，学生課学生支援係

（以下「学生支援係」という。）において処理する。

　�（使用者及び使用の範囲）

第４条　研修施設を利用することができる者は，次のとおりとする。

　（1）本校の学生及び教職員

　（2）その他校長が特に使用を認めた者

２　研修施設を利用することができる場合は，次のとおりとする。

　（1）本校の学生及び教職員の研修・集会及び会合

　（2）本校の学生の合宿

　（3）その他校長が特に使用を認めた場合

　�（指導及び監督）

第５条　学生が研修施設を使用する場合には，使用責任者を選定し，顧問教員，担任教員又

はこれらに代わる教職員（以下「顧問教員等」という。）が指導に当たるものとする。

２　前項の場合において，宿泊を伴う場合には，必ず顧問教員等が宿泊のうえ，指導に当た

るものとする。

　�（使用手続き等）

第６条　研修施設を使用しようとする場合には，使用予定日の７日前（本校学則第５条第１

項第３号から第６号までに定める休業日に使用しようとする場合にあっては，その休業開

始日の１０日前）までに，責任者は，学生支援係へ合宿研修施設使用許可願（別紙第１号

様式）を提出し，校長の許可を受けなければならない。

２　前項の規定により使用の許可を受けた後，都合によりその使用を取り消し，又は使用日

時若しくは使用人員等の変更をしようとするときは，速やかに合宿研修施設使用取消（変

更）許可願（別紙第２号様式）を学生支援係に提出し，校長の許可を受けなければならない。

　（使用期間及び使用時間）

第７条　研修施設の使用を認めない期間は，次のとおりとする。

　（1）１２月２８日から翌年の１月４日まで

　（2）管理上校長が認めた期間　
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２　研修施設を使用することができる時間は，原則として次のとおりとする。ただし，第４

条第２項第２号に定める使用の場合においてはこの限りではない。

　（1）平日　放課後から２０時まで

　（2）休日，休業日　８時３０分から２０時まで

　�（使用上の注意）

第８条　研修施設を使用する者は，別に定める使用心得を厳守しなければならない。

　�（使用許可の取消）

第９条　校長は，この規則並びに使用心得に違反する行為があった場合，又は研修施設の管

理上支障があると認められときは，使用の許可を取り消すことがある。

　�（鍵の管理及び使用）

第10条　研修施設の鍵は学生支援係で保管する。ただし，労働時間以外は宿日直者が保管す

るものとする。

２　鍵の受け渡しは学生支援係で行い，使用期間中の扉の開閉及び鍵の保管は，顧問教員等

が責任をもって行うものとする。

　�（使用の調整）

第11条　学生支援係は，研修施設を効率的に使用することができるよう研修施設使用台帳を

作成し，必要な連絡調整を行うものとする。

　�（弁償責任）

第12条　研修施設を使用する場合は，施設・設備及び備品等を損傷又は紛失したときは，直

ちに学生支援係に届けでなければならない。

２　前項の場合において，当該損傷又は紛失が使用する者の責任において生じたものである

ときは，その損害を弁償しなければならない。

　�（雑則）

第13条　人員の都合により，研修施設以外の校内施設を使用して行う合宿についてもこの規

則を準用する。

　　　附　則

　この規則は，昭和５８年６月２４日から施行する。

　　　附　則

　この規則は，平成１１年１月５日から施行する。

　　　附　則

　この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２９年３月３０日一部改正）

　この規則は，平成２９年４月１日から施行する。
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徳山工業高等専門学校合宿研修施設使用心得

１�．合宿研修施設（以下「施設」という。」）は，使用許可を受けた目的以外に使用したり

他人に転貸しないこと。

２．使用許可を受けた者以外の者を施設内に立ち入らせないこと。

３．合宿する場合に使用する寝具類は，利用者が持参すること。

４．使用時間中は，�毎日清掃時間を設け施設内外の清掃を行うこと。

５．保健衛生には十分留意すること。

６．施設・設備及び備品は大切に取り扱い，無断で移動させないこと。

７．火気の取り扱いには十分注意し，所定の場所以外では使用しないこと。

８．爆発物等危険物を施設内に持ち込まないこと。

９．高歌放吟し，又は他に迷惑をかける行為をしないこと。

10．喫煙，飲酒は厳禁する。

11．合宿する場合，門限は21時とし，消灯は23時とする。

12．入浴時間は，原則として18時から20時までとする。

13．施設内に電気器具・ガス器具等を持ち込まないこと。

14�．電気・ガス・水道の使用にあたっては，極力節約に努め，ガスの元栓の締め忘れ，電源

の入れ放し等がないように注意すること。

15�．使用責任者は，使用終了後速やかに整理整頓のうえ学生支援係に報告し，その点検を受

けること。

16．その他，この心得に定めていない事項については，すべて校長の指示に従うこと。
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徳山工業高等専門学校情報セキュリティ利用者規程

　�（目的）

第１�条　この規程は，独立行政法人国立高等専門学校機構徳山工業高等専門学校（以下

「本校」という。）における情報セキュリティの維持向上のために情報システムを利

用する者が遵守すべき事項を定めるものである。

　�（定義）

第�２条　この規程における用語の定義は，この規程で定めるものを除き，独立行政法人

国立高等専門学校機構情報セキュリティポリシー対策規則（機構規則第９８号）別表，

独立行政法人国立高等専門学校機構情報格付規則（機構規則第９９号。以下「格付規

則」という。）の定めるところによる。

　�（適用範囲）

第３条　この規程は，本校の情報システムを対象とする。

　�（適用対象）

第４条　この規程は，本校の情報資産を利用する利用者に適用する。

　�（一般的遵守事項）

第�５条　利用者は，この規程及び本校情報資産の利用に関する各実施手順等を遵守する

とともに，その他関連規則を遵守しなければならない。�

２　利用者は，立入り権限のない安全区域へ立入らないこと。

　�（一般的禁止事項）

第６条　利用者は，次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

　一　差別，名誉毀損，誹謗中傷，人権侵害及びハラスメントにあたる情報の発信

　二　個人情報やプライバシーを侵害する情報の発信

　三　守秘義務に違反する情報の発信

　四　著作権等の知的財産権や肖像権を侵害する情報の発信

　五　公序良俗に反する情報の発信

　六　本校の社会的信用を失墜させるような情報の発信

　七　ネットワークを通じて行う通信の傍受等，通信の秘密を侵害する行為

　八�　不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号）に定めら

れたアクセス制御を免れる行為，又はこれに類する行為

　九　過度な負荷等により円滑な情報システムの運用を妨げる行為
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　十�　その他法令に基づく処罰の対象となり，又は損害賠償等の民事責任を発生させる

情報の発信

十一　上記の行為を助長する行為

　�（本校の情報システムの利用に係わる禁止事項）

第�７条　利用者は，本校の情報システムについて，予め情報セキュリティ管理者から許

可を得ている場合を除き，次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

　一�　利用を許可された以外の目的で利用すること及び利用資格のない者に利用させる

こと。

　二�　新たにソフトウェアをインストールすること及びコンピュータの設定の変更を行

うこと。

　三�　新たにコンピュータシステムを本校内に設置すること及び本校のネットワークに

接続すること。

　四　本校の情報システムを利用して情報公開を行うこと。

　五　ネットワーク上の通信を監視し，又は情報システムの利用情報を取得すること。

　六　管理権限のないシステムのセキュリティ上の脆弱性を検知すること。

２�　ファイルの自動公衆送信機能を持ったP2Pソフトウェアについては，教育・研究目

的以外にこれを利用してはならない。

　�（アカウントの申請）

第�８条　利用者は，アカウントを管理・運営する部署に，情報システム利用申請を行い，

アカウント管理を行う者からアカウントの交付を得なければならない。

　�（ユーザIDの管理）

第�９条　利用者は，本校の情報システムに係わるユーザIDについて，次の各号に掲げる

事項を遵守しなければならない。

　一�　自分に付与されたユーザID以外のユーザIDを用いて，本校の情報システムを利用

しないこと。

　二�　自分に付与されたユーザIDを，他者が情報システムを利用する目的のために付与

及び貸与しないこと。

　三�　自分に付与されたユーザIDを，他者に知られるような状態で放置しないこと。

　�四　ユーザIDを利用する必要がなくなった場合は，アカウントを管理・運営する部署

に届け出ること。ただし，個別の届出が必要ないと，あらかじめアカウント管理を行

う者が定めている場合はこの限りでない。

２�　本校の情報システムに係るアカウントが停止されたときは，情報セキュリティ管理

者に停止からの復帰を申請することができる。
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　�（パスワードの管理）

第�１０条　利用者は，本校の管理区域･安全区域への入退場又は本校の情報システムの

利用認証に係わるパスワードについて，次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。

　一　他者に知られないようにすること。

　二　他者に教えないこと。

　三　容易に推測されないものにすること。

　四�　パスワードを定期的に変更するように定められている場合は，その指示に従って

定期的に変更すること。

２�　前項のパスワードが他者に使用され，又はその危険が発生した場合は，本校の利用

者は直ちにアカウントを管理・運営する部署にその旨を報告しなければならない。

　�（情報システムの取扱と注意事項）

第�１１条　利用者がPCを利用する場合は，当該PC及び扱う情報を適切に保護しなければ

ならない。

第�１２条　利用者は，利用するPCについて，情報セキュリティの維持を心がけるととも

に，次の各号に掲げる対策を講じなければならない。

　一�　マルウェア対策ソフトウェアを導入し，マルウェア感染を予防できるよう努める

こと。

　二�　インストールされているOSやアプリケーションソフトの脆弱性が通知された場合

は，速やかに当該ソフトウェアのアップデートを実施するか，代替措置を講じるこ

と。

第�１３条　利用者が前条に係る以外の情報システムを利用する場合は，情報セキュリテ

ィ管理者の許可を得て，その指示に従って必要な措置を講じなければならない。

　�（電子メールの利用）

第�１４条　利用者が電子メールを利用する場合は，次の各号に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。

　一�　不正プログラムの感染，情報の漏えい，誤った相手への情報の送信等の脅威に注

意すること。

　二　利用を許可された以外での通信を行わないこと。

　三　電子メール使用上のマナーに反する行為を行わないこと。
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�　（ウェブの利用）

第�１５条　利用者がウェブブラウザを利用する場合は，次の各号に掲げる事項を遵守し

なければならない。

　一�　不正プログラムの感染，情報の漏えい，誤った相手への情報の送信等の脅威に注

意すること。

　二�　利用を許可された以外でのウェブの閲覧を行わないこと。

　�（本校支給以外の情報システムからの利用及び本校支給以外の情報システムの持込）

第�１６条　利用者は，本校支給以外の情報システムから公開ウェブ以外の本校情報シス

テムへアクセスする場合又は本校支給以外の情報システムを利用し本校の業務を遂行

する場合は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

　一　事前に情報セキュリティ管理者の許可を得ること。

　二�　利用する当該情報システムには，可能な限り強固な認証システムを備えること。

　三�　当該情報システムにマルウェア対策ソフトウェアがインストールされていること

及び最新のマルウェア定義ファイルに更新されていることを確認すること。

　四�　当該情報システムで動作するソフトウェアがすべて正規のライセンスを受けたも

のであることを確認すること。

　�（接続の申請）

第�１７条　利用者が本校情報システムに新たにコンピュータシステムを接続しようとす

る場合は，事前に情報セキュリティ管理者に申請し許可を得なければならない。

　�（情報の取扱い）

第１８条　利用者は，許可された以外の目的で，情報を利用してはならない。

２　利用者は，許可された以外の目的で情報を保存，複製及び消去してはならない。

３　利用者は，許可された以外の目的で情報を移送，公表及び提供してはならない。

　�（情報セキュリティ対策教育の受講義務）

第�１９条　本校の学生は，入学時に本校情報資産の利用に関する教育を受講しなければ

ならない。

　�（情報セキュリティインシデントの発生時における報告と応急措置）

第�２０条　利用者が情報セキュリティインシデント（以下「インシデント」という。）

を発見したときは，連絡窓口（総務課又は情報処理センター）に連絡すること。

２�　当該インシデントが発生した際の対処手順の有無を確認し，当該対処手順を実施で

きる場合は，その手順に従うこと。ただし，当該インシデントについて対処手順がな
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い場合又は実施できない場合は，その対処についての指示を受けるまで被害の拡大防

止に努めるものとし，指示があった時にその指示に従うこと。

　�（セキュリティ確保に関する義務）

第�２１条　利用者が，情報セキュリティ関連法令，機構の情報セキュリティポリシー若

しくは実施規則又は本校の情報セキュリティ実施規程若しくは情報セキュリティ対策

実施手順への重大な違反を知った場合は，情報セキュリティ管理者にその旨を報告し

なければならない。

２�　前項の場合において，違反者が情報セキュリティ管理者である場合は，情報セキュ

リティ副責任者に報告するものとする。

　�（その他）

第２２条　この規程に関する事務は，総務課において処理する。

第２３条　この規程に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。

　　　附　則（平成２３年１２月８日制定）

　この規程は，平成２３年１２月８日から施行する。

　　　附　則（令和３年３月１１日一部改正）

　この規程は，令和３年３月１１日から施行する。
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徳山工業高等専門学校学寮規則（抄）

　�（趣旨）

第１条　徳山工業高等専門学校（以下「本校」という。）学則第 53 条第 2 項の規定に

基づき，学寮の管理運営について定め，その円滑かつ適正な運営を図るものとする。

　�（目的）

第２条　本校の学寮は，学生の修学に便宜を供与し，かつ，その人間形成を助長して，

教育目標の達成に資することを目的とする。

　�（名称及び構成）

第３条　本校の学寮は，高城寮と称する。

２　高城寮に，男子寮及び女子寮を置く。

　�（遵守事項）

第４条　学寮に入寮する学生（以下「寮生」という。）は，本規則及び本規則に基づ

き定められた諸規則を守り，相互に敬愛啓発して自己及び共同生活の向上充実に務

めなければならない。

　�（所管）

第５条　学寮の管理運営に関する事項は，校長の命を受けて，寮務主事が掌理する。

　�（運営委員会）

第６条　学寮の管理運営に関する事項を調整審議するため，学寮運営委員会を置く。

２　学寮運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。

　�（入寮）

第７条　学寮に入寮できる者は，本校の正規の課程を履修する学生とする。

２　入寮を希望する者は，保護者等連署の「入寮願」（別紙様式１），及び「入寮誓約

書」（別紙様式２）及び「身上調書」（別紙様式３）を寮務主事を経て校長に提出す

るものとする。

３　校長は，入寮希望者を選考のうえ，入寮を許可する。

４　選考に関する必要な事項は，別に定める。

５　入寮の時期は，原則として学年の始めとし，入寮許可期間は，入寮した日の属す

る年度の末日までとする。

６　前項の許可期間が満了した後，引き続き入寮を希望する者は，改めて第 2 項によ

り入寮許可を受けなければならない。　

　�（退寮及び懲戒）

第８条　疾病その他の理由により共同生活に適さないと校長が認めた者は，寮務主事

において，帰宅を指導する，又は寮から退去させる等の措置をとることができる。

２　寮務主事は，本校の規則に違反し，又は学生の本分に反する行為のあった寮生に

対し，教育上又は学寮内の安全若しくは秩序を守るために必要がある場合，学寮運

営委員会で審議のうえ，校長の許可を得て，これを懲戒する。この規則に基づく懲

戒は，訓告，停寮及び退寮勧告とする。

３　校長は，前項に該当する寮生に対し，寮務主事及び学寮運営委員会の意見を聴い

たうえで，必要に応じ懲戒として第７条第３項の入寮許可を取り消し，退寮の処分

を行うことができる。
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４　入寮許可期間の満了前に退寮を希望する者は，保護者等連署の「退寮願」（別紙

様式４）を寮務主事を経て校長に提出して，その許可を受けなければならない。

５　前項により退寮した者は，退寮許可の日から６ヶ月を経過するまでの間，入寮を

願い出ることはできない。

　�（閉寮）

第９条　次に定める期間は，閉寮とする。

　（1）　学則に規定する休業期間

　（2）　その他校長が必要と認める期間

２　次に定める期間は，原則として在寮を許可しない。

　（1）　前項に定める閉寮の期間

　（2）　休学及び停学の期間

　（3）　その他校長が指定する期間

３　第 1 項に定める閉寮期間に在寮を希望する者は，寮務主事を経て校長に願い出て，

その許可を受けなければならない。在寮許可に関する必要な事項は，別に定める。

　�（寄宿料等）

第 10 条　寄宿料は，本校学則に定めるところによる。

２　寮生の生活上必要な経費で各人の負担すべきものは，別に定めるところにより納

付するものとする。

３　寮生又は寮生の学資を主として負担している者が災害を受け，寄宿料の納付が困

難と認められる場合は，別に定めるところにより寄宿料を免除することができる。

４　寄宿料及び第２項の経費を納付しない者は，退寮させることがある。

　�（共同生活の自治）

第 11 条　寮生は，学寮において，寮生活を自律的に運営するための組織を設けるこ

とができる。

２　前項の組織及びその活動は，寮生相互の個人生活を侵すことがあってはならない。

３　第１項の組織を設けようとする場合は，次に掲げる事項について寮務主事及び学

生主事を経て校長に提出し，その承認を受けなければならない。変更又は廃止する

場合においても同様とする。

　（1）　名称

　（2）　目的

　（3）　規約

　（4）　代表者及び役員

４　校長は，第１項の組織が，その目的を逸脱し，又は前 2 項の規定に違反すると認

められた場合は，当該組織を解散させることができる。

　�（防災安全）

第 12 条　寮生は，火災その他の災害防止について常時注意するとともに，学校の行

う防火訓練その他の措置について協力しなければならない。

２　火気の使用は，指定の場所以外でしてはならない。

３　寮生は，災害又は事故の発生を知った場合，直ちに臨機の処理をとるとともに関

係教職員に報告し，その指示に従って行動しなければならない。

　�（保健衛生）
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第 13 条　寮生は，各自健康の維持及び増進に留意するとともに寮内の清潔に努めな

ければならない。

２　疾病にかかった者は，直ちに寮務主事に申し出て，その指示に従わなければなら

ない。

　�（施設・設備の使用）

第 14 条　学寮の施設・設備の使用については，別に定める。

　�（門限外の外出，外泊）

第 15 条　門限外の外出，又は外泊については，あらかじめ寮務主事に願い出て，そ

の許可を受けなければならない。

　�（雑則）

第 16 条　この規則に定めるもののほか，学寮の運営に関し必要な事項は，別に定める。

　　　附　則

　この規則は，昭和４９年６月７日から施行する。

�（中略）

　　　附　則

　この規則は，平成３０年２月８日から施行する。

　　　附　則

　この規則は，令和３年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この規則は，令和４年４月１日から施行する。
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寮 生 心 得

　寮生は，学寮規則を遵守するほか，次の各項によって秩序ある生活をしなければならない。

１．日　　課

（1）日課時間　

　日課時間は共同生活の基本となるべきものであるので，寮生は次の時間表によって行動す

ること。

区　　分
時　　　　　　間

授　　業　　日 休　　業　　日

起　　床 ※７：１０　 ※８：００　

朝�点�呼 ※７：２０　 ※８：１０　

清　　掃 ７：２０～７：４０　

朝　　食 ７：３０～８：２０　 ７：４０～８：４０　

登校終了 ※８：３０　

昼　　食 １１：４０～※１２：４０ １２：００～１３：００　

夕　　食 １８：００～１９：３０

入　　浴 １７：００～２２：３０（２２：５０施錠）

門　

限

女子 ２０：００

男子 ２１：３０ ２２：００

夜
点
呼

女子 ※２０：００　

男子 ※２１：３０　 ※２２：００　

自習時間 ２０：００～２３：３０

消　　灯 ２３：３０

（※印はチャイム放送）

（2）消灯・延灯について

　消灯時間（チャイム）は，公共場所の消灯等の点検と寮生が各自の居室に戻り就寝の準備

を行うことを促すものである。従って，これ以後，他人の部屋を訪問してはならない。また，

廊下や隣室に音声が漏れないように過ごすこと。

　試験勉強のために延灯する場合は，試験開始２週間前から午前１時まで，試験中は午前２

時まで延灯ができる。
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２．学寮を勉強のできる場とするために

（1）自習時間について

　自習時間中は，静粛にし，みんなが勉学できる雰囲気を作るため，次のことを厳守するこ

と。

　　ア　必要にあって音楽等を聞くときは，イヤホン等を使用すること。

　　イ　みだりに他人の居室を訪問しない。

　　ウ　自習時間は，他人の勉学を妨げてはならない。

　　エ　クラブ活動のミーテイングその他の会合は，自習時間を避けること。

　　オ　自習時間中は，ゲーム等に属するものはしないこと。

（2）居室の利用について

　　ア　居室は，常に清潔にする。

　　イ　居室の備品は，大切に扱い，改造したり故意に破損してはならない。

　　ウ　壁その他に落書きをしたり余分なものを貼り付けてはならない。

　　エ　洗濯物は，指定の場所に干し，居室には干さないこと。

（3）談話キッチンルームの利用について

　　ア　談話キッチンルームの使用時間は，２３時３０分までとする。

　　イ�　調理器具を使用する場合は，空だき及び煮こぼれを防ぐため，その場から離れない

こと。

　　ウ　補食の調理は，談話キッチンルーム以外で行わないこと。

　　エ　電気冷蔵庫は，常に清潔に保ち，他人の収納物に手をつけないこと。

　　オ�　談話キッチンルームは，常に清潔に保ち，食べかす等は指定の容器に入れること。

　　カ　湯は，洗面，洗濯等に使用してはならない。

（4）ラーニングスペースの利用について

　　ア　ラーニングスペースの使用時間は，２３時３０分までとする。

　　イ　テレビの音量は小さくして，他の居室の迷惑にならないよう配慮すること。

　　ウ　テレビの視聴時間は，２３時３０分までとする。

３．自己の所在を明らかにするために

（1）点呼について

　　ア�　点呼は，同じ寮棟に居住している者が人間的なつながりを深め，共同意識を強め，

かつ健在かを確かめ合う場であるため，必ず出席しなければならない。

　　イ�　特別な外出などの理由で夜点呼に出席できないときは，前日（平日）１７時００分

までに，点呼時外出特別許可願を学生課寮務係（以下，「寮務係」という。）に提出し，

寮務主事の許可を得ておくこと。ただし急病で出席できないときは，寮務主事または

寮務主事補（以下，「寮務担当教員」という。）に連絡の上，当直教員に届出ること。

　　ウ�　点呼の際は，寝具を整頓し，端正な服装で所定の位置に整列し，当直教員に異常の

有無を報告すること。

　　エ�　夜点呼後に特別な理由で外出する必要があるときは，点呼後外出許可願を学生課寮

務係（以下，「寮務係」という。）に提出し，寮務主事の許可を得ておくこと。

　　オ�　部活等でやむを得ず朝点呼より前に外出する必要があるときは，点呼時不在許可願

を寮務係に提出し，寮務主事の許可を得ておくこと。

（2）外出・外泊について

　　ア�　外泊するときは，外泊届を外泊２日前の昼休み終了までにオンライン入力し，寮務

主事の許可を得ておくこと。女子寮生が外泊申請した場合には，その旨を保護者のメ
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ールアドレスに通知する。

　　イ�　届出の外泊期間終了時に帰寮出来ない時は，電話その他の方法で速やかに寮務担当

教員または寮務係の何れかに連絡すること。

　　ウ�　２人部屋において，帰寮予定時間が過ぎても外泊者（外出者）が帰寮しない場合，

同室者は，当直教員または寮務担当教員に速やかに申し出ること。

　　エ　授業日（翌日が休業日を除く）の外泊は，原則として許可しない。

（3）自由外出について

　　ア�　授業日は放課後から夜の点呼まで，休業日は朝の点呼から夜の点呼までを自由外出

時間とする。

　　イ　外出するときは，同室者にも行き先，帰寮日時等を知らせておくこと。

　　ウ　自由外出時間以外の外出は，特別の場合を除きしないこと。

（4）居室の鍵について

　居室の鍵は，寮生一人に１本貸与するので適切な管理をすること。従って，鍵の貸し借り

や合鍵の複製を禁ずる。

　寮生の在寮確認は，貸与した居室の鍵により行っているため，授業日，休業日問わず寮か

ら外出する時は，必ずキーボックスに入れて外出すること。

（5）その他

　　ア�　許可なく居室を代わってはならない。やむを得ない場合は，寮務主事の許可を得な

ければならない。

　　イ�　入退寮するときは，正式な手続きをすませた後，寮務担当教員の指示に従うこと。

４．男子寮・女子寮相互について

　男子寮生・女子寮生は，互いに節度ある行動をとること。

５．遅刻・欠席について

（1�）欠席するときは，その理由を当直教員または寮務係に告げ，欠席届を学級担任に提出し

なければならない。本人が病気等で届け出られない時は，他の寮生が届けを代行すること。

（2�）遅刻をした者は，遅刻届を学級担任に提出しなれればならない。怠惰による遅刻をしな

いようにお互いに注意しあうこと。

６．面会について

（1�）外来者と面会するときは，当直教員または寮務係の許可を得て，所定の場所で面会する

こと。その際，面会者を許可なく居室等へ立ち入らせないこと。

（2�）面会時間は，放課後から夜の点呼時までとする。

７．保健衛生

（1）病気になった時の処置

　　ア�　病気になった場合，本人または同室者は，当直教員，寮務担当教員または寮務係の

何れかに届け出て，当直教員，寮務担当教員または寮務係の指示に従って健康の回復

に努めること。

　　イ�　病人食のおかゆなどが必要なときは，寮務担当教員または寮務係に届け出ること。

　　ウ　健康保険証等は，所持しておくこと。

（2）常備薬品

　応急手当のため寮務係に薬品類を常備している。
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（3）衣類の衛生管理について

　　ア　衣類は，常に洗濯をし，清潔にしておくこと。

　　イ　寝具類は，常に清潔にし，時々日光消毒を行うこと。

（4）入浴について

　　ア　入浴は，入浴時間を守り，注意事項を守って行うこと。

　　イ�　伝染病または伝染病の恐れのある皮膚病にかかっている者は，入浴してはならない。

　　ウ　浴場・浴槽内は，常に清潔に保つよう心がけ，他人に迷惑をかけないこと。

　　エ　脱衣場には，私用物品を放置したままにしないこと。

　　オ　浴場の使用は，入浴時間以外使用してはならない。

　　カ　シャワーの利用については，別に定める。

（5）洗濯場・乾燥機，物干場の使用について

　　ア　洗濯機，・乾燥機の使用は，２３時３０分までに終了すること。

　　イ　洗濯機は，使用方法を守って丁寧に使用すること。

　　ウ�　乾燥機は，負荷をかけ過ぎないようにし，使用法どおりに使用し節電に努めること。

　　エ　物干場は，整然と使用すること。

　　オ　水は，出しっ放しにせず，節水に努めること。

（6）アイロン・布団乾燥機の使用について

　　ア�　アイロン・布団乾燥機は，寮の事務室に備え付けている。使用する者は当直教員，

寮務担当教員または寮務係に申し出て借用すること。その際，使用簿に記入のうえ借

用し，使用後は直ちに返却すること。

　　イ�　アイロン・布団乾燥機の使用時間は，２３時３０分までとし，コードを付け放しに

せず，火災予防に十分注意すること。

８．清　掃

（1）居室の清掃

　居室は，各自毎日清掃し整理整頓に努めること。二人部屋の者は，特にお互い協力して清

掃すること。

（2）共用区域の清掃

　共用の場所（廊下，階段，玄関，談話キッチンルーム，ラーニングスペース，便所，下駄

箱，浴場，洗濯場，屋上外庭など）は，当番を決めて毎日清掃すること。

（3）上履きの使用について

　居住棟内では，上履きを使用し，外庭用のはきものとは厳に区別すること。

９．火災予防

（1）電気器具の使用について

　　ア�　火災予防のため電熱器具（ヘヤードライヤー及び電気蚊取器は除く）を使用するこ

とはできない。

　　イ　電気器具を使用したあとは，必ずプラグをコンセントから外しておくこと。

　　ウ　電気の配線を改変してはならない。

（2）緊急時の処置について

　　ア�　寮生は，火災その他事故の発生を知った場合，ただちに臨機応変の処置をとるとと

もに，当直教員，寮務担当教員または寮務係に連絡すること。

　　イ�　寮生は，常に非常事態が発生したら速やかに避難できるよう心得ておくこと。

　　ウ　寮生は，消火器具及び消火栓の位置を確認し，その使用法を心得ておくこと。
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　　エ　消火器具は，所定の位置からみだりに移動させてはならない。

（3）防火演習について

　　ア�　防火演習は年１回以上行い，寮生はそれぞれ決められた部署に従って訓練を受ける

こと。

　　イ　寮生は，必ずこの演習に参加しなければならない。

　　ウ　寮生は，別に定める避難・消火計画に従って火災の時に備えるものとする。

10．盗難予防

（1）所持品の記名について

　自己の所有物には，すべて明瞭に氏名を記入しておくこと。

（2）現金の取り扱いについて

　　ア�　家庭から学資を送って来たときは，納入すべきものは速やかに納入し多額の現金は

所有しないこと。

　　イ　必要以上の多額の金は，預金しておくこと。

（3）盗難届

　盗難にあったことがわかった時は，速やかに当直教員，寮務担当教員または寮務係に届け

出ること。

（4）施錠について

　　ア　居室を留守にする時は，同室者が協力して必ず施錠すること。

　　イ�　登校終了後から放課後まで居住棟は施錠する。従って，寮の出入りはできない。必

要がある場合，寮務担当教員または寮務係の許可を得て出入りすること。

11．交通事故防止

（1）自転車は，自転車置場に施錠しておき，その他の場所には置かないこと。

（2�）寮生は，寮生活中並びに帰省・帰寮する場合，自動車及び自動二輪車・原動機付自転車

（以下，「自動車等」という）を運転してはならない。

12．暴力行為等の防止について

（1）寮生は，いかなる場合においても絶対に暴力行為及び威圧行為を行ってはならない。

（2）寮生は，強制指導行為，使役行為及びいじめ行為を行ってはならない。

（3�）共同生活の秩序を乱す事態が発生した場合は，寮務担当教員に申し出て指導を受けるこ

と。

13．週番について

（1）週番は，３名（女子は２名）の輪番制とし，１週間交代でこれにあたる。

（2�）週番は，寮務主事の指示を受けて日課の進行にあたるとともに寮生全体の連絡及び規律

の保持にあたる。

（3）週番の交代は，毎週木曜日，寮務担当教員及び寮生会長ほか役員立会いのうえ行う。

（4�）週番は，次のことを行う。

　　ア　点呼，巡回に関すること。

　　イ　規律の保持，清掃・整頓に関すること。

　　ウ　騒音防止に関すること。

　　エ　火災予防，盗難防止に関すること。

　　オ　寮内放送に関すること。
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　　カ　その他寮務担当教員及び寮務係から指示されたこと。

（5）週番は，週番日誌をつけ，８時までに寮務係に提出すること。

（6�）週番が都合により一時交替を必要とするときは，所定用紙に理由を記載のうえ，寮務係

に提出し寮務主事の許可を受け交替すること。

14．学寮経費

（1）入寮費

　入寮者は，入寮費として１，０００円を納入するものとする。ただし，前学年度に引き続

き再入寮するものの入寮費は徴収しない。

（2）寄宿料

　寄宿料は，月額　８００円（１人部屋），７００円（２人部屋）とする。

（3）食　費　

　　ア　食費材料費は，１日８３０円（朝２５０円，昼２６０円，夕３２０円）とする。

　　イ　食費諸経費は，月額１５，０３０円とする。

（4）寮　費

　　ア�　寮費は，学寮生活をするうえで，直接寮生が負担すべき光熱水費・雑費・空調機維

持管理費の諸費用にあてるもので，１ヶ月あたり８，５００円とする。

　　　　　光熱水費・雑費　　　　月額８，０００円

　　　　　空調機維持管理費　　　半期３，０００円

　　　　なお，空調機維持管理費については，学校に寄附することで経理を委任する。

　　イ�　月の途中で入寮する場合，光熱水費・雑費はその月から，空調機維持管理費につい

ては当該期分から納入しなければならない。

　　　�　その期分を納入した者がその期途中に退寮する場合，光熱水費・雑費についてはそ

の月以降を還付するが，空調機維持管理費は還付の対象としない。

（5�）上記の食費を除く学寮経費は，前期に係るものについては５月末日までに，後期のもの

にあっては１０月末日までに納入しなければならない。なお，食費については委託業者か

らの請求に基づき納入するものとする。

（6）この心得に定める学寮経費は，経済事情の変動に伴い金額を変更することがある。

15．その他

（1）長期休業中の閉鎖について

　　ア�　長期休業中は，原則として学寮を閉鎖する。従って，寮生は，閉寮初日または翌日

には帰省すること。帰省の日等はあらかじめ家庭に連絡しておくこと。

　　イ　閉寮中は，原則として寮内への立ち入りを許可しない。

　　ウ　帰寮日は，学校の始業日１日前からとする。

（2）食事関係について

　　ア　食事は，所定の時間に食堂でとること。許可なく居室で食事をしないこと。　

　　イ�　寮務主事の承認を得て，外泊のため又は休日の欠食を希望するときは，給食委託業

者の食数管理システムに欠食する日の２日前昼休み終了までにオンライン入力するも

のとする。

　　ウ�　長期休業又はその他の理由により長期にわたり欠食していた場合，帰寮日の夕食は

原則として給食できない。

（3）特殊郵便物，小包の受領について

　書留・小包等の特殊郵便物は，当直教員または寮務係から受け取ること。

− 151 −



（4）電動アシスト自転車の利用について

　貸し出し用電動アシスト自転車（以下，「電動自転車」という）の利用方法は，次のとお

りとする。

　　ア�　電動自転車を利用希望する学生は，事前に利用する時間帯を寮務係に備え付けの電

動自転車利用予約表にオンライン入力する。

　　イ�　予約した電動自転車を利用する場合は，予約した電動自転車のバッテリーを寮務係

から借りて利用する。

　　ウ�　電動自転車は，買い出しする場合に利用することができ，アルバイト等への移動に

は利用はできない。

　　エ　電動自転車の利用時間は，最長３時間とする。

　　オ�　電動自転車を返却する場合は，所定の電動自転車駐輪場に駐輪し，施錠の上，バッ

テ　リーを寮務係に返却する。

（5）インターネット接続サービスについて

　　ア　インターネット接続サービスを提供する時間は，５時から２４時３０分までとする。

　　イ　インターネットを利用するにあたり，情報モラルを遵守し利用すること。

16．おもな禁止事項

（1）男子寮・女子寮相互の立ち入り及び寮内での喫煙は，退寮処分の対象とする。

（2）寮生以外の者を宿泊させてはならない。

（3）寮内で飲酒，麻雀をしてはならない。

（4）寮内で犬，ねこ，小鳥などの動物を飼育してはならない。

（5）寮内において，大音量で音楽演奏などを行い，他の寮生に迷惑をかけてはならない。

17．電気器具の寮内持ち込みについて

（1）持込禁止電気器具

　電気コンロ，電気こたつ，電気ストーブ，アイロン，コーヒーメーカー，電気ポットその

他放置しておくと火災の恐れのある器具類及び他人に迷惑を及ぼす音響機器。

（2）任意に持ち込みできる電気器具

　　ア�　電気蚊取器，ヘヤードライヤー，扇風機，冷蔵庫（75ℓ以下），除湿器，電気スタン

ド，オーディオ機器，ノートパソコンは個人で使用できる。

　　イ�　特別な理由により電気毛布等の使用を希望する者は，暖房器具使用許可願を寮務係

へ提出し寮務主事の許可を得て使用すること。

18．施設の使用許可願について

　食堂，談話キッチンスペース及び屋上などの共用の場所を使用目的外のことで使用する時

は，その都度責任者を決め施設使用願を寮務係へ提出し，寮務主事の許可を得なければなら

ない。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，昭和60年４月１日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，昭和62年４月１日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成３年４月１日から施行する。
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　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成４年４月１日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成４年11月１日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成６年４月１日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成７年４月１日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成８年４月１日から施行する。　

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成14年４月１日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成15年４月１日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成16年4月1日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成20年10月24日から施行し，平成20年4月1日から適用する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成21年4月1日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成24年4月1日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成26年4月1日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成27年4月1日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成28年4月1日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，平成30年2月5日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，令和元年10月1日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，令和３年４月1日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，令和４年４月1日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，令和５年４月１日から施行する。

　　　　　　　附　　　則

　　　　この心得は，令和６年４月１日から施行する。
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徳山工業高等専門学校寮生会会則

　第１章　総　　　則

�（名　称）

第１条　本会は，徳山工業高等専門学校寮生会と称する。

�（目　的）

第２条　本会は，学寮規則第９条の規定により，寮務主事の指導監督のもとに規律ある共

同生活を営み，自主的な寮生活を送り，寮生相互の親和をはかり，健全な学習環境を作

ることを目的とする。

�（構　成）

第３条　本会の会員は，徳山工業高等専門学校寮生全員をもって構成する。

�（運営機関）

第４条　第２条の目的達成のため，本会に次の機関をおく。

　　（1）　寮生総会�

　　（2）　役員会

　　（3）　部会

　　（4）　監査委員会

　　（5）　選挙管理委員会

　第２章　寮 生 総 会

�（地　位）

第５条　寮生総会（以下「総会」という）は，本会の最高議決機関とし，寮生会長がこれ

を召集する。

�（定期総会）

第６条　定期総会は年２回とし，原則として４月及び９月に開催するものとする。

�（臨時総会）

第７条　臨時総会は，次の場合に開催することができる。

　（1）　会員の３分の１以上の要求があったとき。

　（2）　役員会が必要と認めたとき。

�（総会の召集）

第８条　総会の召集は，原則として５日前までに寮生会長が日時・場所・議題を掲示によ

って行わなければならない。

�（総会の議決事項）

第９条　総会において議決を要する事項は，次のとおりである。

　（1）　会則の制定及び改廃。

　（2）　予算・決算の承認及び当期の活動報告，次期の活動計画。

　（3）　監査委員会のため報告

　（4）　その他の承認事項及び寮生会運営上の重要事項。
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�（総会の定足数）

第10条　会員の３分の２以上の出席がなければ，総会を開き議決することはできない。

２　総会の途中で定足数が不足した場合は，それ以後の議決は無効とする。　

�（総会の議決方法）

第11条　総会の議決は，第10条に定める出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは

寮生会長の決するところによる。

�（議長の選出方法）

第12条　議長は，内務部長（男子）とする。ただし，内務部長（男子）がやむを得ず欠席

する場合は，内務部長（女子）が代行する。

　第３章　役　員　会

�（構成及び職務）

第13条　役員会は，本会の最高の執行機関であり，次の役員をもって構成する。

　（1）　寮生会長　　　　１名

　（2）　寮生副会長　　　２名（男子１名，女子１名）

　（3）　内務部長　　　　２名（男子１名，女子1名）

　（4）　指導寮生長　　　１名（男子１名）

　（5）　美化・厚生部長　　２名（男子１名，女子1名）

　（6）　寮生会長が必要と認めた者

�（役員会の召集）

第14条　役員会は，原則として月１回開催するものとし，寮生会長が召集する。ただし，

役員の過半数の要求があったときは，臨時に開催する。

�（役員会の定足数）

第15条　役員会は，役員定数の３分の２以上の出席がなければ開催し，審議することがで

きない。

�（役員会の審議事項）

第16条　役員会は，寮生会の執行機関としてその目的が十分果たせるよう重要事項を審議

するとともに，第17条の任務に従って活動しなければならない。

�（役員の任務）

第17条　役員の任務は，次のとおりとし，他の役員及び寮議員を兼務することはできない。�

　（1）　寮生会長　　　　��寮生会を代表し，会則の目的達成をはかり，寮生活の向上に尽

くす。

　（2）　寮生副会長　　　��寮生会長を補佐し，寮生会長に事故あるときはその任務を代行

する。

　（3）　内務部長　　　　�寮生会全般の運営にあたる。

　（4）　美化・厚生部長　�高城寮の美化に関する運営にあたる。

　　　　　　　　　　　　寮生の厚生に関する運営にあたる。

　（5）　指導寮生長　　　�寮生の生活全般から勉強に関することの指導にあたる。

�（役員の選出方法）

第18条　寮生会長及び寮生副会長は，立候補制とし寮生全員の選挙によって選ぶものとする。
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２　内務部長，美化・厚生部長及び指導寮生長は，寮生会長が指名し，寮生総会の承認を

得なければならない。

�（役員の任期）

第19条　役員の任期は１年とする。ただし任期満了後であっても後任者が就任するまでは

その任務にとどまるものとする。

　第４章　部　会

�（部会の種類）

第20条　役員会のもとに次の部会をおく。

　（1）　体育部会

　（2）　文化・広報部会

　（3）　盗難防止会計部会

　（4）　企画部会

　（5）　留学生部会

　（6）　書記部会

　（7）　電算機委員会

�（部会の構成と部員の選出方法）

第21条　部会は，原則として部長若しくは委員長と部員をもって構成する。

２　部長または委員長は，寮生会長が指名し，寮生総会の承認を得なければならない

３　部員は，若干名とし，各部長が指名して決めるものとする。ただし，部会によっては，

部員を配置しないこともできる。

�（部会の所掌事務）

第22条　各部会の所掌事務は，次のとおりとする。

　（1）　体育部会　　　　　　寮生の体育活動についての計画実施に関すること。

　　�　　　　　　　　　　　寮生のレクリエーションの計画，実施に関すること。

　（2）　広報・文化部会　　　寮生会活動の掲示・広報に関すること。

　　　　　　　　　　　　　�寮生の文化活動についての計画実施に関すること。

　　　　　　　　　　　　　�寮誌発行に関すること。

　（3）　盗難防止会計部会　　盗難防止に関すること。

　　　　　　　　　　　　　��寮生会の予算及び決算に関すること，ならびに出納経理に関

すること。

　（4）　企画部会　　　　　　寮生会の行事の企画に関すること。

　（5）　留学生部会　　　　　留学生に関すること。

　（6）　書記部会　　　　　　�寮生会の庶務を処理するとともに総会等の記録を作成し，保

管すること。

　（7）　電算機委員会　　　　寮における電算機・インターネット等に関すること。

�（部会の任期）

第23条　部会の任期は，第19条を準用するものとする。
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　第５章　会　計

�（経　費）

第24条　本会の経費は，会費及び雑収入をもってあてる。

２　会員は，会費として年額1,500円を４月または入寮時に会計に納めなければならない。

�（会計年度）

第25条　本会の会計年度は，４月１日より翌年３月３１日までとする。

�（現金の収支ならびに保管）

第26条　本会の会計業務は，盗難防止会計部長の責任において取り扱うものとする。

２　本会の現預金の管理は，本校事務部に委託するものとする。

�（予　算）

第27条　予算は，各部会等より提出された予算要求に基づき，寮生会長が予算案を作成し，

役員会の議を経た後，寮生総会の承認を得て決定する。

�（支　出）

第28条　盗難防止会計部長が予算支出をする際には，支出決議書の請求内容を精査して，

寮生会長の決裁を得て支出の手続きをとらなければならない。

　第６章　会 計 監 査

�（会計監査員の任務）

第29条　会計監査委員は，本会のすべての会計について年１回監査し，その結果を４月の

総会に報告しなければならない。

�（会計監査委員の権限）

第30条　前条の監査を遂行するために必要の場合は，いずれの機関に対しても必要書類の

提出を求めることができる。

�（会計監査委員の選出）

第31条　会計監査委員は，２名（男子寮１名，女子寮１名）とする。

２　会計監査員は，寮生会長が指名し，寮生総会の承認を得なければならない

�（会計監査委員の任期）

第32条　会計監査委員の任期は，１年とする。

２　会計監査委員は，役員会及び部会の構成員を兼務してはならない。

　第７章　選　挙

�（選挙管理委員会）

第33条　寮生会長・副会長の選挙は，選挙管理委員会が行う。

　（1）　選挙管理委員は，２名（男子寮１名，女子寮１名）とする。

　（2）　選挙管理委員の任期は，１年とする。

　（3）　�選挙管理委員長及び副委員長は，寮生会長が指名し，寮生総会の承認を得なければ

ならない。

　（4）　選挙管理委員会は，次の業務を行う。

　　　　ア．選挙の公示

　　　　イ．立候補者受付
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　　　　ウ．選挙運動の範囲の決定

　　　　エ．投票の準備

　　　　オ．開票及び当選者の決定

　　　　カ．選挙に関する記録

　　　　キ．その他選挙に関する必要な事務

�（選　挙）

第34条　選挙は，立候補制により行う。

第35条　公示は，選挙実施日の１週間前とする。

第36条　立候補の受付期間は，１週間とする。

第37条　立候補者は，選挙管理委員会に届け出るものとする。

第38条　投票は，単記無記名投票とする。

�（開　票）

第39条　開票は，公開とし即日開票とする。

第40条　開票の立会人は，役員のうち２名以上とし，寮生会長が指名する。

�（当選者の確定）

第41条　寮生会長・寮生副会長は，有権者の３分の２以上の投票数を必要とし，有効投票

数の過半数の得票をもって当選とする。

２　最高得票者の得票数が過半数に満たない場合は，上位２名について決戦投票を行う。

第42条　立候補者が１名の場合は，信任投票を行い，過半数の得票をもって信任されたも

のとする。

　第８章　アセンブリ

�（アセンブリ）

第43　アセンブリは，会員が規律ある共同生活を送るため，原則として月１回寮生全員が

集合し，役員会，部会及び寮務主事が指導等を行い，本会の目的を確認するものとする。

�（進行担当）

第44条　進行担当は，内務部長とする。ただし，内務部長（男子）がやむを得ず欠席する

場合は，内務部長（女子）が代行する。

　第９章　週　番

�（任　務）

第45条　本会は，次の業務を処理するため，男子寮・女子寮に週番をおく。

　（1）　点呼，寮内の巡視，安全に対する監視。

　（2）　寮の日課の励行に関すること。

　（3）　寮生会長が必要と認めた業務。

�（構　成）

第46条　週番は，輪番制とする。

２　男子寮の週番は２年生以下が当たり，女子寮は３年生以下が当たるものとする。

�（交　替）

第47条　週番は，原則１週間交替とする。
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２　交替は，木曜日に寮務担当教員及び寮生会長立会いのもとに行うものとする。

　　　附　　　則　　　

　この会則は，昭和５０年４月１日から施行する。

　　　附　　　則

　この会則は，昭和５４年１月１７日から施行する。

　　　附　　　則

　この会則は，昭和５５年４月１日から施行する。

　　　附　　　則

　この会則は，昭和５６年１月１７日から施行する。

　　　附　　　則

　この会則は，昭和６３年４月１日から施行する。

　　　附　　　則

　この会則は，平成３年４月１日から施行する。

　　　附　　　則

　この会則は，平成６年４月１日から施行する。

　　　附　　　則

　この会則は，平成７年４月１日から施行する。

　　　附　　　則

　この会則は，平成１６年４月１日から施行する。

　　　附　　　則

　この会則は，平成２０年４月１日から施行する。

　　　附　　　則

　この会則は，平成３０年４月１日から施行する。
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徳山工業高等専門学校学生会会則

　第１章　総　　則

　�（趣　旨）

第１条　この会則は，徳山工業高等専門学校学生準則第１９条に基づき，徳山工業高等専門

学校学生会（以下「学生会」という。）に関し必要な事項を定める。

　�（組　織）

第２条　学生会は，次に掲げる徳山工業高等専門学校に在学する学生（以下「会員」とい

う。）で組織する。

　（1）本科会員　　本科の１年生から５年生

　（2）専攻会員　　専攻科の１年生から２年生

　�（目　的）

第３条　学生会は，学校の指導のもとに，学生の自発的な活動を通して，その人間形成を助

長し，次に掲げる事項を目標としてその達成に努めることを目的とする。

　（1）学生生活を楽しく豊かで規律正しいものにし，良い校風をつくる態度を養う。

　（2）健全な趣味や豊かな教養を養い，個性の伸長を図る。

　（3）心身の健康を助長し，余暇を活用する態度を養う。

　（4）�学校生活における集団の活動に積極的に参加し，自主性を育てるとともに集団生活に

おいて協力し，民主的に行動する態度を養う。

　（5）学校生活において自治的能力を養うとともに，公民としての生活を向上させる。

　�（遵　守）

第４条　学生会の活動を行うにあたっては，学生準則第１９条第２項に定める遵守事項に違

反することなく会を運営する。

　第２章　機　　関

　�（機　関）

第５条　学生会を運営するために，次の各号に掲げる機関をおく。

　（1）評議委員会

　（2）執行委員会

　（3）会計監査委員会

　（4）選挙管理委員会

　�（構　成）

第６条　学生会は，次の役員により運営する。

　（1）会長

　（2）副会長

　（3）評議委員

　（4）執行委員

　（5）会計監査委員

− 160 −



　（6）選挙監理委員

　�（任　期）

第７条　役員の任期は，毎年４月当初に始まり，翌年３月末日に終わるものとする。

２　役員に欠員を生じた場合は，役員ごとに補充を行う。なお，役員の任期は，前任者の残

余期間とする。

　第３章　総　　会

　�（権　限）

第８条　総会は，学生会の最高議決機関である。

　�（定期総会）

第９条　定期総会は，年度始めに開催し，次の各号に掲げる事項を審議する。

　（1）会則の改廃に関すること。

　（2）予算及び決算に関すること。

　（3）事業計画の承認及び会務報告に関すること。

　（4）その他本会に関する重要事項に関すること。

�　（臨時総会）

第10条　臨時総会は，次の場合に開催することができる。

　（1）評議委員会において評議委員の３分の１以上が総会の開催を必要と認めたとき。

　（2）会員の３分の１以上の署名があったとき。

　�（招集，議題の公示）

第11条　総会は，会長が招集を行う。

２　総会の招集及び議題の公示は，５日前までに行わなければならない。ただし，評議委員

会において緊急と認められた場合には，この限りではない。

　�（定足数・議決）

第12条　総会は，会員の３分の２以上の出席によって成立する。

２　総会の議決は，出席会員の過半数の同意を必要とし，可否同数の場合には議長の決する

ところによる。ただし，会則の改廃，不信任決議等の重要案件は，出席会員の３分の２以

上の賛成を必要とする。

　�（議長・副議長）

第13条　総会に議長，副議長及び書記を各１名おく。

２　総会の議長，副議長及び書記は，評議委員会の委員長，副委員長及び書記がこれにあた

る。

　第４章　評議委員会

　�（審議事項）

第14条　評議委員会は，総会に次ぐ議決機関である。

２　評議委員会は，次の各号に掲げる事頃について審議する。

　（1）選出母体の意志を反映して，執行委員会に勧告すること。

　（2）会則の改廃に関すること。

　（3）会計監査に関すること。
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　（4）予算及び決算に関すること。

　（5）定期総会に関すること。

　（6）臨時総会に関すること。

　（7）執行委員の承認に関すること。

　（8）部及び同好会の活動，新設，廃止に関すること。

　（9）その他学生会の運営に関すこと。

　�（組　織）

第15条　評議委員会は，各学級より２名ずつ選出された委員により組織する。

　�（辞　任）

第16条　評議委員は，評議委員会解散以外は選出母体の承認を得なければ辞任することがで

きない。また，選出母体の３分の１以上の要求があった場合，その評議委員の進退は選出

母体の議決に従うものとする。

　�（委員長等）

第17条　評議委員会の委員長，副委員長及び書記は，評議委員の中より１名ずつ互選される

ものとする。

２　評議委員会の委員長，副委員長，書記及び委員は，他の学生会役員（部長は除く。）と

兼務することはできない。

　�（委員会）

第18条　評議委員会は，委員長が招集を行う。

２　評議委員会の招集及び議題の公示は，開会３日前までに行われなければならない。

３　委員長は，次に掲げる事項が生じた場合には，ただちに委員会を招集しなければならな

い。

　（l）評議委員の３分の１以上の連名要求があったとき。

　（2）執行委員会から要請があったとき。

　（3）会計監査委員会から要請があったとき。

　（4）その他委員長が必要と認めたとき。

　�（定足数・議決）

第19条　評議委員会は，委員の３分の２以上の出席によって成立する。

２　議決は，出席委員の過半数の同意を必要とし，可否同数の場合には委員長の決するとこ

ろによる。

　�（解　散）

第20条　評議委員会は，次の場合解散しなければならない。

　（l）評議委員会が自ら解散を決議したとき。

　（2）総会において不信任を議決されたとき。

第21条　評議委員会が解散した場合は，新評議委員会が成立するまで引続きその任務を行う

ものとする。

２　各選出母体は，改めて評議委員の選出を行い，速やかに新評議委員会を発足させなけれ

ばならない。

　�（委員会出席の義務）

第22条　執行委員は，議案について発言するためにいつでも評議委員会に出席することがで
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きる。また，答弁あるいは説明のために出席を求められた場合は出席しなければならない。

　第５章　執行委員会

　�（機　能）

第23条　執行委員会は，学生会の最高執行機関であり，総会及び評議委員会の決議事項の執

行にあたる。

　�（会長・副会長）

第24条　会長は，学生会を代表して総括し，総会及び評議委員会で議決されたすべての事項

の執行に関する権限と責任を負い，最高責任者となる。

２　副会長は会長を補佐し，会長が不在又は事故のときは，その会務を代行する。

第25条　執行委員会は，会長，副会長及び各局長，副局長並びに局員で構成される。

第26条　会長及び副会長は，会員の立候補制とし選挙によって選出され，学校長の承認を得

て就任する。

２　会長及び副会長は，他の学生会役員と兼務することはできない。

　�（執行委員）

第27条　会長は，副会長と合議のうえ，本科会員の中より総務局，会計局，風紀局，文化局，

体育局，高専祭実行局の局長及び副局長並びに構成員を指名し，評議委員会の承認を得て

任命できる。

２　前項の局長，副局長及び構成員は，それぞれの担当する事務を分掌するが，他の役員と

兼務することはできない。

　�（統　括）

第28条　執行委員会は，会長がこれを統括する。

２　執行委員会は，会長が招集を行う。

　�（職　務）

第29条　執行委員会に次の諸機関をおく。

　（1）総務局　総務局には，総務係，庶務係及び広報係をおく。

　（2）会計局　会計局には，会計係及び物品係をおく。

　（3）風紀局　風紀局には，風紀係及び美化係をおく。

　（4）文化局　文化局には，文化関係の部及び同好会をおく。

　（5）体育局　体育局には，体育関係の部及び同好会をおく。

　（6）高専祭実行局をおく。

２　前項の各局（係）における職務は，次の各号に掲げる事項を行う。

　（1）総務局

　　　　総務係－　�高専祭，体育祭，クラスマッチ等学生会活動全般に関する立案と実施に

関すること。

　　　　庶務係－　総会，執行委員会及び局の記録の作成と保存に関すること。

　　　　　　　　　評議委員会の記録の保存に関すること。

　　　　　　　　　他校学生会との連絡交渉及びその記録の保存に関すること。

　　　　　　　　　部員名簿，年間事業計画書，対外競技記録の保存に関すること。

　　　　広報係－　広報活動に関すること。
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　　　　　　　　　高専だよりへの記事の投稿に関すること。

　（2）会計局

　　　　会計係－　活動全般の会計業務，予算書の作成に関すること。

　　　　　　　　　決算及び会計監査に必要な書類整備に関すること。

　　　　物品係－　学生会が管理すべき物品の管理に関すること。

　（3）風紀局

　　　　風紀係－　校内外の規律維持に関する立案と実施に関すること。

　　　　美化係－　構内の美化に関する立案と実施に関すること。

　（4）文化局

　　　　各文化部，同好会の連絡調整に関すること。

　　　　活動状況の把握，入部及び退部等の手続きに関すること。

　　　　講演会等の開催及び対外的文化活動の交渉に関すること。

　（5）体育局

　　　　各体育部，同好会の連絡調整に関すること。

　　　　活動状況の把握，入部及び退部等の手続きに関すること。

　　　　クラスマッチ等の開催に関すること。

　　　　定期戦，対外試合の企画及び開催に関すること。

　（6）高専祭実行局

　　　　高専祭の実施に関すること。

　�（文化局・休育局）

第30条　文化局は，各文化部，体育局は，各体育部で構成される。

２　文化局及び体育局の職務を円滑に行うために文化局委員会及び体育局委員会をおくこと

ができるものとする。

３　文化局長及び副局長，体育局長及び副局長は，それぞれの局委員会の議長及び副議長と

なり，必要に応じて局委員会を開催するものとする。

　第６章　部及び同好会

　�（構　成）

第31条　部は，会員の同好者によって構成され設置される。

２　顧問教員は，校長の任命した教員１名以上とする。

第32条　各部には，互選による部長，副部長及び会計各１名をおく。

　（1）部長は，その部を代表し部活動の中心となる。

　（2）副部長は，部長を補佐し，部長に事故あるときは代行する。

　（3）会計は，部費の出納及び部に属する財産を管理する。

　（4）部長，副部長及び会計の任期は１年とし，毎年２月までに改選する。

　�（活　動）

第33条　部長は，当該局長を経て会長の示す日までに部員名簿及び年間事業計画書を総務局

に，年間予算要求書を会計局に提出しなければならない。また，部員の入退部，年間活動

計画書の変更が生じたら直ちにその旨を総務局に連絡する。

第34条　部長は，対外活動を行う場合には，所定の書類を顧問教員を経て学校長に提出し，
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その許可を受けなければならない。

第35条　部長は，対外活動終了後直ちに，その活動報告書を作成して校長に報告しなければ

ならない。

第36条　各部の経費支出は，所定の請求書に必要書類を添えて顧問教員を経て会計局に提出

する。

第37条　各部の年間経費支出額は，予算額を超えてはならない。なお，残額は，次年度に繰

り越さないものとする。�（学生会予備費に繰り入れる。）

　�（新設・廃止）

第38条　部の新設を行う場合は，その責任者が当該局長を経て，所定の書類に必要事項を記

載して２月中に執行委員会に提出し，総会の議決，学校の承認を得た後に成立するものと

する。

２　新設を行う場合の部員数は，１０名以上を必要とする。

第39条　次の各号に該当する場合は，評議委員会で審議し，部の活動停止，降格，廃止を命

じられることがある。

　（1）予算運用の不正，物品の破損紛失の著しいとき。

　（2）部員数が１０名に満たなくなったとき。

第40条　学生会の部に準ずるものとして同好会をおくことができる。

２　同好会の新設を行う場合は，その責任者は構成人員，設立申請時期を定めず評議委員会

で審議し，総会の承認を得た後に設立するものとする。

３　同好会は，原則として必要経費を請求することができない。

第41条　部又は同好会への所属は，原則として１人１部（同好会も含む。）制とする。ただ

し，顧問教員及び学級担任の判断により兼部を認める場合がある。

第42条　部又は同好会の加入及び脱退は，拘束されない。

　第７章　罷免・辞任

　�（罷免・辞任）

第43条　会長及び副会長が総会において出席会員の３分の２以上をもって不信任の議案を可

決された場合又は信任の議案を否決されたときは罷免される。

２　会長及び副会長を除く執行委員は，総会又は評議委員会において出席会員又は委員の３

分の２以上をもって不信任の議案を可決された場合又は信任の議案を否決されたときは罷

免される。

３　執行委員は，総会又は評議委員会において正当な理由があると認められなければ辞任す

ることができない。

４　各局員は，会長の許可を受ければ辞任できる。

第44条　前条各項によって罷免又は辞任がなされたときは，速やかに交替がなされなければ

ならない。交替のための手続きは，該当する役員又は局員の選出の規定に従うものとする。

　第８章　財　　政

　�（経　費）

第45条　学生会の会費は，入会金，会費，臨時会費，寄付金，補助金及びその他の収入をも
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ってあてる。

　�（会費等）

第46条　本科会員は，学生会に入会の際に入会金として１，０００円を納入する。

２　本科会員は，学生会を運営するために会費として年額４，０００円を納入する。ただし，

学生会の事業遂行上必要があるときは，評議委員会の議決を経たのち総会の承認を得て，

臨時会費を徴収することができるものとする。

３　専攻会員は，入会金及び会費の納付を免除することができる。

４　納入された入会金及び会費は，原則として返さないものとする。

　�（会計年度）

第47条　会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日をもって終わる。ただし，会

計年度内に発生した行為に基づく収入又は支出がその会計年度内に行いがたい場合に限り，

翌年４月末日を限度として行うことができるものとする。

　�（支出）

第48条　すべての経費支出は，予算の定めるところに従い執行されなければならない。ただ

し，やむを得ない事情が生じた時は，執行委員会において審議し，総会に報告するものと

する。

　�（予備費）

第49条　予見し難い支出に充てるため，予備費を設けることができる。

２　予備費は，原則として予算収入総額の１０分の１以上を計上するものとする。

３　予備費の支出については，会長は予め評議委員会の承認を得るものとする。ただし，緊

急やむを得ないときは，事後に評議員会の承認を受けることもできる。

　�（会計報告）

第50条　会計局は，毎年４月末日までに評議委員会に報告し，承認を得なければならない。

　第９章　会計監査委員会

　�（会計監査）

第51条　会計監査委員会は，学生会の会計が公正に執行されているか監査事務にあたる。

　�（組　織）

第52条　会計監査委員は，３年生の各学級より１名ずつ選出された委員により組織する。

　�（監査の時期）

第53条　会計監査は，毎年４月末に会計監査委員会がこれを行う。

　�（指　導）

第54条　会計監査の指導は，徳山工業高等専門学校事務部の職員より指導を受けることが

できる。

　第１０章　選挙管理委員会

　�（機　能）

第55条　選挙管理委員会は，会長及び副会長の選挙が公正に執行されるよう管理し，これ

に関する一切の事務にあたる。

　�（組　織）
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第56条　選挙管理委員は，各学級より１名ずつ選出された委員により組織する。

２　顧問教員は，校長の任命した教員１名とする。

　�（委員長・副委員長）

第57条　選挙管理委員会委員長及び副委員長は，選挙管理委員の中より１名ずつ互選される

ものとする。

　第１１章　雑　　則

　�（承認事項）

第58条　学生会は，次の各号に掲げる事項について学校長に報告するものとする。

　（1）会則の改廃に関すること。

　（2）事業計画及び予算に関すること。

　（3）事業報告及び決算に関すること。

　（4）部及び同好会の設置，廃止に関すること。

　（5）校外団体の交渉に関すること。

　（6）学生会長及び副会長の就任に関すること。

　（7）その他学生会の運営に関する重要事項に関すること。

　�（活動停止）

第59条　部又は同好会の活動が学校の規則に反する場合は，学校長はその部又は同好会の

　活動の停止又は廃止を命ずることができる。

　�（報告事頃）

第60条　会長は，執行委員が選出，罷免又は辞任がなされたときは，これを遅滞なく学校

　長に届け出るものとする。

第61条　この会則の施行に必要な細則は別に定めることができるものとする。

　　　　�附　則

　�この会則は，昭和４９年１０月　１日より施行する。

　　　　�附　則

　�この会則は，平成１４年　４月　１日より施行する。

　　　　�附　則

　�この会則は，平成２４年　６月　１日より施行する。

　　　　�附　則

　�この会則は，平成２５年　４月　１日より施行する。

− 167 −



徳山工業高等専門学校学生会会計細則

第１条　徳山工業高等専門学校学生会会則（以下「会則」という。）に基づき，会計および

監査に関し，この細則に定める。

　�（会　計）

第２条　本会の会計業務は，会長の責任において会計局が取扱う。

第３条　本校学則第22条に基づき休学するものは，月割計算により，休学当月の翌月から復

学当月の前月までの会費を免除する。ただし，既に納入している会費については，返還し

ない。

第４条　本校学則第26条に基づき学年の中途に退学するものは，月割計算により，退学当月

の翌月からの会費を免除する。ただし，既に納入している会費については，原則として返

還しない。

第５条　会員が次の各号に該当する場合は，会員の申請に基づき，会長が各期分の会費につ

　いて徴収を猶予することがある。

　（1）経済的理由により，納付期限までに会費の納付が困難と認められる場合。

　（2）その他やむを得ないと認められる場合。

第６条　寄付金，補助金などの申し出があった場合は，評議委員会の承認をもって，これを

受けることができるものとする。

第７条　本会の収入金は，金融機関等により適切に管理するものとする。

第８条　会長は，次の手続きを経て予算案を作成しなければならない。

　（1）会長は各局長に経費の年間予算要求書および年間事業計画書を提出させるものとする。

　（2）会長は，会計局を指導して予算原案を作成する。

　（3）予算には，予期しがたい支出にそなえるため，予備費を計上しなければならない。

第９条　会長は，臨時収入などのため，予備費が必要以上にふえた場合は，補正予算をくむ

ことができる。

２　補正予算の作成および執行は，前条に準ずるものとする。

第10条　部費の支出について，各部は，速やかに，会計局に請求書を提出するものとする。

２　会計局は，請求書の内容を審査した後，会長の決裁を得て，支出の手続きをとらなけれ

ばならない。

第11条　会計局は，本会の所有する備品の台帳を作成しなければならない。

第12条　物品は，各部長の責任において，常に確実，安全な方法で保管しなければならない。

第13条　備品に破損，あるいは紛失が生じた場合，部長はすみやかに会長に報告しなければ

ならない。

第14条　本会の財産に損害を与えた者には，会長はその弁償を求めることができるものとす

る。

第15条　弁償については，会長が関係者と協議して決定するものとする。

　�（監　査）

第16条　監査委員は，その業務に関して，総会以外のいかなる機関からも，制約を受けない。
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第17条　監査委員は，会計業務が，会則および細則によって確実に行われている事を確認し

なければならない。

第18条　監査委員は，帳簿を点検した場合は，検印を押さなければならない。

第19条　会計監査業務によって不備が発見された場合は，不備が是正されるまで，監査委員

は，関係者と協議したうえで予算の使用を停止することができる。

第20条　監査委員は，監査結果を評議委員会で承認を得た後に，総会において報告しなけれ

ばならない。

　　　附　　則

　この細則は昭和49年10月�1日より施行する。

　　　附　　則

　この細則は平成24年�6月�1日より施行する。

　　　附　　則

　この細則は平成25年�4月�１日より施行する。

　　　附　　則（平成29年6月15日一部改正）

　この細則は平成29年�6月15日から施行し，平成29年4月1日から適用する。
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徳山工業高等専門学校学生会選挙管理細則

第１条　徳山工業高等専門学校学生会会則（以下「会則」という。）に基づき，学生会会長

および副会長の選挙に関し，この細則に定める。

第２条　選挙の事務と管理は，会則に定めるところにより，選挙管理委員会（以下「選管」

という。）がこれにあたる。

第３条　選管は，その業務に関して総会以外のいかなる機関からも制約を受けない。

第４条　選挙管理委員の任期は１カ年とし，毎年４月に改選される。

第５条　選管は次の職務を行う。

　（1）選挙日時および場所の公示。

　（2）立候補者の公示。

　（3）立会演説会。

　（4）選挙運動についての必要事項の決定。

　（5）投票事務。

　（6）開票事務および結果の報告。

第６条　選挙管理委員は，下記のいずれかに該当する場合解任されるものとする。

　（1）正副会長に立候補した場合。

　（2）会則に定めてあるすべての委員のいずれかに属した場合。

２　選挙管理委員は選挙運動をすることはできない。

第７条　次期会長選挙は，現会長の任期終了前４ヶ月以内に行うことを原則とする。

２　辞任，罷免等による補充選挙は，欠員を生じた日より20日以内に行う。この場合の当選

者の任期は，前任者の残余期間とする。

第８条　立候補者受付期間は最低５日間とする。

２　会長または副会長に立候補しようとするものは，受付期間中に責任者１名，推薦者５名

以上が署名した所定の名簿を付して，選挙管理委員長に届け出なければならない。

３　受付期間を過ぎても立候補がない場合には評議委員会が推薦した者に対して信任投票を

行う。

第９条　選挙公示と投票日との間には，原則として，10日間以上の余裕がなければならない。

第�10�条　立候補者の選挙運動は，選管の指示に従って行わなければならない。

第�11�条　投票は無記名とし，全会員の３分の２以上の投票を要する。

２　投票用紙の記入方法は，選管がそのつどこれを決定する。

３　代理投票および不在投票は認めない。

第�12�条　立候補者が１名の場合は，信任投票を行う。

第�13�条　次に掲げる投票は無効とする。

　（1）所定以外の用紙を用いた場合

　（2）必要記入事項以外のことを記入した場合

　（3）所定以外の書き方をした場合

２　その他疑義を生じた場合は選管の審議により決定する。
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第�14�条　開票および開票結果の公示は，投票終了後，その日を含めて５日以内に行わなけれ

ばならない。

第�15�条　立候補者の当選に際しては，有効投票総数の過半数の支持投票を必要とする。

２　立候補者に対する支持投票数が前項の過半数に満たない場合には最高得票者と次点者と

で決選投票を行う。ただし，全立候補者に対する支持投票の総数が前項の３分の２に満た

ない場合には全立候補者を落選とする。

３　決選投票で決まらなかった場合は立候補者を落選とする。

４�　立候補者が全て落選した場合は，評議委員会が推薦した者に対して１ヶ月以内に信任投

票を行う。

第�16�条　選挙活動にあたっては次に掲げる事項を守らなければならない。

　（1）ポスターはＡ４判とし各学級に１枚宛掲示してもよい。

　（2）前号のポスターには選管の検印を必要とする。

２　立会演説会は全学生を対象として，選管が主催する。

　　　附　　則

　この細則は昭和�49�年�10�月１日より施行する。

　　　附　　則

　この細則は平成�16�年４月１日より施行する。

　　　附　　則

　この細則は平成�24�年６月１日より施行する。

　　　附　　則

　この細則は平成�28�年４月１日より施行する。
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創　設　概　要

　（1）　工業高等専門学校の設立と目的

　近年我が国の産業の発展に伴い，科学技術教育の振興と中堅技術者の養成が急務となった

ため，昭和36年６月学校教育法の一部が改正されて昭和37年に初めて国立工業高等専門学校

が創設され，現在，全国で51校を数えている。

　高等専門学校の目的は，学校教育法及び高等専門学校設置基準並びに本校学則第１条にも

示されているとおり，教育基本法の精神にのっとり，工業に関する専門教育を授け，真に工

業化社会の要望にこたえる実践的技術者を育成することにあり，中学校卒業の資格のうえに

５年間の一貫教育を行うところに特色がある。

　昭和49年度に創設された本校には，機械電気工学科，情報電子工学科，土木建築工学科の

３学科が置かれ，いずれの学科も複合学科としての特色を有している。

　また，最近の工業技術の急速な発展に応えるため，平成３年４月に学校教育法の一部が改

正され，高等専門学校にも専攻科の設置が可能となり，本校も平成７年４月に機械制御工学

専攻，情報電子工学専攻，環境建設工学専攻の３専攻からなる専攻科を開設した。

　（2）　徳山工業高等専門学校沿革の概要

昭和46年12月20日� 徳山工業高等専門学校設立期成会結成

昭和47年５月２日� 徳山市に「国立徳山高専設立対策本部」設置

　　　　10月２日� 徳山市議会に「国立徳山高専建設調査特別委員会」設置

　　　　10月23日� 土地所有者により「高専誘致地主協力会」結成

昭和48年12月29日� �文部省の国立学校整備計画で徳山高専（機械電気工学科，情報電子工学

科，土木建築工学科各40名）の創設が閣議決定

昭和49年５月８日� �国会の審議が遅れ国立学校設置法の一部改正案未通過のため，宇部高専

による公開講座が開設された。仮校舎を旧徳山市大字下上，旧富岡小学

校跡に，仮寄宿舎を旧徳山市大字上村，旧加見小学校跡に開設

　　　　６月７日� 国立学校設置法の一部改正が公布され正式に開校が決定

　　　　６月15日� 第１回入学式

昭和50年３月28日� 第１期工事（本校舎，寄宿舎，体育館等）竣工

　　　　４月１日� 現在の学校所在地（旧徳山市久米高城3538）に移転

　　　　６月７日� 開校記念式

昭和51年３月27日� 第２期工事（専門科目棟，実験実習棟，電算機室，図書館等）竣工

　　　　３月30日� テニスコート竣工

　　　　３月31日� プール，自転車置場等竣工

昭和52年３月20日� 寄宿舎増築工事竣工

　　　　３月31日� 陸上競技場及び野球場竣工

昭和54年３月22日� テニス・バレー兼用コート新営工事竣工

　　　　３月26日� 学生食堂新営工事竣工

昭和55年３月24日� 溶解炉室新営工事竣工

昭和56年２月７日� 推薦による入学者の選抜を実施（本年度以降推薦入試制度開始）

昭和57年３月31日� 福利施設及び柔道場新営工事竣工
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昭和58年３月30日� 第２体育館及び合宿研修施設新営工事竣工

　　　　４月８日� 研究生受入開始

昭和59年８月27日� 編入学試験を実施（本年度以降編入試制度実施）

昭和60年４月８日� 編入学生受入開始

昭和61年３月31日� 野球場観覧席取設工事竣工

　　　　４月８日� 聴講生受入開始

昭和62年４月１日� 外国人留学生受入開始

　　　　４月10日� 本年度の新入生から混合学級となる（混合学級制度は２年修了時まで）

平成３年３月12日� 寄宿舎改修工事（女子寮）竣工

　　　　10月１日� 地域協力開発センター発足

平成４年４月１日� 学校週５日制開始

平成６年３月25日� 男子寄宿舎の一部を改修し，女子寄宿舎を増設

　　　　４月７日� �地域協力開発センターに代わりテクノ・リフレッシュ教育センター発足

　　　　６月18日� 創立20周年記念行事を挙行

　　　　６月23日� 環境整備工事（構内緑化，構内道路等拡幅，陸上競技場改修）竣工

　　　　11月４日� テクノ・リフレッシュ教育センター工事竣工

平成７年４月１日� �専攻科（機械制御工学専攻，情報電子工学専攻，環境建設工学専攻各４�

名）設置

　　　　５月23日� 専攻科設置記念式典を挙行

平成９年３月28日� 専攻科棟竣工

　　　　12月６日� 徳山高専テクノ・アカデミア発足

平成11年７月31日� 視聴覚棟（メディアホール）竣工

　　　　８月30日� 太陽光発電設備設置

平成14年11月30日� 徳山高専テクノ・アカデミア創立５周年記念行事を挙行

平成15年11月17日� JABEE�認定の本審査を受審（工学〔融合複合・新領域〕関連分野）

　　　　　～18日

平成16年４月１日� 独立行政法人国立高等専門学校機構「徳山工業高等専門学校」となった

　　　　５月10日� �日本技術者教育認定機構（JABEE）から，「設計情報工学」プログラムが

工学〔融合複合・新領域〕関連分野で認定

　　　　６月19日� 創立30周年記念式典を挙行

平成17年１月18日� 徳山大学と協力に関する基本協定を締結

　　　　２月３日� �カリフォルニア大学サンディエゴ校エクステンション（米国）と学術交

流協定を締結

　９月20日～23日� 第３回構造工学と建設に関する国際会議（ISEC-03）を本校主催で開催

　　　　11月17日� �フィティレイア・コミュニティ・ポリテクニック（ニュージーランド国

立総合専門学校）と学術交流協定を締結

平成18年７月３日� �周南市，徳山大学と連携協力に関する協定を締結

　　　　10月２日� 住所表示変更，「周南市学園台」となる

平成19年３月28日� �大学評価・学位授与機構による高等専門学校機関別認証評価の認定を受

けた
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　　　　12月１日� 徳山高専テクノ・アカデミア創立10周年記念行事を挙行

平成20年３月31日� �教室・管理棟，図書館，情報処理センターの耐震改修及び全面改修，玄

関前ロータリーの再整備完了

　　　　11月14日� グリフィス大学工学部（オーストラリア）と学術交流協定を締結

平成21年４月23日� �日本技術者教育認定機構（JABEE）「設計情報工学」プログラムの認定継続

平成22年５月31日� チェコ工科大学（チェコ共和国）と学術交流協定を締結

平成23年２月24日� 広島大学総合科学部・大学院総合科学研究科と教育研究交流協定を締結

平成24年３月30日� 専門科目棟の耐震改修及び全面改修完了

　　　　４月27日� �日本技術者教育認定機構（JABEE）「設計情報工学」プログラムの認定継続

平成25年３月27日� 大学評価・学位授与機構による高等専門学校機関別認証評価の認定継続

平成26年９月26日� 創立40周年記念式典を挙行

平成27年３月９日� 日本技術者教育認定機構（JABEE）「設計情報工学」プログラム認定継続

　　　　４月１日� �大学評価・学位授与機構による専攻科の学士の学位の授与に係る特例の

適用認定

　　　　12月３日� �ウボン・ラーチャタニ・ラーチャパット大学（タイ）と学術交流協定を締

結

　　　　12月17日� キングモンクット工科大学トンブリ校（タイ）と学術交流協定を締結

平成28年３月15日� 正修科技大學（台湾）と学術交流協定を締結

　　　　９月13日� 下松市と連携協力に関する協定を締結

　　　　10月５日� 大連東軟信息学院（中国）と学術交流協定を締結

平成29年２月９日� 美祢市立秋吉台科学博物館と連携協力に関する協定を締結

　　　　３月28日� 一般財団法人山口県建設技術センターと連携に関する協定を締結

平成30年２月21日� �スラバヤ電子工学ポリテクニック（インドネシア）と学術交流に関する

基本合意書を締結

　　　　10月８日� 文藻外語大学（台湾）と学術交流に関する基本合意書を締結

平成31年２月26日� �公益社団法人日本技術士会中国本部山口県支部と連携協力に関する協定

を締結

令和元年６月17日� モンゴル日本共同技術高等学校（モンゴル）と学術交流協定を締結

　　　　７月２日� �エンデランカレッジ（フィリピン）と学術交流協定を締結

　　　　７月10日� �ガジャマダ大学（インドネシア）Vocational� Collegeと学術交流に関す

る基本合意書を締結

　　　　８月27日� �Panasonic�Automotive�Systems�Malaysia�Sdn.�Bhd.（マレーシア）と

連携協力に関する協定を締結

　　　　11月27日� 国立東華大学（台湾）と学術交流に関する基本合意書を締結

　　　　12月11日� �フィリピン大学ディリマン校（フィリピン）と学術交流に関する基本合

意書を締結

　　　　12月30日� �ウダヤナ大学（インドネシア）と学術交流に関する基本合意書を締結

令和２年１月29日� オレゴン大学（米国）と学術交流に関する基本合意書を締結

　　　　２月13日� �山口県立周南総合支援学校，徳山大学と連携協力に関する協定を締結

　　　　３月19日� �寄宿舎（高城寮），実習棟の全面改修完了（実習棟はクリエイションセ
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ンターに改名）

　　　　３月24日� �大学改革支援・学位授与機構による高等専門学校機関別認証評価の認定

継続

令和３年２月26日� テクノ・リフレッシュ教育センターの全面改修完了

令和４年３月３日� �日本技術者教育認定機構（JABEE）「設計情報工学」プログラムの認定継

続（令和２（2020）年４月１日から６年間）

　　　　３月16日� 周南市と災害時における施設の利用に関する協定を締結

　　　　11月14日� �マラ工科大学（マレーシア）と学術交流に関する基本合意書を締結

令和５年10月10日� テクノ・リフレッシュ教育センター地階に起業家工房を設置

　　　　12月５日� �周南総合支援学校，周南公立大学，久米地区社会福祉協議会と連携協力

に関する協定を締結
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１．組　織　図

　　本校の管理組織を図で示せば次のとおりである。

学　校　運　営　組　織

校長

副校長
（教務主事）

副教務主事 教務主事補

機械電気工学科
主任

情報電子工学科
主任

土木建築工学科
主任

一般科目主任

校長補佐
（学生主事）

副学生主事 学生主事補

校長補佐
（寮務主事）

副寮務主事 寮務主事補

副校長
（総務担当）

専攻科幹事（機械制御）

専攻科幹事（情報電子）

専攻科幹事（環境建設）

専攻科幹事（一般科目）

校長補佐
（専攻科長）

校長補佐
（総合企画室長）

テクノ・リフレッシュ
教育センター長

テクノ・リフレッシュ教育センター
副センター長

テクノ・リフレッシュ教育センター参事

校長補佐
(研究推進室長)

教育研究
支援センター長

技術長

図書館長 図書館長補 図書館参事

情報処理
センター長

情報処理センター副センター長

学年主任 学級担任

学生相談室長

キャリア教育・
学習支援室長

国際交流室長

教育改善IR室長

事務部長 総務課長 課長補佐（庶務担当）

課長補佐（会計担当）

学生課長 課長補佐
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２．各主事の校務分担

　教務主事は，教育課程の編成および実施，学校行事，入学・退学等の許可，進級およ

び卒業の認定，出欠席の取り扱い，指導要録の作成，�教科書および教材，�その他教務関係

について校長を補佐している。

　学生主事は，学生の課外教育，個人・集団指導，職業指導，奨学，学生会およびその行

事，保健指導，福祉厚生等について校長を補佐している。

　寮務主事は，学寮の運営，管理，寮生の生活指導および寮内規律の保持，入寮・退寮の

許可，その他寮務関係について校長を補佐している。

３．事務組織とその概要

　学校運営に必要な事務を処理するために，事務部長のもとで前図の２課９係等がおかれ

ている。各係の業務内容の概要は次のとおりで，学生生活に直接関係のある業務を取り扱

っているのは，学生課である。したがって，学校（校長）あての諸願届書類は，学生課の

いずれかの係を通じて提出することになる。

総務係 庶務，人事及び式典に関すること

地域連携推進係 産学連携，地域連携，サテライト及び研究協力に関すること

契約係 物品，役務等の契約，管理に関すること

総合企画室事務係 総合企画室及び広報に関すること

会計係 授業料の納付，就学支援金，その他収入及び支出に関すること

施設係 施設の整備及び維持，不動産の管理に関すること

課長補佐 キャリア教育・学習支援室及び留学生に関すること

教務係
入学試験，授業，教科書，成績，学校行事，学生の異動，諸証明

の発行，その他教務に関すること

寮務係 学寮の管理運営，留学生チューターに関すること

学生支援係

学生の表彰及び処分，入学料・授業料の免除，奨学金，課外活

動，学生会活動補助，学生の保健衛生，就職支援，学割・通学証

明書の発行，その他学生の厚生補導に関すること，図書館資料

の管理，図書館の運営に関すること

総務課

学生課
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プール

⑰

テニスコート

野球場

陸上競技場

教室・管理棟

専門科目棟

図書館

情報処理センター

メディアホール

クリエイションセンター

専攻科棟

テクノ・リフレッシュ教育センター

実験実習棟

車庫・守衛所

合宿研修施設

高城寮

柔道場

第２体育館

体育館・武道場

福利厚生センター

土石流実験室①

②

④

③

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑰

⑯

⑮

⑭

⑬

⑫

⑪

⑩
General	Education	and	Administration	Office	Building

Engineering	Depertment	Building

Information	Processing	Center

Library

Audio-visual	Building

Creation	Center	

Advanced	Course	Building

Center	for	Collaborative	Research	and	Education

Building	for	Practice	and	Experiments

Garage	and	Guard	Room

Dormitory

Judo	Hall

Welfare	Facilities

Laboratory	for	Avalanche	of	earth	and	rocks

Gymnasium(1st)	and	Budo	Hall

Gymnasium(2st)

Training	Institute

⑯

⑩

⑮⑬⑫

④
①

⑤
②

⑪
⑭

③

⑦

⑧

⑨

⑥

東門

正門

建物配置図
Campus Map
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